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平成２８年６月甲良町議会定例会会議録 

平成２８年６月６日（月曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 報告第１号 平成２７年度甲良町繰越明許費繰越計算書について（一

般会計予算） 

第４ 承認第２号 専決処分につき、承認を求めることについて（甲良町税

条例の一部を改正する条例） 

第５ 承認第３号 専決処分につき、承認を求めることについて（甲良町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

第６ 承認第４号 専決処分につき、承認を求めることについて（甲良町福

祉医療費助成条例の一部を改正する条例） 

第７ 承認第５号 専決処分につき、承認を求めることについて（平成２７

年度甲良町一般会計補正予算（第９号）） 

第８ 承認第６号 専決処分につき、承認を求めることについて（平成２７

年度甲良町水道事業会計補正予算（第２号）） 

第９ 承認第７号 専決処分につき、承認を求めることについて（平成２８

年度甲良町一般会計補正予算（第１号）） 

第10 議案第36号 甲良町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する

条例 

第11 議案第37号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 

第12 議案第38号 甲良町印鑑条例の一部を改正する条例 

第13 議案第39号 甲良町子育て応援金支給条例 

第14 議案第40号 町道の認定について 

第15 議案第41号 平成２８年度甲良町一般会計補正予算（第２号） 

第16 請願第４号 「『安全保障関連法』の廃止を求める意見書」を、町議

会として関係機関に提出するよう求める請願 

第17 発議第４号 甲良町議会副議長の不信任決議案 

第18       一般質問 
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◎会議に出席した議員（１２名） 

   １番 岡 田 隆 行 ２番 田 中 章 浩 

   ３番 山 田   充 ４番 山 田 裕 康 

   ５番 野 瀬 欣 廣 ６番 阪 東 佐智男 

   ７番 宮 嵜 光 一 ８番 西 川 誠 一 

   ９番 丸 山 恵 二 １０番 建 部 孝 夫 

  １１番 西 澤 伸 明 １２番 木 村   修 

 

◎会議に欠席した議員 

   な  し 

 

◎会議に出席した説明員 

 町   長 北 川 豊 昭 教 育 長 橋 本   悟 

 総 務 課 長 中 川 愛 博 学校教育課長 藤 村 善 信 

 税 務 課 長 山 田 禎 夫 教育総務課参事 福 原   猛 

 住 民 課 長 米 田 志保子 産 業 課 長 川 嶋 幸 泰 

 総務課参事 宮 川 哲 郎 建設水道課長 北 坂   仁 

 企画監理課長 中 川 雅 博 呉竹センター館長 山 田 光 義 

 人 権 課 長 陌 間   守 会計管理者 寺 川 貴代美 

 保健福祉課長 小 林 千 春 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 陌 間   忍 書 記 山 崎 志保美 
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（午前９時００分 開会） 

○木村議長 ただいまの出席議員数は１２人です。 

 議員定足数に達していますので、平成２８年６月甲良町議会定例会を開会

いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、既に配布しているとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、９番 丸山議員および１０番建部議員を指名い

たします。 

 次に、日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１３日までの８日間といたしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○木村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から６月１３日までの８日間と決定いた

しました。 

 これより、町長の挨拶、行政報告ならびに提案説明を求めます。 

 町長。 

○北川町長 本日、平成２８年６月甲良町議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、大変お忙しいところをご出席いただきまし

て、まことにありがとうございます。また、平素は、町政全般にわたりまし

て格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、提案説明の前に、若干の行政報告をさせていただきます。 

 まず、４月および５月には全員協議会を開催させていただき、今後の甲良

町の防災拠点となる、甲良町防災センター建設に向けて改めて構想および財

源について議員の皆様にご説明させていただき、ご理解を求めさせていただ

いているところであります。 

 また、甲良町におけるまち・ひと・しごと創生事業に関する新事業として、

子育て応援支援事業の実施を予定しております。本事業は、出産祝い金を支

給するためのものでありまして、そのための条例を今回、提案をさせていた

だいております。 

 次に、４月に小川原地先に地域密着型サービス小規模多機能居宅介護事業

所、ファミリーステーション甲良が開所いたしました。空き家を改修し、犬

上ハートフルセンターが運営をし、通いを中心とした家庭的な環境と地域住

民との交流ができるサービスを受けていただくことができる施設でございま



－4－ 

す。 

 また、甲良三大偉人、藤堂高虎公をＰＲし、ＮＨＫ大河ドラマ誘致に向け

て、甲良の地酒「戦国大名高虎」を販売し、それと並行して、「（仮称）高

虎ハウス」の創設に向けての動きを進めております。 

 それでは、本日、提案をさせていただきます案件について、その概要をご

説明申し上げます。 

 報告第１号は、平成２７年度一般会計予算において、翌年度に１億１，５

２１万３，０００円の明許繰越をしました繰越計算書の報告であります。 

 承認第２号および承認第３号は、地方税法の一部を改正されたことに伴い、

甲良町税条例および甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する専決処分を

しましたので、その承認をお願いするものであります。 

 承認第４号は、乳幼児福祉医療費助成事業費補助制度の拡充に伴う甲良町

福祉医療費助成条例の一部を改正する専決処分をしましたので、その承認を

お願いするものであります。 

 承認第５号は、平成２７年度一般会計補正予算（第９号）で、２，２５４

万８，０００円を減額し、総額３８億８，２３１万２，０００円とする専決

処分をしましたので、その承認をお願いするものであります。 

 承認第６号は、平成２７年度甲良町水道事業会計補正予算（第２号）で、

項内同額の組みかえのみの補正とする専決処分をしましたので、その承認を

お願いするものであります。 

 承認第７号は、平成２８年度甲良町一般会計補正予算（第１号）で、５０

４万７，０００円を追加し、総額３６億７，９０４万７，０００円とする専

決処分をしましたので、その承認をお願いするものであります。 

 議案第３６号は、行政不服審査法の施行に伴い、甲良町固定資産評価審査

委員会条例等の一部を改正するものであります。 

 議案第３７号は、行政内部事業の見直しに伴い、甲良町特別職の職員で非

常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正するものであり

ます。 

 議案第３８号は、民間端末機を介しての印鑑登録証明書の交付の開始に伴

い、甲良町印鑑条例の一部を改正するものであります。 

 議案第３９号は、甲良町創生総合戦略事業に伴い、甲良町子育て応援金支

給条例を制定するものであります。 

 議案第４０号は、道路法の規定により町道の認定をするものであります。 

 議案第４１号は、平成２８年度一般会計補正予算（第２号）で、７，５４

１万６，０００円を追加し、総額を３７億５，４４６万３，０００円とする

ものでございます。 
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 主な補正項目といたしましては、歳入では、地方創生推進交付金、防災セ

ンター整備事業債等の増額、歳出では、官民協働事業委託、フェンス整備工

事等の増額でございます。 

 以上、本日、提出いたしました案件につきまして、その概要の説明を申し

上げました。何とぞよろしくご審議いただき、適切な承認、議決を賜ります

よう、お願い申し上げまして提案説明とさせていただきます。 

○木村議長 日程第３ 報告第１号を議題といたします。 

 報告書が提出されていますので、報告を求めます。 

 総務課参事。 

○宮川総務課参事 報告第１号 平成２７年度甲良町繰越明許費繰越計算書に

ついて（一般会計予算）。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、平成２７年度甲良町一般会計

予算において、次のとおり翌年度に繰越したので、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 １枚おめくりください。 

 平成２７年度甲良町繰越明許費繰越計算書、一般会計予算。 

 ２款 １項 総務管理費、情報セキュリティ強化対策事業、翌年度繰越額

３，５９１万円、地方創生加速化事業３，０５０万円。 

 ３款 １項 社会福祉費、臨時福祉給付金事業３，５３１万１，０００円、

保健福祉センター管理事業４２７万８，０００円。 

 ６款 １項 農業費、担い手確保・経営強化支援事業補助金事業３６５万

４，０００円。 

 ７款 １項 商工費、近江鉄道沿線地域活性化協議会負担金事業５６万円。 

 ８款 ４項 住宅費、住宅対策事業３００万円。 

 １０款 １項 教育総務費、公民館音響設備整備事業２００万円。 

 合計、繰越明許費設定額１億１，５７４万３，０００円、翌年度繰越額１

億１，５２１万３，０００円でございます。 

 以上でございます。 

○木村議長 これをもって報告を終わります。 

 次に、日程第４ 承認第２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 承認第２号 専決処分につき、承認を求めることについて（甲

良町税条例の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 
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 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○山田税務課長 専第１号 専決処分書。 

 甲良町税条例の一部を改正する条例。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２８年３月３１日。 

 今回の条例改正につきましては、第１条関係といたしまして、地方税法等

の一部を改正する等の法律の施行に伴いまして、地域決定型地方税制特例措

置へ特例項目が追加されたことなどにより、本条例の規定について所要の改

正を行うものでございます。 

 また、第２条関係といたしまして、平成２７年甲良町条例第２９号告示の

読みかえ規定を所要の整備を行うものでございます。 

 まず、第１条といたしまして、第５６条中につきましては、同項第１６号

の固定資産であります独立行政法人労働者健康福祉機構が、独立行政法人労

働安全衛生研究所との統合によりまして、独立行政法人労働者健康安全機構

に改組されることによる所要の改正でございます。 

 第５９条につきましては、第５６条の改正に伴う内容でございます。 

 続きまして、第２条につきましては、各付則様式中に施行規則といったよ

うなものをつけ足す字句の修正等の改正でございます。 

 裏面をお願いいたします。 

 付則といたしまして、第１条、この条例は平成２８年４月１日から施行す

る。 

 第２条といたしまして、固定資産税に関する経過措置、別段の定めがある

ものを除き、第１条の規定により改正後の甲良町税条例の規定中、固定資産

税に関する部分は平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

平成２７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 ２項、新条例付則第１０条の３第８項第５号の規定は、平成２８年４月１

日以後に改正される地方税法等の一部を改正する等の法律、第１条の規定に

よる改正後の地方税法付則第１５条第９項に規定する熱損失防止改修住宅ま

たは同条第１０項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税

について適用する。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより承認第２号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、承認第２号は承認されました。 

 次に、日程第５ 承認第３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 承認第３号 専決処分につき、承認を求めることについて（甲

良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○山田税務課長 専第２号 専決処分書。 

 甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 平成２８年３月３１日。 

 今回の一部改正は、国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確

保および中低所得者層の保険税負担の軽減を図ることを目的とした地方税法

等の一部を改正する等の法律等の施行に伴いまして、本条例の規定につきま

して所要の改正を行うものでございます。 

 甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 甲良町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項ただし書中、「５２万円」を「５４万円」に改め、同条第３

項中「１７万円」を「１９万円」に改める。 

 第２３条各号列記以外の部分中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万

円」を「１９万円」に改め、同条第２号柱書中「２６万円」を「２６万５，

０００円」に改め、同条第３号柱書中「４７万円」を「４８万円」に改める。 

 付則。施行期日。１、この条例は平成２８年４月１日から施行する。 
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 適用区分。２、改正後の甲良町国民健康保険税条例の規定は、平成２８年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２７年度までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 １１番 西澤です。今回、上限が２万円引き上がるわけですけど

も、上限となる、この５４万円が課税される世帯、これは平均的に大人２人、

子ども２人の家庭で幾らの方がその上限の対象、つまりその所得以上の方は

この５４万までの適用になるわけですけども、その試算を示していただきた

いと思います。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 全協のときにも申し上げましたように、本日その本賦課をや

っておりますので、議員がおっしゃられていた内容について、今日その試算

をやっているところでございますので、でき次第、議員の方にお示ししたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 全協は３日でした。そして、そのときにも質問していたわけです

けども、改めてこの上限のかかる方、つまり、５４万以上はかからんわけで

すよね。そういう条例ですから、その限度となる方の所得、これは従来から

いうても、ざっとどのぐらいというような計算はできると思うんですけども、

ざっとで言えば、所得ですから、法律上計算した後の所得ですから、１，０

００万とか１，５００万とかいう単位でどうなんでしょうか。よろしくお願

いします。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 申しわけございません。ちょっとその資料といいますか、計

算を持ち合わせておりませんので、調べましてご連絡をいたしたいと思いま

す。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

○木村議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 私は、提案理由、それから今回、国の方の改正もそうであります

が、負担の公平というならば、確かに上限を引き上げて、負担能力の高い世

帯に払ってもらうとの考え方のように受けとめられます。今、質問しました
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ように、例えば５，０００万、６，０００万の所得の人で５４万までになる

わけですよね。一方、２５０万ないしは３００万という平均的な所帯、甲良

町の場合は国保加入者の中で７割が１０３万以下の所得という統計も示され

ています。そういう中で、２，０００万や３，０００万、４，０００万とい

う負担能力のある方が５４万で打ちどめとなると、こういう点も大変不公平

が根本的に変わらないと思います。 

 それで、不公平というなら、国がやるべきは国庫支出を少なくとも以前の

ベースに戻して、つまり２５％を国が国庫で減らしたわけですけども、それ

を戻して均等割、世帯割を思い切って下げて、暮らしと健康の足を引っ張ら

ない改革こそが必要であることを提起したいと思いまして、反対討論といた

します。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより承認第３号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、承認第３号は承認されました。 

 次に、日程第６ 承認第４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 承認第４号 専決処分につき、承認を求めることについて（甲

良町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○米田住民課長 専第３号 専決処分書。 

 甲良町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 平成２８年３月３１日。 

 これは、滋賀県の乳幼児福祉医療費助成制度が拡大されたことによります
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改正でございます。 

 甲良町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例。 

 甲良町福祉医療費助成条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「（第３条第２項第２号の規定により別表に定める金額（以

下「自己負担金」という。）を負担しない重度心身障害者（児）、母子家庭、

父子家庭に該当する者を除く。）」を削り、同条第２号中「自己負担金を負

担しない」を削る。 

 第３条第２項第１号中「自己負担金」を「別表に定める金額（以下「自己

負担金」という。）」に改める。 

 第７条第１項中「児童およびひとり暮らし寡婦」を「児童ならびにひとり

暮らし寡婦」に改める。 

 別表中「児童およびひとり暮らし寡婦」を「児童ならびにひとり暮らし寡

婦」に改める。 

 付則。この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより承認第４号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、承認第４号は承認されました。 

 次に、日程第７ 承認第５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 承認第５号 専決処分につき、承認を求めることについて（平

成２７年度甲良町一般会計補正予算（第９号））。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 
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○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○宮川総務課参事 専第４号、専決処分書。 

 平成２７年度甲良町一般会計補正予算（第９号）。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２８年３月３１日。 

 それでは、補正予算書、表紙裏面をご覧ください。 

 承認第５号 平成２７年度甲良町一般会計補正予算（第９号）。 

 今回の補正は、２，２５４万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を３８億８，２３１万２，０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、第１表、歳入歳出予算補正、繰越明許費につきまし

ては、第２表、繰越明許費補正、地方債の補正につきましては、第３表、地

方債補正、それぞれで説明をいたします。 

 それでは、１ページをご覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入。１款 町税、補正額５，２００万円の減、２款 地方譲与税１８７

万１，０００円、３款 利子割交付金５万２，０００円の減、４款 配当割

交付金１２５万７，０００円、５款 株式等譲渡所得割交付金２６７万１，

０００円、６款 地方消費税交付金２，５１６万４，０００円、７款 自動

車取得税交付金４４６万５，０００円、８款 地方特例交付金１９万３，０

００円の減、９款 地方交付税１億３，８２０万６，０００円、１０款 交

通安全対策特別交付金１万２，０００円の減。 

 ２ページをご覧ください。 

 １１款 分担金及び負担金７２１万１，０００円の減、１２款 使用料及

び手数料３２万円、１３款 国庫支出金１，２７７万７，０００円の減、１

４款 県支出金１，１７６万９，０００円の減、１５款 財産収入５０万７，

０００円、１６款 寄付金１８７万１，０００円、１７款 繰入金１億６５

万円の減。 

 ３ページをご覧ください。 

 １９款 諸収入８３１万６，０００円の減、２０款 町債５９０万円の減。 

 歳入合計、補正前の額３９億４８６万円、補正額２，２５４万８，０００

円の減、計３８億８，２３１万２，０００円でございます。 

 ４ページをご覧ください。 

 歳出。２款 総務費、補正額１，６９１万５，０００円、３款 民生費４

８６万５，０００円の減、４款 衛生費１，１８８万１，０００円の減、６

款 農林水産業費５６万８，０００円の減、７款 商工費３６５万５，００
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０円の減、８款 土木費１，５４７万２，０００円の減。 

 ５ページをご覧ください。 

 １０款 教育費３０２万２，０００円の減、１２款 公債費ゼロ円。歳出

合計は歳入合計と同額でございます。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 第２表、繰越明許費補正。 

 １、追加。３款 １項社会福祉費、保健福祉センター修繕工事４２７万８，

０００円。 

 ２、変更。２款 １項総務管理費、地方創生加速化事業。補正後３，０５

０万円。８款 ４項住宅費、住宅対策事業３００万円でございます。 

 第３表、地方債補正。 

 起債の目的。池寺西ヶ丘地先整備事業債５９０万円の減、限度額、補正前

５９０万円、補正後ゼロ円。計５９０万円の減。補正前、２億２，１９７万

円、補正後、２億１，６０７万円でございます。 

 これで説明を終わります。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 ８番 西川議員。 

○西川議員 町民税のところでお聞きします。合計が５，２００万の減となっ

ていますが、１０ページのところの歳入で、個人の分が２，２００万減額と

なっていますが、これが例のＫ氏の問題に絡んでくるのか、絡まないのか、

その辺のところをお聞かせください。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 お答えいたします。町民税の個人分の２，２００万円が減額

になるにつきましては、当初予算額２億２，７００万円に対しまして、平成

２８年４月２６日現在の収入額が１億９，０７０万足らずというようなとこ

ろがございましたので、およそ収入率９０．３％の見込みにより、このよう

に２，２００万の減額補正をしたものでございます。 

 議員がご質問の町税横領の関係との因果関係につきましては、この額イコ

ール、町税横領の額ということでは決してないというものと認識はしており

ます。 

 以上でございます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 説明の１５ページですが、一般単独事業債で５９０万が減額にな

っています。池寺西ヶ丘地先整備事業債、これは南部工業団地の取り付け道

路等の設計委託などが３月議会で取り下げられたことに関連をしてのことか、
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再確認でお願いいたします。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 この分につきましては、池寺西ヶ丘の整備、道路工事を

当初みておりました。その分を取りやめたというところでございます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 補正の範囲ということですので、内容も全員協議会で説明があり

ましたが、２７年度末の整理にかかわる部分が中心的なものだというように

理解をしています。そういう点で、先ほど聞きました町債の南部工業団地に

かかわる債務、借入金を取り下げられておることでありますし、補正の範囲

ということで賛成討論とさせていただきます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、承認第５号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、承認第５号は承認されました。 

 次に、日程第８ 承認第６号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 承認第６号 専決処分につき、承認を求めることについて（平

成２７年度甲良町水道事業会計補正予算（第２号））。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 専第５号 専決処分書。 

 平成２７年度甲良町水道事業会計補正予算（第２号）。 
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 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２８年３月３１日。 

 それでは、表紙の裏面をお願いいたします。 

 資本的支出。第２条、平成２７年度甲良町水道事業会計予算、第４条中の

資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 第１款 資本的支出、既決予定額９，５０３万５，０００円、補正予定額

ゼロで、合計も９，５０３万５，０００円でございます。項を超えての予算

の組みかえをお願いするものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、承認第６号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、承認第６号は承認されました。 

 次に、日程第９ 承認第７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 承認第７号 専決処分につき、承認を求めることについて（平

成２８年度甲良町一般会計補正予算（第１号））。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○宮川総務課参事 専第６号 専決処分書。 

 平成２８年度甲良町一般会計補正予算（第１号）。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 平成２８年４月１日。 
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 それでは、補正予算の表紙裏面をご覧ください。 

 承認第７号 平成２８年度甲良町一般会計補正予算（第１号）。 

 今回の補正は、５０４万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３

６億７，９０４万７，０００円とするものでございます。内容につきまして

は、第１表、歳入歳出予算補正でご説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入。１８款 繰越金、補正額５０４万７，０００円。歳入合計、補正前

の額、３６億７，４００万円、補正額５０４万７，０００円、計３６億７，

９０４万７，０００円でございます。 

 ２ページをご覧ください。 

 歳出。２款 総務費、補正額５０４万７，０００円。よって、歳出合計は

歳入合計と同額でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 この補正予算は、職員による公金横領事件にかかわって調査が必

要になることから計上されたものだという説明がありました。 

 そこで、質問の１つ目は、初期の段階で告発できれば、発生しなかった費

用ではないのかというように思います。検察、司法の手できっちりと捜査２

課がありますので、そういうことに移ったのではないかと思われます。その

点の見解をお願いします。 

 ２つ目に、町民の税金で犯罪の裏づけ調査をしなければならないことにな

ったことについて、北川町長はどのように受けとめておられるのか所見をお

聞かせください。 

 ３つ目には、Ｋ容疑者に被害額の１つとして請求する立場、これは全員協

議会でも確認しましたが、改めて本会議のところで、その態度がどうなのか

ということで表明いただきたいというように思います。 

 以上、３点です。よろしくお願いします。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 最初からやっていれば、費用が要らなかったのではという話

だと思うんですが、最初は町の方もそういう認識でいましたけど、作業を進

めていく中で、やっぱり複雑な内容が見えてきたということで、全容解明が

なかなか難しいということで取りかかってきて、時間がかかっているという

中での経費が必要になってきたということでご理解をお願いしたいと思いま

す。 
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○木村議長 町長。 

○北川町長 西澤議員が今、質問された、町民の税金でこのような犯罪に至っ

たということであります。私どもも当時の税務課職員は平成２１年から税務

課の職員として採用されて今日まで至るというようなことで、その中で特に

甲良町も滞納が非常に多いというような中から、それと県の指導と、県とチ

ームを組んで滞納を整理するための収納促進チームを組まれたということで、

当時の税務課職員もそのチームのメンバーの１人としていろいろと研修を受

けながら収納促進のために鋭意努力をしているということで、我々もその手

腕というものを買っていたというとこら辺がちょっと軽率やったのかなあと

いうような思いをしておりますが、一番大事な住民さんの税金を着服という

ようなことでもあります。本人が申していた中には、私生活で我々が想像も

できないようなお金の使い方をして遊興費に充てていたというようなことが

そもそもの着服につながるような要因になったのかなとも思っております。 

 そんな中で、税務課のメンバーもそこら辺がもう少し早くに把握ができて

おれば、気がついておれば、こうしたことが未然に防げたのかなというよう

なことを考えると、非常に残念なことでもありますし、ましていわんや、住

民さんの大事な税金でありますので、そのことについても早く原因を解明し

て、要は、着服した金額を全額弁済してもらうというような方向で鋭意努力

をしていこうということで、今現在、捜査２課の方も内々に捜査をしており

ますので、我々もそれに協力をしながら、あまり情報が表に出ると、混乱を

するというようなこともございまして、捜査２課の方からも口どめされてい

る部分もありますが、我々はあまり口どめされている内容がそないにあるか

言うたら、そうでもなくて、捜査２課の方で内々に捜査を進めているという

部分は、まったく我々も関知ができないというような中で、我々は我々の方

で特命チームを組んで着々と調査はしているというような状況でありますの

で、一日も早く住民さんの不安を払拭できるように鋭意努力をしていきたい

と思います。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 今回のこの補正に係る経費について弁済を求めるのかという

ご質問やったと、そういうことでよかったですね。そのことについては、町

もそういう方向で進めていくということで今やっております。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ４番 山田です。この特命調査事業に伴う時間外手当なんで

すけど、大体お一人何時間ぐらいで、何人分になるかいうのだけ教えてくだ

さい。 
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○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 ちょっと今、細かいところ、正確なことはちょっとあれです

けど、大体１人平均１時間２，０００円ぐらいで、３カ月ぐらいの計算で予

算を見積もっているところだと思います。 

 以上でございます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 質問の中でも触れましたが、ぜひこの金額は本来、町民と、それ

から町行政そのものが負担してはならない、負担すべき金額ではありません。

ですから、被害額の１つとして毅然として請求をするという立場をぜひ堅持

してもらいたいというように思います。 

 同時に、全協の議案説明の中でも明らかになりましたが、この５０４万７，

０００円だけで済まない可能性も出てくると。つまり、裏づけ調査、そして

告訴が遅れれば、町としての裏づけの資料の作成、裏づけ調査等、人件費も

諸物件も支出していかんならんという点で、この金額で終わらない可能性も

あります。改めて、一刻も早く告訴に向けて行うこと、その立場で弁護士と

も、それから検察、警察とも告訴をもうすると、はっきりした段階ですると

いう形でぜひ決断をしていただきたいですし、この金額自体、本当に不名誉

な予算となりますが、この予算の計上がなければ、調査の裏づけがとれない

ということでも、これは理解ができますので、改めて容疑者Ｋ氏に請求する

という立場を堅持していただいて、賛成討論とします。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、承認第７号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、承認第７号は承認されました。 

 次に、日程第１０ 議案第３６号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 
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 局長。 

○陌間事務局長 議案第３６号 甲良町固定資産評価審査委員会条例等の一部

を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 それでは、議案第３６号 甲良町固定資産評価審査委員会条

例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 めくっていただきまして、甲良町固定資産評価審査委員会条例の一部改正。 

 第１条、甲良町固定資産評価審査委員会条例の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項中「前３条」を「第６条および第７条」に改める。 

 甲良町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部改正。 

 第２条、甲良町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部

を次のように改正する。 

 付則第２項中「平成２８年度以降の年度分の固定資産税に係る固定資産に

ついて、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出」を、「平成

２８年４月１日以降に地方税法第４１１条第２項の規定による公示もしくは

同法第４１９条第３項の規定による公示または同法第４１７条第１項後段の

規定による通知がされる場合」に、「平成２７年度までの固定資産税に係る

固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出」

を「同日前に公示等がされた場合」に改める。 

 付則。この条例は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

るということで、これは、行政不服審査法等の改正がありました。それらの

法令改正に伴います所要の規定の整備を行う条例の一部改正ということでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３６号を採決いたします。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３６号は可決されました。 

 次に、日程第１１ 議案第３７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第３７号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬お

よび費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例で、５つの委員会を新たに設置しまし

たので、それぞれ追加させていただくものです。 

 まず、条例別表、甲良町食育健康推進委員会委員、甲良町高齢者虐待対応

チーム委員、甲良町指定地域密着型サービス運営委員会委員、甲良町地域包

括支援センター運営協議会委員、甲良町認知症ケアパス作成検討委員会委員。

それぞれ日額５，０００円を追加させていただきます。 

 付則。この条例は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

る。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 委員の中で甲良町食育健康推進委員会に関して質問いたします。

１５名の委員さんで構成するということでありましたが、この委員さんを軸

に広く町民に行き渡るよう、健康を保つ食育の普及を希望するわけですけれ

ども、今後の委員会の論議にもかかわってきますが、町としてはどういうテ

ーマで、またどういう筋で論議を深めてほしいというように思っておられる

か。そして、どのような方法や対策で取り組まれるということを現在の時点

でどう考えておられるのか説明をお願いいたします。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 食育健康推進委員会の方は、保健部会５名、教育部会５
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名、産業部会５名から構成されております。食育推進計画および健康増進計

画の、ちょうど見直し時期が参りまして、その健康増進法に基づく健康増進

計画で、２１世紀における国民健康づくり運動、２５年から３４年の１０年

間では２次計画、中間評価実施、それから、高齢者の医療確保に関する法律

に基づく第２期特定健診実施計画が２５年から２９年までありますので、そ

れら３つとの整合性を図って計画を策定していく予定です。 

 当然、方向性としては特定健診実施計画、データヘルス計画、健康２１実

施計画、それから、甲良町食育推進計画および健康増進計画をそれぞれ２９

年度に中間評価をまとめまして、それ以降の合わせた健康増進計画を作成す

る予定でおります。 

 以上です。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 今、読まれたペーパー、甲良町の健康寿命が県下の中でも大変低

い方にある、ないしはトップクラスということで、以前から説明を受けてい

ました。そういう点で、その不名誉なところを脱却していくというのが、甲

良町、それから甲良町民としても大きな課題だと思いますので、ペーパーを

いただいて、私たちも検討し、学習ができればというように思っていますの

で、よろしくお願いします。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 わかりました。また、報告させていただきます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３７号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３７号は可決されました。 

 次に、日程第１２ 議案第３８号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 
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○陌間事務局長 議案第３８号 甲良町印鑑条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○米田住民課長 議案第３８号 甲良町印鑑条例の一部を改正する条例につい

てご説明申し上げます。 

 １ページをおめくりください。 

 甲良町印鑑条例の一部を改正する条例。 

 甲良町印鑑条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第４項第１号中「または外国人登録証明書」を削る。 

 第１５号の次に次の１条を加える。民間端末機を介した印鑑登録証明書の

交付。 

 第１５条の２、第１３条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けているも

のであって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の規定による個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務関する法律に規定する利用者証明用電子証明書が

記録されたものに限る。）の交付を受けたものは、当該個人番号カードおよ

び暗証番号により、自ら本町の電子計算機と電気通信回線により接続された

民間事業者が設置する端末機を介して、印鑑登録証明書の交付を申請するこ

とができる。 

 ２項、町長は前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であ

ることを確認した上で、民間端末機によって打ち出すことにより、前条の印

鑑登録証明書となる電子情報を作成し、民間端末機を介して印鑑登録証明書

を交付する。 

 付則。この条例は平成２８年７月１日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 これは、個人番号カードにかかわる条例の改正だというように思

いますが、そこで、あくまで民間業者です。地方公務員法などが適用される

相手ではないと思うわけですけども、漏えいや流出にはどのような歯どめが

あるのか、これが１つです。 

 それから、もう一つ。この条文の中にもあります、２のところです。「当

該申請が適正であることを確認した上で」ということで、わざわざ規定があ
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ります。当該申請が適正であるかどうかを確認する方法というのは、どんな

内容なのか。ないしは、現在マニュアルあるいは法律、条例等で別に定めて

いるものか説明をお願いいたします。 

○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 情報漏えいに関してですが、歯どめといたしまして、現在、

この認証業務に関する法律というものがありますので、その法律に基づいて

実施をしていくということで、マニュアルは現在、作成中でございます。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 不十分だったと思うんですが、この２のところの「適正であるこ

とを確認した上で」というのが、マニュアルが作成中だということでしょう

か。 

 そして、民間業者ですので、そういう漏えいや不正使用、流出の場合の処

罰。処罰をしても個人情報が流れてしまえば、取り戻すことはできないわけ

ですけども、その民間業者に枠組みをする、強制的な法的な枠組みを聞いて

いるんですが、どうなんでしょうか。 

○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 マニュアルにつきましては、第２項のところで、本人さんが

個人番号カードを持って、暗証番号により申請をされるということ、それで

情報がきちんと届くということを適正とみなすということでございます。 

 ほかの３町とも共有しながら、今、進めているところでございまして、情

報漏えいには絶対ならないような工夫をしているところでございます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 大変迷うところでありますが、だけども、これは個人番号制その

ものが非常に危ういというのは、各地でいろんなトラブルが起きていますし、

詐欺まがいのことが出ています。そして、一度個人情報が流出をしたら、そ

れは取り戻せないという点から考えますと、個人番号制度の運用の拡大とい

うことの１つだと思いますので、反対討論とさせていただきます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３８号を採決いたします。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、議案第３８号は可決されました。 

 ここでお諮りします。 

 これより審査願います日程第１３ 議案第３９号の条例制定については、

議会規則第３９条第１項の規定により、お手元に配布しておきました議案付

託表のとおり総務民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○木村議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 それでは、日程第１３ 議案第３９号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第３９号 甲良町子育て応援金支給条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 議案第３９号についてご説明いたします。１枚おめくり

ください。 

 この条例は、子どもの出産をお祝いし、子育て世帯を応援するもので、地

方創生推進のための事業です。 

 甲良町子育て応援金支給条例。 

 目的。第１条、子育て世帯の出産直後にかかる経済的な負担を軽減し、安

心して子供を生み育てることができる環境の整備に役立てるための子育て応

援金を支給することにより、少子化対策および子育て家庭を支援することを

目的とする。 

 第２条、支給の対象となる乳幼児は、新生児の出生日において、父または

母が本町に住所を有し、新生児の住所を本町に有するものであること。 

 第３条、応援金の支給額は、規則で定める。 

 第４条、応援金は、次の各号に該当する場合に支給する。 

 （１）支給対象児の父母または監護者であること。 
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 （２）前号のほか規則で定める要件に該当すること。 

 第５条、この条例に基づく応援金を受給しようとする者は、規則で定める

ところにより、町長に申請するものとする。 

 第６条、町長は前条の応援金の支給申請があったときは、その内容を審査

し、支給の可否を決定して、当該申請者に通知するものとする。 

 第７条、町長は前条の規定により、支給の決定をしたときは、速やかに申

請者に支給するものとする。 

 第８条、町長はこの条例の規定により、応援金の支給を受けた者が、次の

各号の１に該当するときは、当該受給者に対し応援金の全部または一部を返

還させることができる。 

 （１）偽り、その他不正な行為により応援金の支給を受けたとき。 

 （２）この条例または規則に違反したとき。 

 第９条、この条例に定めるもののほか、応援金の支給に関し、必要な事項

は規則で定める。 

 付則。この条例は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

る。 

 以上です。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１４ 議案第４０号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第４０号 町道の認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 それでは、町道の認定につきましてご説明申し上げます。 

 道路法第８条第１項の規定により、次のとおり町道の認定をお願いするも

のでございます。それでは、表紙をおめくりください。 

 路線番号３８４、路線名が一落窪川線でございます。起終点地先番は、起

点が大字小川原字一落７４１番１先、終点が彦根市高宮町字東川原３１１７

番１１先。幅員として最大が２９．２メートル、最小幅員が８．３メートル。

延長といたしまして３１３．３メートルでございます。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 この町道認定になるところ、呉竹の墓地からこの橋の、地図にあ

るところですね。町道認定で町の管轄になるということから、以前もセンタ

ーラインの白線が消えていることで要望がありました。それで、県道の関係

で県が動いてくれなかったら、補修などができないわけですけども、町の判

断でそういう中央車線、これの補修ないしは設置などができるようになるの

か、それともあくまで町道認定されるけども、公安委員会等で協議が必要な

のかどうか確認をお願いいたします。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 センターラインということでございますが、道路管理者

としてできる範囲は設定させていただきます。また、公安委員会に協議しな

ければならないもの、例えば規制であるとか、そういうなのは公安委員会に

求めていくということになると思いますけども、それはまた町の方から求め

ていくということになると思います。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 それで、町の管轄というようになった関係で、聞いておりますの

は、ここは緩いカーブなんですよね。近江鉄道の踏切までの間、スピードを

かなり出しています。それで、お年寄りなどがこの道路を押し車や自転車に

しろ、歩いているにしろ、大変危険というのを私は聞かせていただきました。

そういう点では、追い越し車線の設定というのもできるんだろうと思います

ので、その辺の検討をぜひお願いしたい。これは本来、地元の方だけと違っ

て、広くいろんな方が通行されます。この交差点で死亡事故があったところ

ですので、スピードを出さずに追い越しの禁止という設置が大変必要かなと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 地元からそういった要望もいただいておりますので、公安委

員会等に上げていくように、今、段取りをしておりますし、まず要望からと

いうことで進めていきたいと思っております。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 
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 これより、議案第４０号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４０号は可決されました。 

 次に、日程第１５ 議案第４１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第４１号 平成２８年度甲良町一般会計補正予算（第２

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２８年６月６日。 

 甲良町長。 

○木村議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○宮川総務課参事 それでは、補正予算書表紙裏面をご覧ください。 

 議案第４１号 平成２８年度甲良町一般会計補正予算（第２号）。 

 今回の補正は、７，５４１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を３７億５，４４６万３，０００円とするものでございます。内容につきま

しては、第１表、歳入歳出予算補正、地方債の補正につきましては、第２表、

地方債補正で説明いたします。 

 １ページをご覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入。１３款 国庫支出金、補正額２，５００万円、１８款 繰越金２，

０３１万６，０００円、１９款 諸収入３２０万円、２０款 町債２，６９

０万円。歳入合計、補正前の額３６億７，９０４万７，０００円、補正額７，

５４１万６，０００円、計３７億５，４４６万３，０００円でございます。 

 ２ページをご覧ください。 

 歳出。２款 総務費、補正額３９４万円、３款 民生費１，７５０万円、

４款 衛生費１００万円、６款 農林水産業費３，２９７万６，０００円、

９款 消防費２，０００万円。歳出合計は、歳入合計と同額でございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 第２表、地方債補正。 

 起債の目的。防災センター整備事業債１，８００万円、限度額、補正後１，
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８００万円。子育て施設整備事業債２２０万円、獣害防止柵整備事業債６７

０万円、計２，６９０万円。補正前、１億６，２４０万円、補正後、１億８，

９３０万円でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○木村議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 ９ページの防災センター設計委託に関して幾つか質問します。 

 １つは、２，０００万の財源のうち、緊急防災減災事業債１，８００万と、

残り２００万は何かということです。その前に、８ページにあります緊急防

災減災の災が債権の債になっていますので、私も勘違いをしました。債権が

減るのかなと。防災は災害の災ではないのですか。それが、１つ目です。 

 ２つ目は、国の緊急防災減災事業債の対象となる条件はどのようなもので、

この設計委託は対象になるのかというのが疑問になってきます。そして、そ

の場合、事業全体が認可されて適用されて、初めてこの設計委託も含めて補

助対象になるのではないかと。全体がオーケーにならなかったら、この分は

単独で町が負担してしまわんならんことになるのではないかという不安があ

りますが、その点、これも対象となるということなのか、これが２つ目です。 

 ３つ目は、全協でもいろいろ論議がありました。役場庁舎全体をどうする

のかという視野に入れて、必要性などが提起されました。そこで、中長期の

ビジョンと緊急を要する手当の部分が分かれています。ですから、議会、行

政、双方とも検討委員会を設置して、大きな事業です、また大事な事業とな

ります。知恵を尽くすというのが大切になると思いますが、検討委員会をつ

くる用意があるのかどうか質問いたします。 

 ４つ目には、８ページの繰越金２，０３１万６，０００円は、出納閉鎖が

過ぎたので、内定額として理解してよろしいか。それとも、収入、支出を合

わせる、あくまで仮の予算ですので、仮の予算額と見ていいのかどうか、お

答え願います。 

 それから、この部分は公金着服横領事件に関して、従来の説明によれば、

この２，０００万円には着服額は含まれていないというように理解するわけ

ですけど、それとも、Ｋ容疑者の着服は簿外処理、伝票隠滅処理であるわけ

ですから、不明だが別の金額が存在する、つまり、簿外で着服額が繰越金と

して残ってくるのかどうか。これのご説明をお願いします。 

 それから次は、続けて。１議案に３回しか質問できませんので、１回で質

問します。 

 ９ページ、フェンスの整備事業ですが、ゆずの生産拡大、事業推進を図る

と説明を聞きました。担い手の明確化、責任の明確化が以前の不祥事、不明
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朗会計の教訓をふまえるならば、農業生産法人の設立を指導していかなけれ

ばならないと思いますが、その用意があるかどうか。 

 それから、官民協働事業が２カ所出てまいります。これが、どういうもの

なのかという点をご説明してください。 

 それから、最後に。地方創生推進交付金の対象事業が計上されています。

それで、要綱を見ますと、いろいろ制限があるようですが、今、甲良町で大

変要望が強いのは、子育て支援強化策。例えば、給食費の軽減や全ての子ど

もさんの文具代、各市町で実施が部分的にでも広がっています。それから、

保育料のベースそのものを引き下げるというような財源には使えないかどう

か、使ってはだめだという禁止規定が国の指導の中であるのかという点、ま

とめてですが、それぞれよろしくお願いします。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 盛りだくさんの質問をありがとうございます。１つずつ、ち

ょっと漏れていたら、またご指摘ください。 

 まず、起債の関係で、２，０００万の設計費に対して１，８００万、２０

０万のずれです。これについては、防災センターの整備の中身の中で、一部

起債対象にならない部分が発生する可能性もあります。いわゆる、事務所的

に使うという部分で、防災に直接的に関係ない部分については外される可能

性があるので、その部分について起債対象にはならない可能性があるという

ことをふまえて、一般財源を見越しているということでございます。内容に

よっては、全額が対象になる場合もありますので、それは県との協議という

ことにはなると思います。 

 次に、起債の対象事業ということですけれど、これは、工事費、設計費、

あと備品関係。備品でいいますと、大型の発電機であるとかそこら辺の部分

になります。ご指摘の設計費、先にやって大丈夫なのかという話ですが、こ

れは、補助金ではなくて起債ですので、今の流れでいくと、１月末から２月

初旬にかけて県の方への協議が最終ということになりますので、その時点で

見込んでいる経費については起債対象になりますので、いけるということで

ございます。 

 あと、検討委員会をつくる用意はあるかというご質問やったと思いますけ

れど、予算を通していただければ、その後、検討委員会というよりも、皆さ

んの意見を聞く場ということで、実施設計を行っていく中で意見を聞く機会

を何回か設けていきたいとは考えております。 

 繰越金については、おっしゃるように着服の分ということは、簿外という

言い方がいいかどうかわかりませんが、含まれておりません。実際の数字と

いうことでございます。簿外処理というよりは、実際に金額が明らかになっ
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た時点で、その分を予算計上するという形になっていくと思います。あえて

その分を簿外でどうこうするということは多分ないと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 地方創生推進交付金の関係について、ちょっと説明させ

てもらいます。 

 これが、全協でも説明させてもらった新型交付金の要綱が示されましたの

で、２，５００万円が交付金ということで、それの対象事業を５，０００万

みております。その対象事業が９ページの款３ 民生費、子育て支援費で官

民協働事業１，２５０万円と施設改修工事５００万円、それと、款６の地方

創生推進事業で官民協働事業で１，７５０万円とフェンス整備１，５００万

円が地方創生の交付金でありまして、それぞれの事業の内容については、担

当課の方から説明をしてもらいます。 

 あと個人の給食費とかに使えないかということですので、全協でも配布さ

せてもらいました、この資料５という国から示された基本的な考え方の７ペ

ージに、交付金の対象とならない経費ということがありまして、ここで特定

の個人や個別企業に対する給付経費、それに類するものはならないというこ

とですので、議員が言われたようなことは交付金の対象にはならないという

ことであります。 

 以上であります。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 ６款の農業費のことでございます。地方創生の関係でござい

ます。先ほど議員が申し上げられましたように、責任の明確化ということで、

今現在、ゆず公園の管理組合がやっておりますけれども、今後につきまして

は、やはり生産法人のことも含めて検討していきたいと思っております。 

 それと、フェンス工事につきましては、そのゆずを含めた獣害対策という

ことで、運動公園から第一化成までの１．２キロメートルのフェンスを考え

ております。それに伴うゆずの生産拡大に伴う委託事業で、ソフト事業でご

ざいますけれども、これが１，７５０万円でございます。ゆずの魅力づくり

に向けた計画とか試行事業を含め、また、いろんな販売も含めてそういうよ

うなことを考えております。それと、いろんなイベントを含めて委託事業を

考えております。 

 以上です。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 西澤議員からご指摘のありました起債の文字。済みません。

誤っております。減災の災は、災という字でございます。申しわけございま

せん。訂正をよろしくお願いします。 
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○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 防災センターのところで、財源を聞いたんです。それで、１，３

００万の事業債そのものではなく、これは手当てすることから、歳入のとこ

ろを見ると、繰越金以外はそれぞれ目的のところで入となっています。です

から、繰越金の２，０３１万６，０００円が、そのうち２００万が不足する

財源として、一般財源になるわけですけども、ここから流れるという理解で

いいのかどうかを聞いたんですが、それでいいかどうか、よろしくお願いし

ます。 

 もう一つは、繰越金の２，０３１万６，０００円ですが、これは出納閉鎖

が済んでいますので、決算の内定、決算を受けていませんが、内定額でこう

いう金額が出されたということなのか。それとも、この収支を合わせねばな

りませんので、そういう金額として出てきたのかを聞いているんですが、よ

ろしくお願いします。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 繰り越し２００万の差の財源ですね。繰越金を充てていると

いうことでございます。２，０３１万６，０００円そのものについては、繰

越金を、必要経費を見込んだものでございますので、決算はまだ終わってい

ませんけれど、ほぼ見込みということでございます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ７番 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 ７番 宮嵜です。先ほど産業課長が答えられた１，５００万のフ

ェンス整備事業、３月議会の私の一般質問の中で１．２キロメートルという

ことでお願いしておったんですけど、これは答弁の中でできるところから官

民の境界線の調査をしていくということで、できるとこからやっていこうじ

ゃないかという返答をもらっていたと思うんですけど、一応、予算として１，

５００万、今回、先にとっておくんですよという意味でよろしいんですか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 この事業につきましては、国の地方創生推進交付金を当て込

んでおります。現在、申請はしているところなんですけれども、６月中ごろ

に決定されるということですので、その決定されたたちまちにかかっていき

たいという思いでございます。 

 それと、今現在、先にやっぱり予算を通しておかないと、次に進めません

ので、先に予算を提示させていただいたということでございます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ちょっとお聞きします。先ほどの答弁におきまして、防災セ
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ンターの建設委員会のことなんですけど、先ほどは意見だけを聞くというこ

とだったんですけども、建設に関しての、そういったいろんな話し合いとか

をやっていって、設計はどうするかとかいうのを、ちょっと僕らの方では提

案させてもらっていたんですけど、今の意見ですと、もう設計の方は決まっ

ているということで、あとはもうそれは変わらないということでしょうか、

お聞きします。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 設計はまだ決まっておりません。基本設計が出ているだけで、

ベースを今、示させていただいている段階です。備蓄庫の広さにしても、部

屋のことに関しても、全体的に意見をお聞きしながら修正を加えていくとい

うことになるとは思いますので、規模についても小さくする必要があるんで

あれば小さくすることも必要ですやろうし、逆にこれが足らんのちゃうかと

いうことが出てきた場合には、そういったことも意見を取り入れた中で、皆

さんの意見を取り入れて実施設計を組んでいくということで考えております。 

 以上です。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１６ 請願第４号を議題といたします。 

 本請願については、紹介議員を代表して西澤議員から提案説明を求めます。 

 西澤議員。 

○西澤議員 請願を読み上げて、提案にかえさせていただきます。 

 甲良町議会議長 木村修様。 

 請願者 団体 甲良・９条を守る会。 

 代表者 藤谷悟。 

 住所 甲良町下之郷１４６１。 

 紹介議員 山田充議員、西川誠一議員、そして、私であります。 

 「『安全保障関連法』の廃止を求める意見書」を、町議会として関係機関

に提出するよう求める請願。 

 昨年、町議会は私たちの町民の願いを受けて、安保法制の慎重審議を求め

意見書を国に提出しました。先の大戦で犠牲になられた方々、また甲良町の

３００柱を超える戦死者の方々とそのご遺族に思いを馳せ、「戦争だけはか

なわん」、この心を表明されたことに敬意を表します。 

 日本は、この７０年間、戦争をしない国として世界各国から厚い信頼を得

てきました。大国でありながら戦争をしかけない国として、まさに名誉ある

地位を日本は築いてきたのです。このことは、元自衛隊員やＮＧＯの方々か
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らの実感を込めた証言として、昨今リアルに語られています。これこそ、日

本国民としての本当の誇りです。 

 今後も憲法９条の精神を活かしてこそ、世界の紛争やテロの根絶のために、

対話、平和外交の先頭に立つことができるのです。 

 安全保障関連法は、その誇りを傷つけ、憲法の禁じる国際紛争の解決のた

めの武力行使を可能とするもので、憲法違反であることは明らかです。戦争

こそ最大の人権侵害なのです。 

 そもそも憲法を擁護する義務を負うのは、国務大臣、国会議員、裁判官、

その他の公務員であり、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの

ないように（憲法前文）、この憲法は確定されたものです。国こそが尊守す

べきものとして憲法はあるのです。 

 日本の若者たち、自衛隊員たちが海外で殺し、殺される事態が切迫してお

り、一刻の猶予もありません。私たちの子ども、孫たちのために、責任ある

大人としての勇気ある判断を町議会が発揮されることを願っています。 

 よって、下記の事項について意見書を提出されることを請願いたします。 

 記。 

 １、安全保障関連法を速やかに廃止してください。 

 ２、憲法擁護義務を尊守し、立憲主義の原則を守ってください。 

 以上です。 

 付け加えて、提案にあたっての補足説明を幾つかさせていただきます。 

 安保法制のもととなった集団的自衛権についてでありますが、名前は自衛

と言葉がついています。しかし、集団的自衛権は自国が攻め込まれていなく

ても、軍事同盟を結んだ相手国が戦火を交える、こういうときに助けに行く

という仕組みを国連の１つの仕組みとしています。ですから、ある識者は国

連の最大の弱点とも指摘をしているところであります。そういう点で、集団

的自衛権を行使容認を禁止をしていたことを１８０度転換して容認するとい

う閣議決定をしたことがもとになっています。 

 ２つ目は、憲法９条に関する歴代政府の解釈、集団的自衛権行使は容認で

きないというのが、ずっとこの間の安倍内閣以前の歴代政府の見解でありま

した。この点でも、安倍首相の解釈だけで憲法の中身が変わる。ですから、

憲法が憲法でなくなるというのが実態となってまいります。 

 ３つ目に、昨年９月、町議会で可決いただいた意見書で協調していただい

たことは、自衛隊の設立、存在はこの憲法９条の解釈とも関連して、専守防

衛を任務としていることであります。海外で軍事行動、武力行使することを

前提としていないのが、日本の自衛隊です。それを１８０度ひっくり返して

しまう法律という点では、存在そのものが私は許されないというように思っ
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ています。 

 最後に、戦争は一度流れが起きてしまえば、とめることは容易ではないこ

とであります。これは、７１年前に終わった戦争を振り返ればわかることで

あります。また、アフガニスタンやイラクでの泥沼状態を考えますと、戦争

で平和がもたらされる状況では決してないというのが世界の現実です。 

 安倍首相は従来の自民党とは質が違うと私は見ていますし、また、多くの

識者、また自民党に席を置いた重鎮の方が警告をされています。秘密保護法

の制定、盗聴法の拡大、そして、緊急事態状況の制定で人権条項を制限でき

る、緊急事態を宣言すれば、法律の制定も内閣、首相ができるという条項を

盛り込もうとしています。そういう点でも、国民の抑圧、人権を制限し、押

さえつける、こういうことにつながる強権的手法が突出しているというよう

に考えています。 

 ぜひ、ここは少しでも戦争に進む危険を残してはあかんと。それから、戦

争だけはしたらあかんの１点で、それぞれの所属や立場は違うと思いますが、

この点で協同をして、共通をして議会が声を上げる、政府に意見を上げてい

くというのが非常に大事だというように思いますので、議員諸氏の皆さんの

賛同をお願いしまして、提案説明といたします。 

○木村議長 ここで、お諮りします。 

 これより審査願います請願第４号については、会議規則第９２条第２項の

規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

 委員会に付託することに異議がありますので、起立によって採決いたしま

す。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

○木村議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  産業課長。 

○川嶋産業課長 先ほどの答弁の中で訂正をさせていただきたいと思います。 

 国の地方創生推進交付金の採択のことですけれども、６月中ごろというこ

とで答弁させてもらったと思うんですけども、６月中ごろが申請の受付でご

ざいまして、それ以後に採択されるということで、申しわけございません。

訂正させていただきます。 

○木村議長 ここで、お諮りします。 

 請願第４号については、会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の
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付託を省略することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、請願第４号は委員会への付託を省略いたします。 

○木村議長 それでは、説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 ８番 西川議員。 

○西川議員 請願に賛成討論をさせていただきます。 

 まずは、戦争はだめだということであります。それと今、安倍さんが出さ

れている安保法制の中身は、やはり中東やとかそちらの方をめざしているか

と思うんですけど、私は専守防衛論者です。やはり、専守防衛に徹するべき

だということを思っております。 

 今、近くでは北朝鮮の問題、ミサイルを撃っているわけですよね。現実、

それに対する迎撃態勢がほんまに信用できるもんかどうかと、いろんな問題

があります。やはり、専守防衛に徹して、やっぱり防衛力を高めていかない

かんだろうと、攻められたときにどうするんだという問題等がいろいろある

かと思いますが。それとか、中国は南シナ海で問題を醸し出していますし、

日本にとっては東シナ海のガス田の開発の問題とか、やはりいろんな約束事

が守られていません。いずれ勃発する可能性があるかもわかりませんが、や

はりその辺は専守防衛に徹するべきだと思っております。 

 その辺で、強硬論者として私は言われるんですが、やはり、そういうとこ

ろの防衛力を高めるためのことはやっていかないかん。ただし、攻めてまで

いっては絶対いかんということだと思いますので、私はこの案に賛成討論と

します。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ５番 野瀬議員。 

○野瀬議員 ５番 野瀬でございます。ここで述べられているように、戦争、

これはどういう立場の人であっても、全員が反対しております。これは確か

な事実でございます。私も戦争に対しては反対いたします。 

 ただし、今回提案の安保法案、これが戦争に直接結びついているという意

見に関しては多少疑念がございます。先ほど、西川議員からありましたけど

も、中国、北朝鮮、国際社会に対して理解できない動きをしていると、今そ

ういう現状がございます。日本一国だけで自国を守ること、なかなか難しい
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と思っております。同盟国と集団的自衛権にてというところでの対応が必要

になってくると思います。 

 私は、この安保法制案、全面的に賛成という立場ではございません。そし

て、拡大解釈することも反対はしております。しかし、国民の命と安全を守

るために、最小限度の活動は認めるべきであると思います。そういう意味で、

この安全保障関連法案の廃止を求める意見書に対しては反対とさせていただ

きます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、請願第４号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 起立少数であります。 

 よって、請願第４号は不採択することに決定いたしました。 

 次に、日程第１７ 発議第４号を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、野瀬議員の除斥を求めます。 

（５番 野瀬議員退場） 

○木村議長 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 発議第４号 平成２８年６月６日。 

 甲良町議会議長様。 

 提出者 甲良町議会議員 阪東議員。 

 賛成者 同じく、丸山議員。 

 甲良町議会副議長の不信任決議案。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出します。 

○木村議長 本発議については、阪東議員から提案説明を求めます。 

 阪東議員。 

○阪東議員 甲良町議会副議長の不信任決議について、朗読をもって提案説明

にかえさせていただきます。 

 まず、本議会は甲良町議会副議長、野瀬欣廣君を信任しない。 

 以上、決議する。 

 平成２８年６月６日。 
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 甲良町議会。 

 理由。 

 ３月議会において発議した、北川豊昭町長に対する問責決議および町長の

解職請求署名の理由に、「町長が当選町議にビール券を贈与し、公職選挙法

に抵触する不祥事を起こしました。選挙の初歩の常識も知らなかったという

人が町長に居座っていることは全く許すことができません」と述べているが、

野瀬欣廣議員自身も当選議員に各、清酒２本を配ったのはいかがかとする。 

 町税務課職員の税金横領事件が、被害額確定、実証の都合で告発、逮捕に

時間がかかっている事情を知りながら、大げさに町民をあおる言動を行い、

町長の管理監督責任を過剰に追及している。 

 署名活動に失敗したら、「甲良町民全員が町長も町長やけれども、町民も

町民やと笑いものになる」「甲良町民として恥ずかしくありませんか」との

吹聴、宣伝は、あまりにも町民を見下げ、愚弄した言動ではないか。 

 解職請求に反対する６人の議員が配布したビラに対して、書留内容証明郵

便で、「これは町民に対して、署名簿は今でも北川町長擁護派が閲覧できる

から、誰が署名しているかわかるぞ。そうしたら村八分だ。それが嫌なら署

名するな。署名をした者はすぐ署名したことを申告しろ。そうしたら、署名

を取り消してやる。署名したら村八分だと言っているのに等しいものであり、

直ちにこのビラを撤回し、町民に訂正、謝罪をしてください。私たちは、こ

の行為を彦根警察署に告発します」と卑劣にも悪質な例えを引用して脅しを

かけてきたこと。 

 町民を扇動し、町民に不安と動揺、そして混乱を引き起こしただけの町長

の解職請求署名活動、前後の見境もなく、ただ気分、感情で突っ走っただけ

の署名活動は、途中で投げ出し、取り下げるという醜態を演じる結果となっ

た。しかし、町民を欺き、町民に多大な混乱と迷惑をかけた責任は重いもの

があります。とりわけ、解職請求を共に主宰した野瀬欣廣議員の責任は重い

と言えます。 

 以上のことから、野瀬欣廣議員の責任を鑑みたとき、議員辞職が相当と思

慮されるが、本件に至っては公正、中立でなければならない副議長の職を辞

することを求めて決議とする。 

 冒頭に言わなかったことがあります。説明の前に、議長に許可を得ており

ますので、事務局から追加資料を配ってもらいますので、よろしくお願いし

ます。 

 今ほどお配りしましたのは、内容証明つきの郵便です。中に今の不信任決

議の文面と同じ内容が記載されています。また、町長にビール券というもの

を言っておられますが、その当選について野瀬議員も一応、清酒を配ってい
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るというところの補足資料になっております。 

 いずれにせよ、議員というところについては、お互いにやはり切磋琢磨し、

意見の違いをぶつけ合うということが大切だと思います。そういった中で、

やはりそういう内容証明つき郵便で、基本的にはこれ以上やるなという脅か

しに過ぎないような文面を送ってくるというのもちょっといかがなものかな

と思っております。そういった意味で、不信任決議をさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○木村議長 阪東議員の提案説明に対して質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 質問が１議案について３回しかできませんので、私も、これは阪

東議員だけに質問項目をお渡しします。 

 それでは、阪東議員の提案に対して質問をいたします。 

 決議案全体を通して、見解の相違を議員辞職とか副議長不信任に相当する

と結びつけることに無理があると思っています。 

 具体的には、１つに、ビール券云々に関して、今年４月１日付で発行者、

代表を木村修議員として、あと５名の議員連名の議会報告では、このことに

関し、「これを機会に反省をいたし、今後、謹んでまいります」と書かれて

いますが、今回、辞めるべき不信任の理由に上げていることと矛盾するので

はありませんか。 

 ２つ目。「告発、逮捕に時間がかかっている事情を知りながら」とありま

すが、時間がかかり過ぎているという認識は、町民なら多数の方が思ってい

るにもかかわらず、提案者は時間がかかっていてもやむを得ないと思ってい

るのかどうか。町長の姿勢を容認しているように感じられますが、どうなん

でしょうか。 

 ３つ目。この不祥事を批判する立場は、副議長としてはふさわしくないと

考えておられるのでしょうか。これは、税金着服事件に関する不祥事のこと

です。 

 それから、４つ目に大げさ、過剰にと、この問題でも表現がありますが、

それぞれこの表現となる根拠と理由を示してください。 

 ５つ目は、解職請求にかかわる記述のところです。内容証明郵便の文書を

引用して、「言っているに等しいもの」と、野瀬氏らの判断、認識を示して

いるに過ぎないものと思います。それを「悪質、脅かしをかけ」という表現

は、何をもって悪質であり、何をもって脅かしなのか説明してほしいと思い

ます。 

 ６つ目に、案文の下から２つ目の段落で述べているところは、解職請求を

町民に呼びかけた中心者の自己点検が必要な部分だと、私自身は思っていま
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す。そして、取り下げのチラシで、「これ以上、混乱を避けるため」と述べ

ているように、町民からの批判は野瀬議員自身が背負って、信頼回復に努め

るべき課題だと思います。しかし、地方自治法に基づく行為、権利の行使が

成功しなかったからといって、議員を辞めるようにとか、信任できないとか

いう理由は相当ではないというように考えるものですが、提出者の見解を説

明していただきたいと思います。 

 ７つ目は、一番下の段落で、「公正、中立でなければならない副議長」と

ありますが、議事運営の任につかないときの副議長、もちろん議長も含めて

でありますが、自己の政治信条、政策などに基づく言動まで制限されると考

えているのでしょうか、説明をお願いいたします。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 西澤議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 １番目に、木村議員からの連名の、５人の議員に対して、今回辞めるべき

という不信任案に上げていることについては、基本的には我々も含めてそう

いうふうな、前回、私の前の議員につきましても、やはりそういうのを慣例

として受けとめておりました。そういったところについて、私もお配りをさ

せていただきましたし、もらいました。そういった意味では、要は自分がや

っているからこういうふうなところに出すというのはいかがなものかなと思

っております。 

 もう一つは、町長の姿勢を容認しているのではということについて、不祥

事は誰も容認をしておりません。基本的には、今後、不祥事について確実に

やはり町の方に対しても、これからその内容について追及をしていくと思っ

ております。 

 ３番目に、不祥事を批判する立場は副議長としてふさわしくないと考えて

おられるのかということですが、やはり副議長という立場というのは、公平、

公正という、お互いにいろんな、やはり議員同士、また会派同士、そういう

形で理解を求める、また理解を求めて中立な立場で臨んでいくというのが、

本来の姿だと考えております。ただ、それは全てという意味でもないんです

けれども、是が非でも議長、副議長という立場については、そのように臨ん

でいただきたいと思います。 

 それと、４番目に大げさ、過剰にという表現がありましたがということで

すが、大げさ、過剰な表現というところについては、要は今のビラの方が大

げさ、過剰で表現をしていると私は思っております。我々が配ったビラは、

下２段ほどが、要は署名をできることならお断りしてくださいという文面が

あったと思うんですけれども、それを村八分だというような過剰な表現をし

たのは、やはりその内容証明つきの方じゃないかなと思っております。 
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 ５番目に、解職請求にかかわる記述の中で、それが悪質な脅かしの例えと

いうことで今の説明になっております。議員を辞めろとか不信任という形の

もの、理由を相当でないように考えおられる見解というのは、もともといろ

んな、我々の中でも議員辞職が相当という意見もありましたけれども、これ

については議員辞職。まずは、公平、公正のとこでやはり中立を求めたいと

いうことで、副議長の職をまずは不信任案を成立させようという思いから私

の提案となっております。 

 あと、この内容で言動まで制限をかけるかというのが、言動に制限をかけ

ているのは、要は私が先ほど言いましたように、いろんな議会とかそういう

ものについては、やっぱり民主主義でなければならないと。いろんな意見の

中から、それはヘイトスピーチみたいなおかしな意見はだめですけれども、

やはり、思っている理性的な意見を述べて、それで戦うというのは当たり前

と思っていますので、制限するものではありません。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 ７点について、質問の趣旨の正確さを期するために文章を作成を

して、お渡しをしたつもりですが、私の疑問に何らまともに答えていただい

ていないですね。 

 つまり、１番で聞いているのは、あなたたちが出した文書と今回の決議案、

これは矛盾するのではないかというように聞いています。そこの答えはあり

ませんでした。 

 それから、「告発、逮捕に時間がかかっている事情を知りながら」、これ

はもう町長、与党だから知っているんかもわかりませんが、そういうこと自

体が町民レベルではないと思いますね。つまり、こういう着服事件を起こし

て、逮捕もされない、どうなってんねやと誰もが思います。そして、町はこ

のことについて告訴しないのかと思っています。それを阪東議員は議長、副

議長は慎むべきだと言いました。しかし、議員は町民に選ばれて選出され、

町民の代表として町行政を監視し、監督するというのが大事な仕事です。で

すから、こういう不祥事、一般的に僕はしません。こういうことが起こって

いるときに、あかんやないかということで論陣を張る、そして、町民に訴え

る、こんなことが起こっている、こういう解決が必要だということは、副議

長は慎まなあかんのですか。その回答をお願いします。 

 それとも関連しますが、７のところで言えば、公正、中立は議事運営その

ものです。つまり、議員が平場でいるとき、ないしは議長の席をおりたとき

は、議長、また副議長の思想信条に基づいて発言ができます、討論ができま

す。現在、木村議長が議長席におられますが、自分がしゃべりたい、討論し
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たい、質問もしたいときは、副議長と交代をして発言をすることができます。

それは、やはり議員が１人として対等、平等に行政の側のいろんな問題、不

祥事だけではありません。いろんな政策提言もあります。議長がしゃべりた

いと思ったときは、平場におりてしゃべることができますし、議場外でその

政治信条を展開することが自由にできる、このことについてはどう考えるの

か、改めて質問いたします。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 １番目の不信任案の理由で矛盾していると、木村議長の提出のビ

ール券について、これは矛盾しているということで、私は矛盾はしていない

と思っております。これは、わたしの意見です。 

 それと、もう１点は今回の町長の姿勢を容認しているかという、町民もや

はりそういう姿勢を容認している人もおられますし、容認していない人もお

られると思います。そういった中で、これはやはり議論の中で不正に対して

は毅然として向かうことが、やはり議員として当たり前のことなんです。こ

れはこれなりにやはり追及もしていきたいと、先ほど答えましたように、追

及もしていきたいと思っております。 

 それと、副議長も一応、議員とやはり同じやと思っています。ただ、思っ

ているんですけれども、ある程度、議会のまとめ役としての誠意はあってい

いんかなということで、今回、公正、中立という立場という形のものの見解

を上げさせてもらったといったところです。何もそれを逆に脅かしをかけて

いるわけでもございません。 

○木村議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 最後の７番ともかかわるわけですが、副議長が自分の発言を慎む

べき、これはやはり容認できないというように思います。阪東議員が、町が

間違った施策や町民の利益に反することをやっていても、まあまあという姿

勢がうかがえてなりません。 

 そこで、最後の質問ですが、私自身としても、この解職請求を始めたこと、

それから、解職請求をそれで断念をしたことについては、大変批判も持って

いますし、だからこそ参加、加入することはありませんでした。お誘いはあ

りました。しかし、町長というのは議員の解職とはまた違います。１人しか

おられません。それを辞めさせるからには、次の体制を考えねばなりません

ので、その点で法に基づいた、これは自治法に定めた解職です。こういうこ

とをやる、やらないは議員の裁量の範囲、また決議案に展開されていること

は、意見の相違に過ぎないというように思いますが、それを辞めさせる、辞

めるべきだという点では矛盾すると思いますが、最後に見解をお願いします。 

○木村議長 阪東議員。 
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○阪東議員 辞めさせるというような決定的な要因については、書留郵便の内

容、今、別紙でお配りしましたこともありますし、そして、普通はいろんな

形、やはり、それは最終的には今後そういうビールとか贈与という形のもの

は慎むべきだろうと思っております。そういった意味で、やはり自分の結果

というようなものを見ながら、やはりそういうような形で提案するというこ

とでありますし、野瀬議員がやはり自分もやっていながら、町長だけを一極

責めるというのは、これもおかしな話ということで、不信任案に値するかな

と思っております。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 この「解職請求に反対します」のビラ、また、池寺で配った

ビラにも書かれています、最初、池寺では署名簿は閲覧できますと、続きま

して、署名簿はどなたでも閲覧ができますと、このように書かれたことによ

って、やっぱり町民の方は村八分になるとかいうことで、脅迫とみてとった

方が当然います。こういうような文章をつけたことに対しては、どのように

思っているんですか、お答えください。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 文面の下段２行については、村八分と１行も書いておりません。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 私の言ったのは、書いている、書いていないでなしに、そう

いうふうに脅迫にとった町民の方が多くいるということを言っていたんです。

こういうようなことをつけたことに対して、やっぱり混乱を招いたというこ

とを言っているだけであって、八分と書いていないとか、書いていると言っ

ていないので、もうそれに対して答えられなければ、もう結構です。 

 以上です。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 書いていないのは事実なので、それをどう解釈するというのは、

やはり読んだ人の、例えば新聞記事でも読んだ人の考え方、脅迫になるかな

という形のもので、考え方もあると思います。だから、例えば警察へ告発す

るとか、そういうなのはもう脅迫に等しいと思うんやけど、読んだ人の中で、

それは山田裕康議員がそう思っておられるという形で思います。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 
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 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 今の阪東議員の回答をみても、野瀬議員の認識を示したわけです

よね。つまり、それで町民を脅し、また解職請求に反対をしている議員に脅

しをかけているわけではないですね。確かに、これは警告となっています。

私たちはこういう手法はとりません。そういう点では批判を受けるのは事実

だと思いますが、辞めるべきという内容に当たらないと思うんです。 

 そこで、町長の解職請求の持つ重い意味をもっとよく吟味してほしかった

と私たちは考えています。つまり、議員のそれと違う決定的なところは、町

長は１人しか存在しません。それを法的に失職させる手続を始めるには、町

政の何を変える必要があるのか、よりよい町政とするためには何が大事なの

か、その先頭に立つ次の町長は誰がふさわしいか。それこそ幅広い方々との

合意が必要だと考えています。そのために、私にも誘いがありましたが、そ

ういう場を設けるべきというように、その都度、提案をしてまいりました。

そのためには、それ相応の準備が必要だったと思います。私どもは、その準

備が整っていない段階でスタートされたので、運動に加わることを行いませ

んでした。この案文で当たっているところは、野瀬議員の自己反省の範囲内

だと考えます。 

 そこで、具体的には先ほども言いましたが、意見の相違、見解の相違を、

Ａ議員辞めよ、Ｂ議員辞めよというようになってきますと、見境がつきませ

ん。そういう点では、その論議の範囲を超えるべきではないというように思

っています。「告発対応に時間がかかっている事情を知りながら」とあるわ

けですけども、これは時間がかかり過ぎているということは、私たち議員と

しては当然かかり過ぎているので、どうしたんやというのは追及をし、質問

をします。これは当然の、議員としての権利でありますし、それが過剰、そ

してことさら大げさにというように、それはあくまでこの提出者ないしはそ

の提出者を擁護する議員の皆さんの考え方だというように思うんです。 

 そしてもう一つは、解職請求にかかわるところですけども、これも先ほど

言いました野瀬議員の認識にかかわるところを述べたところです。ですから、

直接６人の議員に脅しをかけたわけでもありませんし、逆に６人の議員が憲

法に基づく、また地方自治法に基づく解職請求の手続、運動自体を敵視する

ということにほかならないわけですから、言論は言論で対応するというのが

大事なことであります。 

 そして最後に、議長、副議長とも議員の前提であります。副議長の場合は、

議長が事故あるときというように、議場での整理が議長が事故があったとき

に整理をするところ、また議事進行のところ、また行政の側からいろんな提

起があれば、調整役で行います。しかし、それ以外は政治信条に基づいて行
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動し発言をし、議会報告なり自由に発行して構わない部分であります。ただ、

阪東議員が言われているように、行き過ぎた部分、これは私も内容証明を見

て、こういうのは町民に受け入れられないというように思いますが、それを

辞職ないしは不信任の理由にすることには当たらないということを改めて述

べて、討論とさせていただきます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ８番 西川議員。 

○西川議員 ８番 西川です。反対討論とさせていただきます。 

 議会というのは、１つ、行政を監視する立場あるいは町長の行動を監視す

る立場にあるのが議員だと私は思っております。議員については、権利、行

動、言論の自由、そういうものが保障されているわけですから、皆さんが出

されているやつもそれぞれの意見だと思うんですが、野瀬議員のやられてい

ることもそれぞれの意見という形であろうかと思います。 

 私も内容証明つきの手紙なんかも何通かいただいた覚えはありますが、一々

それを目くじら立ててやるとかいうようなことは今まではしておりませんが、

やはり議員として当然のことで行動された、それなりの思いの主張の中で行

動されたということを思っておりますので、不信任には値しないと思います。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ７番 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 ７番 宮嵜です。私は野瀬副議長不信任決議案に対して賛成の討

論を行うものであります。 

 今、反対討論を聞いておりますと、確かに言論の自由、どのような行動を

しようが自由は許されるものであります。ただ、解職請求をやったから気に

入らないとか、そういうものではありません。それは、町長にも反省をして

もらわなければいけないところも多々あると思いますが、今、私のこの発言

は断腸の思いであります。 

 平成２８年２月５日、甲良町の新議員による第１回臨時議会において、議

長、副議長の選出にあたり、木村議長、野瀬副議長が推挙されました。新し

い議会の中でまさにこれからのご活躍に期待した議員の１人として、たった

４カ月もたたない今日、野瀬副議長の不信任決議案を提出し、辞職を迫らな

ければならない賛成討論をすることにまことに残念でなりません。野瀬副議

長は就任挨拶の中で、先輩議員が沢山おられる中での副議長就任ということ

で、責任の重さを痛感いたしておりますと述べられております。また、挨拶

の最後には甲良の再生、これを実現して、最近悪いニュースばかりでしたけ

れど、一日でも早く他町に明るいニュースが発信できるよう、微力ではござ

いますけれども、尽力したいと思いますと。それは、皆さんのご協力がなけ
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ればなりません。ご協力をよろしくお願いいたしますとも述べられておりま

す。他町に明るいニュースって、町民を大混乱させた町長解職請求のことな

んでしょうか。昨年はねじれ議会とも言いますか、ここであえて与党、野党

の文言を使わせていただきますが、与党少数とはいえ町長は大変ご苦労の上、

町政運営をされてきました。町政は一時たりとも停滞は許されず、町民生活

の安全、秩序を守ることは、政権を付託された我々の職責でもあると確信し

ております。だからこそ、議会運営に真摯に取り組んできたと自負するもの

であります。 

 野瀬副議長の副議長としての見識および指導力の欠如は、以下述べるごと

く明らかでありますが、野瀬副議長をこのような事態に追い込んだ真の原因

は野党議員の常軌を逸した議会運営にあるのではないでしょうか。したがっ

て、この不信任決議案は野瀬副議長１人に向けられたというよりも、野党議

員一人一人に向けられたものとして重く受けとめていただきたいものであり

ます。 

 それでは、なぜ今回、副議長に不信任を突きつけるのか、その理由を２つ

述べます。 

 まず１つ目は、不信任決議案の最初に書かれているビール券のことですが、

野瀬副議長は平成２８年３月２２日の発議第３号 北川豊昭甲良町長に対す

る問責決議案を賛成者、山田裕康議員のもとで説明されていますが、その中

に、ここはマスコミの人もよく聞いておいていただきたい。１月２４日の投

開票の甲良町議会議員選挙の当選者に、町長がビール券を贈与したことが新

聞報道されました。公職選挙法に詳しい神戸学院大学の教授は、「いかなる

名義でも寄付したことに変わりなく、公職選挙法に抵触するおそれがある」

との見解を示しております。これは、町長は慣例になっている、うかつでし

た、軽率でした、不注意でしたとのコメントを出しておりますが、言い訳と

して言えません。この件は言い訳で済まされるものではありませんと説明さ

れております。ということは、野瀬さんご本人は公職選挙法をよくご存じだ

ということなんですよね。野瀬副議長はここまでよくわかっていながら、野

瀬副議長自身が当選議員に清酒を配っておられます。確信犯なんでしょうか

ね。わかっていて選挙違反をしたわけなんですか。この場合の罪はどうなん

でしょうか。確信犯は重いんじゃないですか。ビール券と清酒の違いは何で

しょう。券と現物、一緒ですよね。券はだめで、現物は丸なんですか。皆さ

んの手元に配布されている提出物、それが野瀬としか書かれておりませんが、

ご本人は私のじゃないと言われればそれまでですが、ここは裁判所の証言台

ではないので、これ以上の追及はしませんが。 

 次に、２つ目に行きます。決議案の中段に「６人の議員が配布したビラに
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対して、署名簿は今でも北川町長派が閲覧できるから、誰が署名しているか

わかるぞ。そうしたら村八分だ、それが嫌なら署名するな」と言っているに

等しいものであります。誰が言ったんですか、村八分。もう死語じゃないで

すか、村八分って。今どこで村八分って使っているんですか。あまり聞いた

ことは最近はありませんけど。人権意識が欠如しているんじゃないんですか。

勝手な思いでさらに臆測を加えて、彦根署に告発すると脅しをかけておりま

す。私は脅しと受け取りました。まことに残念であります。 

 町長解職請求署名活動においては、結構なことです、それはそれで。３分

の１に達していないとわかると、いろいろと言い訳を並べて、あと少しのよ

うなことまで言っております。署名した人の中には、理由も言わずに友達だ

から署名してくれと言われたという人もいると聞いております。実数はかな

り不足していたという、あくまでもうわさですが聞いております。これは、

隣の豊郷町の皆さんも、なぜそんな豊郷町の人が知っているのか、５００票

ほど盛ったんじゃないか、実際は１，０００票あるかないかとか、なぜ１，

８００票もいっとって、もうちょっと頑張らないのか。あと二、三百、１０

日前に取り下げるということはおかしいだろうと。普通ならあと二、三百や、

頑張ろうになるはずなのに、１，８００も集まったら。これ以上は、取り下

げなさったことですから、責めませんが。町民を混乱に陥れたのは事実であ

ります。副議長の職責を考えれば、野瀬副議長に副議長としての資格はなか

ったと、断ぜざるを得ません。副議長の職の重みを感じていただきたい。無

用というより有害であったというほかありません。厳しい言い方ですが。 

 ここで、町民の皆様にも聞いていただきたいと思います。議会運営の実態

は皆様方の目には見えないものかもしれませんが、この数年間、甲良町議会

で何が起こったのか、事実を正確に見極めていただきたいと思います。ただ

し、議会なしで町も町民も発展を遂げることはできません。解職請求のこと

ばかりになりますが、町長はそれなりのペナルティを受けております。１つ

ここで言っておきます。野瀬議員もペナルティを受けるべきではないでしょ

うか。 

 長々と以上のことを述べましたが、皆さん、汚い言い方ですが、もう目く

そ鼻くその議論はこれで最後にしませんか。無益な議論を言い合うより、町

民の皆さんのために今、何が必要なのか、今一度、考えようじゃありません

か。誰々が町長だから反対、誰々が議長だから協力しないじゃなくて、本当

に必要な施策、町民のために必要なことがあれば一致団結するときもあるん

じゃないですか。私は、そう思ってなりません。本当に長くなりましたが、

以上をもちまして、野瀬副議長不信任決議案に対しての賛成の討論を終わり

ます。 
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○木村議長 ほかにありませんか。 

 １０番 建部議員。 

○建部議員 阪東議員から提案されました不信任決議、５つの理由が掲げてご

ざいます。これは全て事実でございまして、この中には偽りがございません。

ただ、先ほど質問なり、反対討論の中で述べられていることは、提出者との

見解の違いであります。決して反対だから正しいとは言い切れません。 

 まず、私は２点ほどその内容について、もう一度触れておきたいと思いま

す。 

 町長のビール券の件ですが、これは金券とか、またそういうカード、要す

るに商品券であります。そして、野瀬議員が当選議員１０名ほどに配られた

当選祝いは清酒２本であります。清酒２本とビール券とは質が違うんですか。

自分はそうしておきながら、町長にはビール券配って何たることやと。公職

選挙法の初歩も知らないのか、そういうやつが町長に居座っているのは許せ

んというのを堂々とあの人はビラで出しているわけですね。そういう内容。 

 そして、もう一つはこの内容証明、書留郵便で来た内容であります。この

封筒、野瀬欣廣議員の住所、氏名の書いてあるところにわざわざ丸印をして

ある。そして、この文面の最後、住所、氏名の段は、野瀬欣廣議員の名前が

最初に書いてあるわけです。これは何を意図しているか。本当は前回の解職

請求の代表責任者は上田栄一氏であります。でも、野瀬議員というか副議長

は、それも内容たるや本当にひどい内容での内容証明であります。これは、

私たちは６人が町長の解職請求に反対するビラを出しました。その中には２

行、解職請求、極力署名をしないでいただきたいというお願いと、その署名

簿は誰でも閲覧できますという文言を入れてあったんです。誰でも閲覧でき

る、これは縦覧という言葉が正しいんですが、でも、その閲覧できますとい

う法の精神は、本人の意思じゃなくて、自分は署名もしていないのに署名簿

に上がっているという方々が、その縦覧期間中にその閲覧をして確認をする。

実際は署名していない、そしてまた、その署名をしたけれども、取り消して

いるのに、取り消してもらっていない、そういう方々が閲覧することによっ

て、そのことを確認するというためにも、誰でも閲覧できますということが

あるわけでございます。そういうことを考えると、私たちが出したビラが閲

覧できますというのも、あたかもそれが脅迫だというようなことを言われて、

そしてこの内容証明の内容になっているわけですね。 

 内容証明の下の方なんです。法律の精神をどのようにお思いか知りません

が、１枚目の下から４行目あたりから「署名権者をかどわかした」と。私た

ちはかどわかしも何もしていません。「偽計、詐術等不正の方法をもって、

署名の自由を妨害した」、偽ってうそをついて、詐欺まがいのことをして、
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そんな不正をしたり、そして、署名の自由を妨害した、そんなことも一切や

っていません。「特殊の利害関係を利用して、署名権者を威迫した」と。決

してそんなことはやっていません。「それに当たる」と書いているんです。

それには、「懲役４年だ。そのことによって、直ちにこのビラを撤回して、

町民に訂正、謝罪をしてください」としているんです。私たちはそんなこと

もやっていない。けれども、その法律を悪用して、そんなことをしていない

ことをわざわざ上げて、４年以下の刑罰に値すると。これは、脅迫じゃない

ですか。私たちは貴殿のこの行為を彦根警察署に告発すると書いてある。告

発してくれたらよかったんですよ。こういうことを書いているというのは、

これは出した６人の議員に対する脅迫じゃないですか。こういうことを送り

つけてきている、わざわざ封筒には丸印をつけ、そしてその文書の頭に野瀬

欣廣副議長が出しているわけです。このことは許せることでしょうか。少な

くても議員辞職が相当であるけれども、あえてここは副議長の不信任でとい

うので、阪東議員からの提案であります。 

 よって、私はこの提案については賛成といたします。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

 ９番 丸山議員。 

○丸山議員 私も賛成者の１人としまして、やっぱり西澤議員が言われる、議

長に事故があったときの副議長と言いますが、副議長という立場では、議会

運営委員会の委員長、広報委員会の委員長、非常に大事な委員長を持ってお

られる中で、先ほどもこの文書に書いてあるように、公正で、中立でいかな

ければならない、同じ議員という中でもやっぱり正副議長はちょっとそこは

重い立場で考えて発言をしていただきたいなと思います。 

 これも、私たちというか何人かでしゃべったこともあるんですが、やっぱ

り町を混乱させて、途中でやめたというこのリコール問題に関して、例えば

６月議会の始まりであっても、野瀬副議長からの、町を騒がしたことに関し

ては、迷惑をかけましたと、一言、謝罪というか、これは私たちではなしに、

町民にでもするべぎたと思うんですよね。こういう言葉がない中、やっぱり

これは、阪東議員の提案になりますが、賛成者の１人となったわけでござい

ます。だから、賛成討論とさせてもらいます。 

○木村議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木村議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、発議第４号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 発議第４号に賛成の方はご起立願います。 
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（賛成者起立） 

○木村議長 着席願います。 

 可否同数でございます。賛成５、反対５でございます。 

 可否同数の場合は、地方自治法第１１６条第１項の規定により、議長が採

決するとあります。 

 したがって、発議第４号については、議長は可決と採決いたします。 

 ここで、野瀬議員の入場を許します。 

（５番 野瀬議員入場） 

○木村議長 ただいま野瀬議員が入場されました。 

 ご報告申し上げます。発議第４号は可決されたことを報告します。 

 野瀬議員、ただいまの報告に対して発言はありますか。 

 ５番 野瀬議員。 

○野瀬議員 退席中にどんな議論をされたのかわかりませんので、この提出さ

れた不信任決議案の文面だけで意見を述べさせていただきます。 

 まず、不信任理由に、私が清酒２本を当選議員に配ったということがあり

ますが、これから一緒に仕事をしていく仲間に、一緒に頑張ろうという気持

ちで配りました。慣例とはいえ、あまり好ましくない行為であったとは思っ

ております。私以外にも、議員同士で清酒を送ったり、そして、受け取った

りした議員は多くいます。今後は、この慣例は廃止する方向で進めていきた

いと考えております。 

 また、税金横領事件、署名活動の件、そして、内容証明郵便の件は、全て

町民の立場に立って議員活動を行ったところであります。特に悪いとは何も

思っておりません。悪いものを悪いと言って、不信任決議をかけられるのは

いかがなものかと思っております。 

 最後のまとめの部分で、町民を扇動し云々という部分がありますけれども、

これだけいろいろな問題を起こしている北川町長は認められない、何とかリ

コールの活動をしてほしいと多くの町民の後押しを受けたもので、これが民

意であるということを理解できない提案者には残念でなりません。また、町

民を欺き、町民に多大な混乱と迷惑をかけたのは、そもそも誰なんでしょう

か。論点をすりかえていませんでしょうか。事実をねじ曲げて不信任という

提案を出してくること自身、町民を無視した行動であると考えております。 

 以上、事実誤認というところが大分あります。そういう理由でありますの

で、副議長を辞職するつもりはございません。 

 以上です。 

○木村議長 お昼休憩にしたいと思います。午後は１時から始めたいと思いま

す。一般質問から始めたいと思います。暫時休憩します。 
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（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○木村議長 午前中に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に、日程第１８ 一般質問を行います。 

 発言通告書が提出されていますので、これより許しますが、発言時間につ

いて申し上げます。諸般の都合により、本日の質問時間については、甲良町

議会会議規則第５６条第１項の規定により１人３５分以内とします。ただし、

質問の途中であれば多少の延長も認めますので、質問者は時間が来れば簡潔

にまとめて質問をしてください。なお、答弁する人も簡潔明瞭に答弁をお願

いいたします。 

 それでは、６番 阪東議員の一般質問を許します。 

 阪東議員。 

○阪東議員 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまし

て一般質問をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、通学安全対策について伺います。 

 一昨年、通学路のグリーンベルトの表示を提案させていただきまして、昨

年より本格的に表示をされておりますけれども、まだ完了には至っていない

というところでございます。今後の計画および完了見込みはいつごろになる

かご説明いただきたいと思います。現状の進行状況は計画に対してどれぐら

い、何％ほど完了されているのか含めてお願いしたいと思います。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 グリーンベルトの施工でございますが、東学区が３路線、

西学区２路線を全部で施工することになっております。全工程３，４６０メ

ートルのうち、昨年２７年度は１，９１０メートル、今年度につきましては、

この続きを１，１００メートルを実施する予定で、残りが４５０メートル、

この分を来年度で完了する予定でございます。今年度の施工で大体８７％が

完了の予定になります。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 当初は、１年ぐらいで完了するということをお聞きしとったんで

すけれども、補助対象の都合で延びましたということもお聞きしました。な

おかつ、また次年度に延びるという背景はどういうことなんですか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 今年度につきましても、全体枠の６０％しか付きません

で、若干の残りが残ったというところでございます。交付金が６割しかもら

えなかったというところでございます。 

○木村議長 阪東議員。 
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○阪東議員 要は、交付金というよりも、自分とこの金がないということです

よね。要は、補助金に対して何％ということで交付を受けると思うんですけ

れども、それに対してやはり、自分たちの調達予算がないという形で次年度

に延びるという意味ではないんですか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 いいえ。交付金が６０％というところで、全体事業費が

下がってきたというところでもって、単費でもつというところの部分も当然

減ってはきておりますけども、予算上は確保できているんですけれども、交

付金が少なかったというところでのみのことでございます。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 できるだけ早く完了をしていただきたいと思います。 

 そしたら、丸の２つ目。通学路の安全点検について、直近の点検の状況を

お聞かせ願いたいと思います。 

 過去の質問の中で、京都の亀岡、通学途中で車が突っ込むという大事故が

あったわけですけれども、彦根警察署も含めて甲良町長も同席の状態で、甲

良の方も通学路の点検をその時点ではされたように記憶をしております。直

近では熊本で大きな地震が発生しており、日本という国は地震大国、そうい

った中で、通学時間帯でも地震に遭遇するということもあろうかと思います。

そういった中で、やっぱり交通安全だけじゃなくて、塀の倒壊とかそういう

点検をちゃんとなされていないとだめやと思うんですよね。そういった意味

で、小中３校の危険箇所の状況とか。例えば、今言いました地震発生時に倒

れそうな家屋の塀とかいうものについて、町の把握というのは今どういうと

ころまで認識をされておるのかと思っております。質問の中身はそういうこ

となので、意見をお聞かせいただきたいと思います。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 通学路はできているんですが、いわゆる細かい在所の中とか、

各個人の建物の塀まではなかなか今、点検はできておりません。役場だけで

もなかなかできない部分もあるので、その辺は例えば自主防災組織あるいは

自警団なりと協力しながら、地元とも協力しながら、そういう点検をしてい

く体制が必要かなとは思っておりますので、そういうことにも取り組んでい

きたいと考えております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 私も通学路をウォーキングで歩いていますと、特に空き家、倒れ

そうなところがあります。子どもさんがそのグリーンベルトを歩いていれば

安全という認識をするのか、そこで途切れたときに、特に家屋についてやっ

ぱりそういう指導をするために、要はここはグリーンベルトではあるけれど
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も危険よという認識をやっぱり指導してもらわんとあかんなと思っておりま

す。そういった意味でも、当然、その地主にも、空き家のところについては

要望も必要やと思うんですけれども、そういうところを先生方も含めて見て

いただきまして、今後のグリーンベルトの反映という形にしていただければ

ありがたいなと思っております。 

 続いて、③の関係で中学校の自転車通学に対する規則と指導について伺い

たいと思います。まずは、自転車通学に関する規則と指導はどのようにされ

ているかお聞きたいと思います。 

○木村議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 中学校の自転車の規則につきましては、自転車通学に関

する規定というのがあります。入学説明会などで新入生や保護者に対して説

明をしております。 

 指導につきましては、生徒への毎日の指導の中で、安全な自転車の乗り方

をするように声かけをしております。朝は中学校近くの横断歩道２カ所に立

ちまして指導を行っておりますし、下校時につきましては、各地域へ職員の

半数が出かけて、安全確保、安全な乗り方について指導をしております。ま

た、雨の日には傘差し運転をしないようにＰＴＡで購入していただきました

簡易レインコート等の貸し出し等も行っております。また、生徒指導通信に

よりまして、生徒の安全な自転車の乗り方、また改正道路交通法による危険

行為が定められましたので、それについての指導もしております。また、夏

には警察と連携して、交通安全教室も開催する予定でございます。 

 以上です。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 過去、自転車通学に対してはヘルメットの着用もあったようなん

ですけれども、今現在はそういう義務はされていないということです。大人

が守らんやつを子どもに守らせるというのも、これもナンセンスな話なんで

すけれども、やはりここ数年で、今ほど言われました道路交通法が改正され、

またある意味では、若干の滋賀県の条例化もできているようです。とりあえ

ず傘さし運転は危ないので、そこら辺については今後、指導も強化してもら

いたいし、それとやっぱり最低限度の法律順守というようなところについて

も、ＰＴＡを含めて学校教育の中で行っていただきたいなと思っております。 

 そういった中で、最近２月１９日に自転車損害賠償保険への加入を盛り込

んだ条例というのが、県の本会議で全員一致で可決されております。背景に

ついては、このところの自転車の事故の多額な賠償請求というのが相次いで

発生しているというところにあろうかと思います。保険の加入につきまして

は、周知徹底期間ということで１０月１日以降にという形で書かれておった
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わけなんですけれども、ただ未加入の人については罰則が設けられていない

というところも若干やっぱり義務的なものかなと思っております。そういっ

た中で、中学生の自転車通学における保険の加入状況についてはどのような

状況なのかお聞かせ願いたいと思います。 

○木村議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 甲良中学校につきましては、全生徒を対象に甲良中学校

団体自転車総合保険、ＰＴＡ賠償責任保険の種類ですが、それに加入をして

おります。自転車事故による対人、対物を補償するものであります。１事故

につき賠償金額は１億円ということで入っております。 

 以上です。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 今回の県の条例につきましては、保険加入以外で幼児とか中高生、

それと６５歳以上、我々も適用する年齢になってきたわけなんですけども、

そういう年齢でもヘルメットを着用せえという条例になっています。今後、

やはりそういうところもヘルメットが必要になる可能性があるかなと思っお

りますので、やはりそういう条例も含めて臨機応変に対応していただければ

ありがたいなと思います。 

 続いて４番目の防犯ベルタッチ君についてお伺いしたいと思います。 

 防犯ベルにつきましては、平成１７年度に設置されて、かなり長い年月が

たちます。そういった中、歩道を歩きますと、タッチ君が並んでおるわけな

んですけれども、多くの電源ランプが切れているように思います。電源ラン

プが切れているというのは、作動するのかせんのかという、玉切れであれば

いいんですけれども、緊急事態に本当に作動するのかなという疑問を持って

おります。これを勝手に押すと罰せられますという形で、押すに押せないと

いうところがあるんですけれども、そういった意味で、直近のベルタッチ君

の点検はいつごろされたのか。その点検者はどなたがされたのか。そういう

記録は書くようになっているのか。それと緊急作動が年度ごとにどのような

状況にあるのかについて、まとめてお伺いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 総合的な点検はできておりません。機器を設置した業者が現

在はもうなくなっているということで、実際には町の方が職員なり、あるい

はどこかの業者、別の業者にお願いして点検する必要があるんですけれども、

昨年もその点検をやるということで計画したんですが、ちょっとできていな

かったという状況がございますので、今年度は職員を介して点検をやってい

きたいと考えています。 
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 経年的なベルのあれは持っていないんですが、昨年は２件だけ通報がござ

いまして、２件とも、いわゆる押し間違いという形で聞いておりますので、

そんな状況です。全部で３０基、町内にはついておりますけれど、今年中に

一斉点検をやらせていただきたいと考えております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 点検という中で、どの程度点検したらいいのかちょっとわからな

いんですけれども、やはり作動するという形と、その音圧というか、要はあ

れは人を呼び込んでくるという音圧ですね。そこら辺が例えば、自分とこで

決められると思うんです、町自身で。例えば３０メートルぐらい離れたとこ

ろで聞こえるかという、そういう音圧が正しく出ているのかというところを

やっぱりちゃんと検証して、何も業者で点検する必要はないと思うので、職

員が点検しに行こうということで行って、１人が鳴らして、１人が聞くとい

うことで、パイロットランプが切れておれば、それならすぐに直すのは、イ

ンターネットでもアマゾンでもどこでも買える電球やと思いますので、そこ

らはやっぱりちゃんと保守ということを心がけていただきたいなと思ってお

ります。 

 以上で、通学路の安全対策についての質問を終わりたいと思います。 

 次に、２番目に情報漏えいに関するセキュリティの対策についてお伺いし

ます。 

 これは直近の話、３月議会で甲良町行政手続における特定個人を識別する

ための番号を利用する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報が提

供する条例ということで、これは２回ほど否決になっておるわけなんですけ

れども、そのときに要はこの条例と引きかえに、そういうセキュリティとい

うところについてどう考えているんやということで、総務民生常任委員会で

も話はしておったわけなんですけれども、そういう中で要は言われておるの

には、情報セキュリティポリシーを３月中に作成を行うということでありま

した。そして、本会議でも説明はあったと思うんですけれども、その後、そ

れは作成をされて、今どのようなところになっているのかお聞かせ願いたい

なと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 セキュリティポリシーにつきましては、３月末で作成を

しております。セキュリティポリシーというのは、組織の実施する情報セキ

ュリティ対策の方針案の行動計画のことでありまして、職員全体のセキュリ

ティルールを定めたり、どのような情報、資産をどのような脅威から守るか

という基本的な考え方、体制、方針、基準を定めたもので、ここまではでき

ております。 
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○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 情報セキュリティの中で一番大事なのは、基本的にはどの情報を

管理するんかというか、全て管理の対象じゃないですよということを前も申

し上げました。何か全部やったらそんなん今の役場の規模でできるはずがな

いと僕は思っています。機密をする情報とか、これを漏えいしてはだめだと

いう情報については、各課でリストをまとめていただいて、こういう情報は

絶対されてはいけない。それも機密的な重要セキュリティの格付というもの

がしっかりできていないとあかんと思うんです。そういった意味をやはり今

後、そのポリシーの中には是が非でも構築していただきたいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 セキュリティポリシーの中で情報管理ですが、ポリシー

としての情報管理の定義というか、考え方ですが、ネットワークや情報シス

テムおよびこれに関する設備、電磁的記録の媒体を管理するのと、あとネッ

トワークおよび情報システムの取り扱う情報ということで、例えば住民票と

か年金とか税など、役場の扱っている情報を基本に、どのように管理するか

というような基本的な考え方が定められております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 もっと注文をつけたいことがいっぱいあるんですけれども、基本

的にはポリシーを３月に作成しましたと。それを今後やはり各課内もしくは

庁舎内に展開をしていかんとあかんと思うんですけれども、それについてい

つごろそういう運用になるのか、また内部コミュニケーションというもので

各課の課長さんを含めてそういうものをこのセキュリティポリシーでできま

すかということで、意見交換会というものをやっぱりしていかなければなら

ないと思うので。運用までにやっぱり少なくても時間はかかると思うんです

よね。そういったところはどう思っておられるのかなということをお聞かせ

願いたいと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 今も言いましたセキュリティポリシーはできております

が、実際、職員が運用するマニュアルについては、まだできておりません。

セキュリティポリシーの中ではこういう視点でマニュアルをつくりなさいと

いう国のガイドラインが示されただけでありますので、今考えておりますの

は、９月をめどに職員の運用手順なり、ハンドブックなり、内部監査の手順

書を作成していこうかなということで、５月１日に庁内の若手職員でセキュ

リティに詳しい職員で委員会の立ち上げをさせてもらいました。その委員会

で甲良町に合った仕組みをつくってもらおうかなということで今、動きだし
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たところであります。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 ９月以降になるということで、実際の運用はもっと遅れるかもわ

かりませんけれども、ある程度やっぱりそういう内部的な監査も含めて、状

況がどうやったかというところについても早急に作成していただいて、運用

を図っていただきたいと思います。 

 それと、ＩＴ、職場のインターネット、またイントラネットに関しての物

理的な対策は、進行状況はどのようなところまでいっているのか、お聞かせ

願いたいと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 ２７年度末の状況ですが、イントラネットを扱うパソコ

ンと個人情報を扱うパソコンを分離しておりますのと、あとマイナンバー制

度に伴いまして、４８業務あるんですが、そのうちの総務省分の改修は終わ

っております。ハード的にはそれだけであります。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 １つは、物理的対策というものについては、ある程度やっぱりサ

ーバーへの一括集中というか、そこでサーバーに対して、それからとりに行

くというものを絶対そのパソコンに残しておかないというか、とりに行くと

いうものについてもやっぱり物理的対策の１つですし、一番問題というのが、

要はセキュリティというのは機械が勝手に持っていきよるわけでもなし、人

間がやっぱり持ち出す危険度が非常に高いと思います。そういった意味では、

ＵＳＢ、大容量記憶装置というのは、やっぱり普通は我々の会社でも持って

いったらあかんのですよ。中に入れない。持っていく場合については、申告

してくださいねという形で、絶対持っていったらあかんのです。やりとりは

何でしているかというと、メール交信でデータを送ったりということをして

います。そういう形が守られないと、記憶を持っていってもろうて、お前守

れよと言っても、これはもう漏れていく可能性、漏れて結構ですよと言って

いるのと等しいので、やはりそういうところについても今後やっぱり物理的

対策の中で入れてもらいたいなと思っております。 

 もう一つは、ノートパソコンを沢山皆さんが使っておられるけど、ノート

パソコンを盗んだらどうなんのやろということについて、やっぱり疑問もあ

ろうと思います。ノートパソコンについては絶対に盗難防ぐためにロッカー

に入れるとかいう形で、我々は接続器を抜いてでもロッカーの中にキーを入

れて、それを始末していると。持っていかれるともうとんでもない話、泥棒

されたらとんでもない話になるというところで、そういうところについても

しっかりと強固に改善をしていただきたいなと思っております。 
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 もう１点、物理的対策以外、それは教育訓練も含めてどこら辺まで、どう

されているのかと。今もセキュリティポリシーができていないということな

んですけれども、それはできていないと、若干そういうふうに共有していな

いとあかん部分があろうと思います。今やっぱり守るところについてはあろ

うと思うので、それに対してお聞かせ願いたいなと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 先ほどのＩＴの関係は２８年度末に説明させてもらいま

して、今後の予定についてもインターネットと内部の情報ネットワークのパ

ソコンを分離したりとか、静脈認証とかＵＳＢの制限とかが２８年度に計画

をしておりますし、物理的以外では、今現在しておりますのが、サーバー室

の入退室の記録、それから、防犯カメラの設置、防犯ベルの設置、電算室の

鍵を一元化はしておりますというのが、今やっているところで、先ほど言い

ましたマニュアルができましたら、そういうマニュアルで運用していきたい

なと。 

 議員が言われた、パソコンがとられたらどうするんやというのも、一応ポ

リシーの中ではロッカーに入れるとか、机と動かないようにするとか、幾つ

か示されていますので、甲良町はどういうやり方がいいのかというのも併せ

て検討をしてもらっているところであります。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございます。あと、やっぱり委託業者とかやむを得ず

外に出す資料があると思うんです。それは、例えば回収せんとあかん資料も

絶対に僕は今後出てくると思うんです、そういう回収資料に対しては回収、

必ず破ってください、シュレッダーにかけてくださいという形については、

やっぱりそういう契約をちゃんと外部に対してしとかんとあかんと思うんで

す。そういった面については、ソフト的なところで、要は破壊基準とかいう

ことについても速やかに設けていただきたいなと思っております。 

 続いて、機密情報が基本的に個人情報も含めてそういうものが漏えいをし

たときに、どのようにトップまで報告するのかということをお聞かせ願いた

いと思います。まず、どないしていくんかと、機密が漏れました、まずどな

いしていくんかと。最終的には町長に報告せんとあかんと思うんですけれど

も、今の体制ではどのようになっているんかということについてお聞かせ願

いたいと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 今の体制では、企画監理課の方に報告をいただいて、総

務なり、町長の方にという一般的な流れで報告をさせてもらうようにはなっ

ております。ただ、今回セキュリティポリシーを作成しましたので、その中
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での体制ですが、最高情報セキュリティ責任者が副町長ということと、あと

総括責任者を企画課長、それぞれの課長の役割は決めておりますが、今、議

員が申された個人情報が漏えいした場合とか、違反事例があった場合の再発

防止、マニュアルが細部できていませんので、それも先ほどのマニュアルと

同じように対応計画も策定する予定はしております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 できていないということなので、詳しくはやはり説明ができない

だろうと思うんですけれども、やはり物理的発生をした場合については、コ

ンピューターの電源を切ったり、そういう形についてもやっぱりまずして、

拡散をしないということに対してまずは対策を打ってもらって、その後、各

課の責任者を集めて事情を説明し、システムが凍結するというような形につ

いてやっぱり考えて、最終的には町長に伝達という形になってこようかと思

うんですけれども、そういうようなところについてもしっかり、どのような

手順でどのようにやっていくかということについて決めていただきたいなと

思っております。 

 続いて、３番目の町の不祥事について伺いたいと思います。 

 今回、税務課職員における不祥事は、町内外に大きな衝撃を与えました。

現在、被害等について彦根警察署とともに慎重に確認をされておるというこ

とを伺っておりますので、そういう中身については今回は質問を省かせてい

ただきたいと思いますけれども、そういった中でやっぱり町の反省点という

ものがあろうかと思います。そういった意味で①に税務課の職員の着服事件

に対して、町として発生における反省、検証は人的な問題もありますし、定

期的な面談もあると思います。そしてまた、人事を含むシステム的な問題も

あると思います。そういった意味で、その反省、検証というのはどこまで進

んだかなというのを伺いたいと思います。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 具体的に検証まではまだ至っていないですが、いろいろ調査

を進める中で問題点は出てきております。例えば、決済の流れも１つずつ見

ていくと、やっぱり抜けている部分があったのではないかとか、あるいは決

済においても中身まで十分見られていたのかというものも含めてありますし、

税務課の例ですので、税務課と会計室との決済のやりとりであるとかいうと

ころが不十分な部分があったのかなというところも見受けられます。それか

ら、現金を取り扱う部分についての規定、マニュアルというのがありません

でしたので、その部分でおろそかになっていたということがうかがえる内容

が明らかになってきている部分がありますので、そのあたりをさらに検証し

ていって、今後の防止策をしていくということは必要になると思います。 
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 以上です。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 お金を扱う部分に対しては、大体何年というか、どれぐらいの期

間が妥当なのか、今思っておられるところについては何年でも結構なので。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 他町の例も参考にしながら取り組んでいく必要があると思う

んですけれど、３年あるいは５年以内、５年は長いかなという感じがします

けれども、これは個人的な話です。３年ぐらいを目安にやっていくべきかな

というのは私としては思っております。ただ、専門的な仕事も役場としては

増えてきておりますので、そのあたりはうまく職員のサイクルができるよう

にしていかないと業務が滞るということもありますので、その辺をふまえた

中での３年あるいは５年以内というのは必要かなと考えております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 そしたら、２番目の方でやっぱり信用をこれから取り戻していた

だきたいと思うんですけれども、その対策の課題というものを、ずっと内容

を聞いていますと、やっぱり当たり前のことをやりきる体質というのがなか

なかできていないと思っております。凡事徹底という、これは教育委員の市

山さんが小学校の卒業式で言っておられたと思うんですけれども、やっぱり

これから中学校に行くと、当たり前のことをしっかりやっていかんと成果に

結びつかないということを言っておられました。そういった意味で、やっぱ

り当たり前のことをやりきる体質というのが、甲良町庁舎全体に抜けていた

んと違うかなと思います。そういった意味で、今後はこういう形を肝に銘じ

て、これはやっぱり教訓として、今後どのような感じで、どのような対策を

思っておられるのかということをお伺いしたいと思います。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 役場でも一応、庶務規則というのがございます。庶務規則に

は確かに一つ一つの事務について細かいとこまでは触れられていないんです

けれども、まず１つは庶務規則に基づいた、各課長あるいは担当が定められ

たことをきっちりやるということがまだ徹底できていない部分も見受けられ

ますので、まずそこは徹底するというのは基本的な話でございます。 

 それに併せて、事務的な処理について一つ一つ、細かくどこまでできるか

あれなんですけども、特に現金を扱う、あるいはデータの管理の部分につい

てはマニュアルをつくっていく必要があるかなとは感じております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 ＪＡでは、職場離脱ということが、ある一定の期間というか、１

週間か１０日間、その期間は要は金銭を扱う部分のところについては、一遍、
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職場を離れて、第三者がもう一回その業務に携わったときに何か引っかかる

ということを毎年ローテーションを組んでやっておられる。当然、そういう

形が１週間でもそういう疑問点というのが僕は見つかったと思います。そう

いった意味で、今後のそういう対策の中に対しても、金銭を扱っている部分

については、職場の離脱の必要性というものがあるのではないかなと思うの

で、その中身についてご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 おっしゃるとおりで、そういう方法も１つあるかとは思いま

す。ただ、職員の数ということもふまえた中で、そういったことができるか

どうかも含めて考える必要があると思います。他の市町でも同じような仕事

をやっているわけですので、その辺も、あるいは今おっしゃってくれたこと

を参考にしながら事務を進める対策をとっていきたいと思っております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 今後、信用を取り戻すために何らかの対策というか、目に見えた

対策が必要ではないかなと思っております。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 続いて、③の事務の確認機能、決裁の関係でちょっとお聞きしたいと思っ

ております。昨年のプレミアム商品券で、実際は役場で書類を確認しないま

ま、書類を配布してしまったという、内部のコミュニケーション、伝達がで

きていなかった問題で、その後、大きな問題になったわけでございます。そ

ういった意味で、やはり内部伝達というもので、前回の質問の中でも基本的

には内部の議事録をちゃんととってくださいねと、何もないということが実

際、検証するのにも大きく災いしているように思います。そういった意味で、

内部の議事録がどうなっているのか、また、今の事務の確認機能の決裁とい

うか、最近の配布物の決裁はどのようにされているのか。また、町民への重

要な配布文書についてはどこで最終的に決裁されるのかということについて

お伺いしたいと思っております。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 決裁については、先ほど言いました事務処理規則の中で、各

部署、課長の決裁権がありますので、課長決裁というのは重きになってきま

す。その中で、議事録の話が出ましたけれど、他課との共同の業務とかにな

ってくる場合もそのあたりがおろそかになりやすいところでもありますので、

その辺しっかりやっていく必要があるとは考えています。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 やっぱりよく見てみますと、配布物に間違いも沢山ありますので、

是が非でも、この書類は誰が見てというところで、誰が最終決裁権があるの
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かということを、本来なら印鑑がつけられたら我々もわかるんやけど、配布

物には印鑑がつけられないので、やっぱりそういうところについてもしっか

りしてもらいたいなと思っております。 

 １つ、やっぱり町長もプレミアム商品券の１人、２冊までとか、そういう

形がわからなかったというところなので、やっぱり町長もそういう決裁には

携わっておられないと思うんですけれども、基本的には町長の下の層にもち

ょっと誰か要るんちゃうんかなと。今このままずっと町長１人に責任をかぶ

せるところが非常に心苦しいなと思っておるんですけれども、下に副町長な

り何なりという考えはあるのかないのかお聞かせ願いたいと思います。 

○木村議長 町長。 

○北川町長 阪東議員の質問で、大変ありがたい質問をいただいております。

私も就任させていただいて、もう今年で７年目に入っております。その間、

実は山本日出男さんが町長の途中で、あの当時は助役制度でしたが、途中で

助役が欠員になったというところから、それ以降は助役、途中からならびに

副町長という役職が欠員になっているというようなことであります。いろい

ろと甲良町も財政難ということもあって、そういう形できておりましたが、

非常に最近の役場行政の業務も多岐にわたって、目配り、気配り１００％を

１人でできるかというと、これはとてもじゃないができないわけでありまし

て、滋賀県に１９市町がございますが、１８市町では副市長、副町長は存在

します。したがいまして、甲良町だけが副町長がいないというようなことで

ありまして、副町長がいないからミスが出てしようがないということじゃな

しに、私も精一杯、目配り、気配りはしているのでありますが、１００％そ

れがチェックできるかというと、それができていないというようなことも大

きな要因になって、当然、私も反省をさせていただいております。 

 したがいまして、議会の皆さんの承認がないと、これは人事案件ですので、

皆さんの方からそういう意味合いではご理解をいただけるということになれ

ば、私は副町長を選任するということは非常に大事かなと。これは、人件費

が上がるとかそういう問題じゃなくて、いろんな面で住民の皆さんの負託に

応える意味においても、そして、二重チェック、そういったことも含めて、

職員の規律あるいは執務のチェック、そういうことも含めて目に見えない部

分の大変な効果が出てくるというように思いますので、今後はそういう意味

のことも含めて、議員の皆さんのご理解をいただけるのであれば、同意案件

として出させていただくということも考えております。 

 以上です。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございます。意見を聞かせていただきました。 
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 続いて、４番目に農業施策についての考え方はということについてお伺い

します。 

 甲良町の基幹産業である農業については、他国とのグローバル競争、ＴＰ

Ｐを含めて打ち勝つために、基本的には担い手を中心とした補助政策に今後、

国の方がシフトしていくというふうに思っております。しかしながら、本来、

農業の人的資源というふうな形で、家族農業というのが基本的には息子をト

ラクターに乗せてやり方を教えてという、１つのそういう技術というものを

基本的に守られておったわけなんですが、今全て、土地持ち非農家になりつ

つあって、なかなかそういう家族農業、そういうものについても支援が全く

できなくなってきたと思えてなりません。 

 そういった意味で、今後はやっぱり町としても家族農業に対しても、そな

いに大きな面積を持っているわけでもなく、そういうところについてもやっ

ぱり若干の保護政策が必要ではないかなと思っておるんですけれども、その

点についてお考え、また、今後このような形で考えてみたいというものがあ

れば聞かせていただきたいと思います。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 ご指摘のとおり、地域では家族等で共同して農業をしておら

れますけれども、国は担い手の育成、強化をしていこうとしており、支援策

は大規模農家あるいは担い手に支援していくものになっております。そこで、

地域でも認定農業者や各集落の営農組織の中に入っていただいて、それを中

心に地域の農業を守っていくということは今後必要ではないかなと考えてお

ります。なかなか家族に対しての政策については、ちょっと今の時点では考

えられません。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 通り一遍のお答えをいただきました。僕が言うてるのは、要は技

術の継承の中で、そういう家族農業が今後、担い手のトップになる可能性が

ある、そういう小さな運転をする技術、そういう形について町としては支援

の方向性も検討が必要じゃないかなと思っておるので、国の施策は施策で、

それは結構なので、それを何も追随する必要が僕はないと思うんですけれど

も、それについて再度お伺いします。今すぐ考えられなくても、今後、考え

ていけるのかいけないのか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 そのことにつきましても、今後やっぱりいろんなことを含め

て、公正な支援ができればと考えていかなければならないと思っております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 そういった意味で、是か非でもほかの地域と違った考え方を持っ
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ていただきたいなと思っております。 

 それと、２番目に昨年度のこれについては、農地中間管理機構というのが、

ここは大津なんですけど、各県でできまして、土地持ちの農家がそこに預け

ると、要は経営転換協力金というものでお金がいただけるという形であった

わけなんですけれども、一昨年の説明で５反未満が３０万、５反から２０反

までは５０万、２０反以上は７０万というお金がいただけるということで説

明があったわけなんですけれども、昨年、若干、我々の地域でもいただけて

いない方があると、それはやはりなぜこのようなことが起きたのか、また、

公平性を保つために、今のもらえていない人に若干の補助金を出すのか出さ

ないのか、そういったあたりをお聞かせ願いたいと思います。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 経営転換協力金ということで、基金を集め、そこから支出し

ておるわけでございますけれども、当初は、基金は限度額があるということ

で、面積で対象になった方あるいはならなかった方ということが決められた

わけですけれども、その後、追加配分があり、甲良町においては面積の関係

ではなく、自作している農地を認定農業者や集落営農の中心的な担い手に集

積された農地が交付の対象となっております。以前から担い手に既に集積さ

れた農地につきましては、対象外になっているということでご理解をいただ

きたいと思います。このことについては、農業組合長を通じて情報等は伝達

をしております。 

○木村議長 阪東議員。 

○阪東議員 ２年も３年も４年も前じゃくて、前年度に貸し付けた農地がその

まま過去の適用外になってしまったというようなことやと思うんですけれど

も、既にもう法人の方に移っているということで、それが１年前ぐらいと思

うんですけれども、これについてはそういうような意見があったので、私も

これははっきりまだ勉強も不足しておりますので、これについてやはり今後

このような形が、県も来て私も聞いておったんやけれども、３０万、５０万、

７０万やるでと、その後、県から何も撤廃されたというような形で、６反以

上がもらえたという形に変わったということで聞いておりませんので、やっ

ぱりこのようなところについて、いったんやっぱり集落の方に説明会を行っ

た以上は、また説明会をして理解を得てもらうということをしっかりやって

もらわないと、何か勝手にしとるやないかという形になりかねませんので、

今後ともよろしくお願いします。 

 これで、通告いたしました私の一般質問を終わりたいと思います。どうも

ありがとうございます。 

○木村議長 阪東議員の一般質問が終わりました。 
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 次に、８番 西川議員の一般質問を許します。 

 ８番 西川議員。 

○西川議員 議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。 

 まず最初にちょっとお断りなんですが、私の３ページの税金のところで、

個人名を載せました。この件に関しまして、事務局の方から県議長会等に確

認していただきまして、載せてもどうもないという形があったもんですから、

そのままにしております。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 図書館東側の公園についてお聞きしたいと思います。私も大分離れており

ました時期があったので、何の目的で新設されたのかというところをちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 そこの場所につきましては、平成１１、１２年度におきまし

て、犬上川沿岸土地改良区が地域用水機能増進事業で、学校農園親水池とし

て整備しております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 ビオトープというような形で整備されたことのようですが、現在

ちょっと聞いていますと、学校の中にもそのような設備があるとお聞きした

んですが、間違っていますでしょうか。 

○木村議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 前の東小学校には同じようなビオトープがあります。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 ということは、もう学校の中で処理されているという理解でよろ

しいですか。 

○木村議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 学校の敷地内にあるビオトープにつきましては、学校の

方がしております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 ということは、もう今、学校としては利用されていないという理

解をしていいんですか。多分やられていないと思うんです、あの状態では。 

 その辺で、学校のビオトープだけじゃなくて、今現在どれだけの人が利用

されているかというような統計をとっておられるかどうかお聞かせください。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 この件につきましては、統計をとっておりませんし、不明で

ございます。 

○木村議長 西川議員。 
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○西川議員 産業課長がお答えになっていますから、所管は産業課ということ

でよろしいですか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 １番の問題ですけど、何年に建てられているかということを

産業課の方が調べさせていただきましたので、今、産業課の方がお答えさせ

ていただいておりますけれども、３番の所管課につきましても現在のところ

確定しない状況でございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 やはり、これは確定せないかんと思いますが、町長いかがですか。 

○木村議長 町長。 

○北川町長 西川議員、得意の急に振るということでお答えをさせていただき

たいと思います。 

 まず、小学校のビオトープ、あれは３年前に商工会の青年部の皆さんや大

野組さんが荒れているから、善意で整備をして子どもたちに社会勉強として

活用してもらおうというようなことで改修が再度されたというような経緯が

ございます。それ以降、子どもたちの教育の１つの場所として社会勉強、社

会科の教育として利用していただいているものと私は思っておりますが、管

理体制がどうなっているかはちょっと教育委員会でないと私もわからないと

いうようなことでもございます。 

 それと、産業課長が申し上げましたように、これはダム事務所、すなわち

沿岸改良区が圃場整備に併せて図書館の東側の、いわゆるビオトープについ

ては親水公園の位置づけということで、改良区が設置をしたという中で、こ

れもビオトープ事業というようなことで、教育の一環として利用してもらお

うというようなこともあって、できた当時はグリーンファイターズ、「小さ

い秋見つけた」とかそういうので活動する場の拠点というようなことで、そ

の当時から私もかかわっておりましたが、横におります税務課長もかかわっ

ておりましたが、グラウンドワークが維持管理を積極的に、自主的にしまし

ょうというようなことで、毎年、草刈りをしながら景観整備、景観維持とい

うものもやってきました。それと、グラウンドワークの担当者がイギリスウ

ォークランドの方に研修に行ったりというようなこともあって、イギリスの

方の多くの木を植樹するというようなこともしながら、毎年、グリーンファ

イターズとその保護者の皆さんの交流の場、勉強の場というような位置づけ

で取り組んでおったのが、だんだんとそれが機能しないような形になってき

て、近々の状況を見ると、草ぼーぼーというようなことで景観が台無しやな

というような思いをしておりまして、これはもうどこが所管をして、どこが

管理をし、あるいは再生するのかというようなことを今後は早急に検討をし
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ていかなければならないのかなというような思いをしておりますので、西川

議員、ご指摘の機会にぜひとも取り組んでいきたいと思います。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 早急にやっていただきたいと思います。町長が４番目のところも

おっしゃいましたので、あれなんですが、非常に荒れ果てております。中へ

入っていくのも大変でございます。私も質問する以上、調べに行きましたけ

ど、とにかく入れないと。周りから見ているだけというような状態ですので、

早急に一遍、シルバーでも使ってやっていただきたいなと思います。 

○木村議長 町長。 

○北川町長 以前から西川議員からもご指摘をいただいております東学区の忠

霊塔、これも荒廃をしています。非常に石塔が危険な状態にもあるというよ

うなことから、東学区の忠霊塔もどうした形で今後、再整備するのか。遺族

会の方からもいつもご要望をいただいておりますので、できたら東学区の中

心地、西学区の場合は小学校の隣にあります。したがって、東学区の場合は

御舘野の方にあって、私たちも小学校の時分は夏休みに草刈りに行った、そ

ういう思い出もありますが、できることなら今のビオトープの近くに、忠霊

碑をもっと高く建てるんじゃなしに、安全対策を考えた形で遺族の皆さんも

お参りをしていただける、そういう環境整備と併せてやっていくのも１つの

策かなということも考えております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 町長が先走って、６番目の利用方法を先に答えられていますが、

そういうことも考えていただきたい。というのは、５番目のところで、害虫

の発生源だとか、あれだけ草が伸びてくるとやはり小さい子どもさんなんか

も入ってしまうと何をされているかわからない状態も起こりますので、その

辺は安全面の問題もありますので、一度早急に整備していただきたいと。 

 それと今、町長がおっしゃいました利用方法の再検討がいるのではないか

と。現状で学校がもう利用されていないという実情があるようですから、な

ぜ利用されていないのかという話になりますと、道路を横断せないかんと、

やっぱり危険性を伴うとかいろんな意味合いがあって、学校の中にもそうい

うビオトープを整備されたようにも聞いていますので、その辺のこともあり

ますので、一度、利用方法の再検討をしていただきたい、お願いしておきま

す。今、町長がおっしゃった忠霊塔の件等も併せて検討いただいたら結構か

と思います。 

 次に、熊本地震から学ぶことといたしまして、質問させていただきたいと

思います。 

 熊本で大地震が起こったわけですが、前震、本震、それから２，０００回
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近くに及ぶ、毎日テレビで流れますけど、余震が起こっております。その辺

のところからいろんなことを甲良町としてもやっていかんならんのではない

かなと思いますので、復習の意味も含めまして質問させていただきます。 

 現状の甲良町の住宅耐震診断の進捗状況と促進化、その耐震診断は何年の

ものを使っておられるのかということと併せてお答えいただきたいと思いま

す。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 耐震診断につきましては、平成１５年度から実施いたし

ております。平成２７年度末で７５軒のお宅の診断が終わっております。あ

と促進ということですと、甲良町のホームページであるとか、広報などで進

めているところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 今、７５軒とおっしゃいましたが、甲良町全体で診断しなきゃい

かんと思われる住宅がおよそ何軒くらいあるんですか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 平成２５年度に一度調べておるところでございますが、

昭和５６年度より以前の建物について調べております。全戸数が約２，４７

７戸あるうち、以前に建てられたのが１，１９５、耐震性が不十分と考えら

れる分が１，０２６軒あったということでございます。耐震化率としては５

８．６％という統計が出ております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 約半分というところだと思うんですが、それが現状で５６年度の

耐震基準ということですが、この間の熊本地震では、平成１２年度の耐震基

準のところで見直しがされている、それを承知の上で建てられた家も倒壊し

たということがあります。その辺のところで、再度見直しが甲良町の場合も

必要ではないのかと。起こってはならないことではあるんですが、そういう

意味も含めた中で、やはり耐震診断を再度皆さんに周知して、何年度を使う

かというのはちょっと検討せないかんから急にはできないかもわかりません

けど、やはり国の進捗状況とかそういうなのを見ながら、やはり早く皆さん

に調べていただくと、補強するところはするとか、そういう方向に持ってい

かないかんと思うんですが、いかがでございますか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 今現在、平成１５年度から実施しております耐震診断で

ございますが、平成１２年に見直された耐震の設計といいますか、診断の内

容を実施しております。ただ、５５年度以前のものを調べているというとこ

ろが現状でございまして、どんどん住民の皆さんにアピールしていきたいと
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考えております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 命あっての物種というところがあるわけですから、その辺は皆さ

んもやらないかんということは十分承知しておられると思いますので、その

辺、課長の方で進めていただきたいと思います。 

 診断結果を併せて報告いただいていますので、次の３番の各集落の避難所

および公共建物の耐震診断、耐震工事の見直しあるいは再整備が必要ではな

いかなと思われますが、現状どのようなお考えでしょうか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 一時避難所でございますが、全部で１４カ所ございます。

１４カ所のうち８カ所が耐震性が満たされておりまして、６カ所が耐震性を

満たしていませんでした。そのうち２カ所は改修済ということで、残り４カ

所が改修未実施というところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 今言われた１４カ所というのは、各集落の分ですよね。あと残り

が４カ所という形になっているんですが、これもあくまで耐震は５６年度の

基準という形ですか。やはり、これは平成１２年度の方へ見直しを考えてい

かないかんのと違うかなと思いますが、その辺をお聞きしたいのと、もう一

つ、公共の建物、長寺センター、呉竹センター、それから下之郷のセンター

なんかは新しいからまず大丈夫だとは思うんですが、庁舎、公民館、保健福

祉課とか小学校とか、その辺があるかと思うんですが、その辺のところはど

ういう状態になっていますでしょうか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 まず、前段の平成１２年の診断の分でございますが、実

施年度が１５年ということで、平成１２年度の耐震診断の結果でもって診断

しておりますので、満たしていると考えていいと思います。 

 公共施設ですけども、拠点の避難場所というところについては、全部で４

カ所ありますが、それは耐震性が、中学校、各小学校、甲良町公民館は耐震

性があるというところであります。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 建設水道課長が答えたとおりなんですが、呉竹、長寺の小集

会所については満たしていない部分があります。それについても一応、警察

から少し言われていますのが、災害、震災が起こったときの、遺体の仮安置

とかいう場所に、甲良町は一応そこがなっているんですが、耐震を満たして

いないという状況なので、そこは改修する必要があるとは考えております。

特に、長寺の小集会所につきましても、雨漏りがひどいということもふまえ
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て、早急にやっていく必要があるとは考えております。その２カ所が耐震と

いう面ではちょっとできていないかなという感じです。避難所にはなってい

ないんですけれど、防災のそういう施設には一応指定しているということが

あるので、そこは必要かなと考えています。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 不十分なところがあるということなので、早急に進めていただき

たいなと思います。 

 そこで今、もう一つ、肝心な役場が何年の耐震基準で診断をやられている

のかと。その辺がちょっとわかっていたらお聞かせください。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 耐震診断というもの自体が平成１５年度以降に実施して

おりますので、おそらく１２年度の改修の診断を使用していると思われます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 おそらくという話では信用できませんので、再確認してください。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 今言った１２年の基準で、１７年に耐震診断をやっておりま

して、一応その時点では耐震は満たしているという数字が出ております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 その時点で震度７が想定されている範囲内なのか、その辺もちょ

っとあるかと思いますので、皆さん、毎日、仕事をなさっているところです

ので、一度確認はしておいてください。 

 それから、４番目ですが、命を守るために住宅耐震工事が必要であると私

は思います。財源がないという問題があろうかと思うんですが、その辺を何

とか皆さんの生命、財産を守るためにはぜひそういうことをしていく必要が

あると私は思います。今のまだ７５軒とかいろんなところの報告があるわけ

ですけど、いざ来たとき、本当にこれは心配しているより先にばさっといっ

てしまう可能性もあるわけですから、その辺のところを早急に取り組む必要

があると思いますが、いかがでございますか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 建築物の耐震改修の促進に関する法律というところでも

って、現在進めておる耐震でございますが、その中でも国、地方公共団体、

国民というところで努力義務が書かれておるところでございます。町といた

しましても、国と県からの助成をいただきながら、補助を出していくという

ところを進めているところでございますが、なかなかご利用をいただけるお

宅も少ないというところでございます。今後も啓発に努めてまいりたいと思

っております。 
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○木村議長 西川議員。 

○西川議員 現状でも啓発していただいています。されていますけど、やはり

もう少し補助金がアップするような見直しができないかとか、いろんなこと

を鑑みながら啓発活動をしていただけんかなと思います。財源が要ることは

承知していますので、その辺がどういうふうになっていくのかなと思います。

通り一遍の啓発だけではいかんと思います。最近のことですから、皆さん自

身も考えられる方も、直近のことですから効果があるかと思います。もう一

度やっていただきたいなと。その辺が非常に危惧されるところでありますの

で、命あっての物種、生命、財産を守るために、やはり住民がいないことに

は甲良町は成り立たないわけですから、その辺のところをふまえた中で予算

措置というのを一度検討していただきたいと思います。新たな箱ものも確か

に必要な箱ものは建てないかんのでしょうけど、まずは住民を守ることが一

番だと思いますので、その辺のところを検討していただきたいと思います。

いかがでございますか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 まず、増額というところでございますが、県と国と町と

いう３者でもっての補助金でございます。補助の追加要望であるとかいうこ

とは難しいものでございますが、今後、要望だけは続けていこうと考えてお

ります。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 調べてよろしくお願いしておきます。 

 それから、５番目の神社、仏閣の耐震診断という形なんですが、特にお寺

は集会所と同じようなことでお参りがあると、相当の人数が集まっておられ

るわけですよね。これに対しての補助が出せないとかいうことは承知してい

ますが、この辺の耐震診断がどのようになされていたのかということを把握

されているかお聞かせください。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 町もしくは滋賀県におきましても報告は受けておりませ

ん。国の法令でも報告の義務化がされてはおりませんので、された場合は今

後も対応していくというような思いでおります。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 現状で私が聞いているところでは、なかなか１カ所危ないところ

があるんですという話は聞いているんですが、お金がないからできないとい

うような話も伺っていますし、万が一、人が集まっておられるときに地震が

来たら潰れるんだろうと、そこはと思いますし、先日の熊本地震で、これは

真宗大谷派、東本願寺ですが、熊本県だけの４月末現在で１２３寺あるうち



－70－ 

８０寺が倒壊を含む被害に遭われています。現実論として、ぺしゃんこにな

っていると、上が重いもんですから、すぐに潰れるんだと思うんですが、私

の会社の同僚のお寺も前震のときに灯篭が倒壊して、本震以降電話をしてい

ないのでちょっとつかみきれていませんけど、そのような形でお寺がやっぱ

り万一潰れた場合には、誰もおられないときに地震がくればいいですけど、

集まっておられることが多いですから、その辺は把握だけはせないかんのと

違うかなと思いますので、何らかの方法で、町は知らんわということでほっ

ておくんじゃなくして、何らか把握する方法を考えていただきたいなと思い

ます。 

 それから、耐震診断士の資格を持つ職員、この間、全協のときにもお話が

あったので、聞いたんですが、誰もおられないという形のところがあるんで

すが、地震とかこういうものが起こってきているわけですから、資格を取ら

せるという方向でちょっと検討願えないのかなと思いますが、いかがですか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 診断士というところでございますが、滋賀県の木造住宅

耐震診断員というものにつきましては、建築士の資格を持って滋賀県の主催

する滋賀県木造住宅耐震診断養成講習会を受講した者というものでございま

して、町の職員の中にも建築士を持つ者はおりませんので、新しく建築士の

資格を取りに行かせるであるとかいうようなこともなかなか難しいのかなと

考えております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 今は委託でやられているという理解でよろしいですか。そういう

委託でやられているという形なんでしょうけど、現実、熊本で耐震診断士が

全然おられなくて、なかなか事が進んでいません。今日あたり発表があって

大分進んだようには聞きましたけど、いざというときの診断士というのは、

今、委託されていてもいざ自身が起こればそんな人はなかなか来てくれんわ

けですから、町としてもそういう資格を勉強させて取りに行くと、そういう

人を採用せないかんという話になるかもわかりませんけど、そのような目標

もひとつ立てといていただきたいと要望しておきます。 

 それから、次に行きます。官民境界、答えは聞いております。この間、実

施されたようなんですが、その前の登記は速やかに実施されているかという

形で、今もう漏れはないのかどうか、その辺をお聞かせください。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 道路拡幅工事などで用地買収を行った後は、原則として

登記完了後に工事着工しているのが現状でございます。現地と法務局の構図

が著しく不整合であったりとか、地図訂正が必要な手続があったりという場
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合がございます。その場合、なかなか近隣の同意を得られず、登記ができな

いまま残っているというのが、現在のところはなかなかないですけども、昔

はあった、それを今現在、整理をいたしているところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 そうすることによって、固定資産税が二重にかかっているとか、

そういうことはもうなくなっているという理解でよろしいですね。 

 官民境界の未設置個所があるというのは質問状を見ていただいた後、早速

打っていただいたようですから、これは省きます。 

 次に、観光事業についてお聞かせください。 

 観光資源として、甲良町の場合、三大偉人、それプラス尼子氏という立派

な方がおられるんですが、年間の観光客が甲良町にどの程度来られているの

かということをちょっとお聞かせください。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 町内も含めて、それとカウントできるのは西明寺のところと

道の駅の関係で申しますと、平成２５年が２５万３，０００人、２６年が３

０万人、２７年は２７万人という集計が出ております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 西明寺とか道の駅とかを入れると、ということなんですが、入れ

ているんですか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 カウントできるのが西明寺と道の駅の入場者ということで、

カウントできるのはその２つを足しての合計ということでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 私の聞きたいのは、三大偉人の方ですので、一生懸命、町として

いろんなことに取り組んで啓発されていることはよくわかるんですが、私た

ちも協力もしていると思っていますけど、やはり、観光資源として取り組ん

でいかなあかんのと違うかと。現状で高虎祭りは外部の人も何人か来られて

にぎわっていますけど、東照宮のお田植祭のこととか言いますと、ほとんど

地元の人だけというような形だとか道誉まつりもある程度の地元の人と、ほ

とんどは固定しています。それだけではもったいないと私は思います。その

辺をどういうふうにしていくかということなんですが、これで観光客のこと

がつかみ切れないほど少ないのかどうかということをちょっとお聞かせくだ

さい。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 データをいろいろ調べてあるんですけど、調べられたのが西

明寺と道の駅の人数だけでございまして、本来はやはり三大偉人の関係につ
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いても今後は調べていかなければならないと考えております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 ２番目のことをちょっと町長にお聞きしたいんですが、観光客を

増やしていくという方向はやっぱり考えていかないかんと思うんですけど、

行政としてどのような支援策があるかというようなこと、町長の思いを聞か

せていただきたいと思います。 

○木村議長 町長。 

○北川町長 甲良町の観光資源は、今までから湖東三山の西明寺、これが中心

で、一番多いときはピーク時で１３万人ぐらい、湖東三山に訪れたと。湖東

三山という名前が浸透してピークのときで１３万人というようなことであり

ます。一昨年、スマートインターができて、それの記念のご開帳ということ

で、西明寺が４月に本尊のご開帳をやられました。少ないときは７万人ぐら

いまで落ちているんですが、９万人ぐらいまでちょっと回復したというよう

なことであります。しかし、それ以外に道の駅がオープンするまでは観光地

としての拠点は西明寺以外には皆無に近いほどないという中で、過去には親

水公園を視察研修で年間２，０００人ぐらい訪れたというような経緯はござ

いましたが、それ以外はないということで、非常に観光資源に乏しい町やな

という思いはあります。 

 そんな中でお田植祭も含めて４０年ほど前に豊後守宗廣公が日光東照宮の

大棟梁で活躍して、今日の世界遺産があるというようなことがわかって、そ

れで法養寺に記念館が建設されて、大工道具一式のレプリカが展示をされて

いると。当時は、川村さんという、昔、彦根の図書館におられた方が館長で、

訪れた人を案内しているというようなことで常駐もされておったんですが、

お亡くなりになられて、現在は閉館中というようなことでもあります。 

 余談になりますが、きのうも道の駅の観光案内所におりましたら、津の方

が記念館に行ったら閉まっていたというようなことを言われました。だけど

も、できることなら前もって連絡していただけますかと。観光ボランティア

も地元におりますので、言っていただいたら開けてお待ちをしておりますと

いうことで、再度お願いしますというようなこともきのう申し上げておりま

したが、それ以外に、記念館にしろ、あるいは道誉公にしろ、高虎公にしろ、

それぞれの集落が顕彰活動をするということで顕彰会の存在と顕彰活動が続

いていると、このことは続いているけれども、これが観光につながるかとい

うと、これはできていないというようなことが今の現状かなと思っておりま

す。 

 この前、西川議員も同席いただいた道誉祭りの中で、そのことに挨拶で少

し触れさせていただきました。今後は、湖東三山、西明寺あるいは道の駅、
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それもスマートインターができ、石榑峠のトンネルもできというようなこと

で、それと三大偉人を顕彰するだけではなく、観光地の１つのＰＲにつなげ

るようにということで、今回も高虎ハウス、仮称ですが、これも整備をしな

がら、甲良町で１日、観光めぐりができるような形をつくっていくというの

も、我々に与えられた使命かなとも思っております。ただ、その中にはやは

り滞在をしてもらえるような環境整備をどうするかということは、今後皆さ

んとともに知恵を出しながら取り組んでいきたいとも思いますし、甲良町の

昼間の交流人口が右肩上がりで伸びるような対策も立てていきたいと思いま

す。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 今、町長がおっしゃっていますが、いろいろと支援策を考えてい

っていただきたいと思いますし、私がこの間もちょっと申し上げたかと思う

んですが、高虎をＮＨＫの大河ドラマにお願いに行ってるという話もあるん

ですが、今までの高虎が出てきているのは、田んぼだけが出てきて、ここ生

まれという発想だけのところもあるかと思うんですが、逆マップをつくって、

極端に言えば。高虎って最後はどんな人やったんか、それがずっと上がって

きて、一番最後にこういうところで生まれた人というような形で、マップを

逆につくっていけば、もうちょっと関心を引くんじゃないかなと。その辺の

ところもちょっと思いますので、一案として私は申し上げていますけど、そ

ういうところも取り組んでいただきたいなとお願いしたいと思います。 

 それと、先ほどから言われています観光客は、西明寺が一番沢山お客さん

が来られているところだと思いますが、今現在、観光協会と西明寺とがどの

ようなかかわりを持っているか。行政としてどういうかかわりを持っている

かということをちょっとお聞かせください。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 先ほど町長が申し上げましたように、ボランティアガイドを

立ち上げておりまして、西明寺の観光についてもご案内をさせていただいて

いるところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 西明寺さんとどういうかかわりを持っておられるかといこと。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 湖東三山の観光協会の中にも西明寺さんは当然入っておられ

ますので、そこに観光協会、当然、事務局が私も入っておりますので、その

中でいろんな事業を実施しているところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 湖東三山という中でのお付き合いという形ですね。町長も先ほど
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言われましたけど、私も観光協会の事務所によく行くんですが、来られる方

がなかなか甲良町のことを聞きたいとおっしゃる方がいなくて、ほかのとこ

ろにどう行ったらいいんやとか、そういうことの要望が大半で、事務員さん

もおろおろとされるときがあるんですが、私もわかることはお手伝いしてい

るんですけど、やはり、そこがどんどん活性化せんことにはいかんと、観光

振興としてやっぱりその辺を深めていく、観光協会の事務員さんも一遍、西

明寺に行って話をするとか、どういうところを言ってもらいたいんだとかい

うところをやはり勉強してもらったらどうなんかなと思います。 

 それと、ＣＮＮの話はやはり大きく響いています、全国的にも。やっぱり

そういうところも、この事務員さんはよく承知されていますけど、ＣＮＮが

宣伝してくれているわけですから、その辺は西明寺さんをバックアップして

いく、そのついでにこちらの方へ回っていただくということをやっぱり考え

ていかなあかんのと違うかと思います。それは、よろしくお願いしておきま

す。 

 それと、４番目。これは、工業団地絡みの話になるかと思いますが、現在、

西明寺の門前等に掲げられている看板、これに対して町はどう対処している

のかということ、現状をお聞かせください。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 西明寺さんの門前に工業団地とごみ処理建設反対の看板

がありまして、そもそも町としましては、ごみ処理施設の建設の予定はあり

ません。ただ、西明寺さんがごみ処理建設にも懸念を示されていることもあ

りますので、ごみ処理の応募地が７月末でありますので、それが終わってか

ら企業誘致の話をさせてもらおうかなとは思っております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 現状ではまだ接触されていないという形ですか。参考意見までで

すが、きのう信長まつりが安土で行われております。従来の行列の道順が今

年は変わったという形なんですが、総見寺さんとのトラブルで駐車場のトイ

レの利用というところでもめておられるわけですけど、お寺さんを怒らすと

やっぱりないと思うので、一日も早く接触をもって、やはりこれを理解して

いただかないと、事は進んでいかないと、何をするにしてもいかんと思いま

すので、その辺をちょっと安土のもめごと等はどのように捉まえておられる

かお聞かせください。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 僕もあまり詳しいことはわからなくて、新聞での話ですが、

駐車場をめぐる問題で有料駐車場のお金云々の話で、野洲市とお寺がもめた

ということで、コースが変わったという話だと思うんですけれど。どう捉え
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るか、もちろんそういうトラブルが発端で進められるべき事業が進められな

いということは問題やと思いますので、そのあたりは双方がちゃんと理解し

合えるように話し合いをもっていくふうに考えておりますので、今、企画監

理課長が言いましたように、今のところはまだ接触、細かくはできていない

んですけれども、進めていって、理解を求めるという方向では考えていきた

いと考えます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 もめごとは単純なことから起こっています。市が有料駐車場を設

置した後に、総見寺が無料駐車場をつくったと。総見寺としたら無料駐車場

が満杯になってから、市営の駐車場に車が行くんだということで、トイレが

有料駐車場の方にあるんですが、どうやら無料駐車場の人がそっちに行くと

いうことで、市がちょっと文句を言ったんかな、何かそこでトラブルが起こ

っているようです。有料にするというような話で。その辺のところでもめご

とが起こっているようですから、うかつにお寺さんを怒らすと良くないとい

うように思いますので、その辺は早く解決していただきたいという意味から

述べておりますので、よろしくお願いしておきます。 

 それから、事業活性化には近隣市町村との連携が大切だと思うんですが、

日々どのようなことをされているかということをお聞きしたいんですが、多

賀と彦根市は夜間照明等で県の補助金をもらって連携したような形で多賀大

社と彦根城のライトアップですか、今、盛んにおやりになっていますけど、

そういう連携やとかされているんですが、甲良町の場合は今どのような連携

をとられていますでしょうか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 具体的には現在のところはとれていないんですけれども、甲

良町も琵琶湖観光協議会に入っておりまして、その中で各町、各商工会が協

力して事業推進を行っているところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 なかなか甲良町の場合、先ほどの三大偉人、西明寺も含めた中で

やっていかなあかん、道の駅も当然なことだと思いますけど、やはり近隣の

市町と提携することによって、またまた人がようけ来ていただけるというよ

うなことにもつなげていかないかんわけですから、予算は県からとってくる

とか、何かいろんなこともできるんだと思いますので、その辺は積極的に取

り組んでいただいて、商工会もいろいろとお考えになっているかと思います

けど、その辺のところも利用していただいて、事業を発展させてほしいと思

います。 

 それと、６番目の町民夏祭りの内容はどのようなものになっていますでし
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ょうか、今現在。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 例年と同様な内容で現在、考えているところでございます。

最終的には、夏祭り実行委員会を開催させていただいて、そこで決定したい

と考えております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 予算規模は今どうなっていますか。去年と比べて。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 同等のお金を用意しております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 同等内容のことが行われるという理解でよろしいですね。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 町の事業として行うことは同等の内容で行う予定でございま

す。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 同じようなことをやられるということですが、時間的にはちょっ

と変更したり何か考えておられるんですか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 ちょっと商工会青年部の関係でできないということがありま

したので、時間をちょっと短縮したいと考えております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 真夏の暑いときですので、確かに皆さん、出られて大変と思いま

すので、その辺、健康管理も考えながらやっていかないかんかとは思うんで

すが、盛大にいけるように考えていただきたいと思います。 

 次に、税金の問題に関しましてちょっとお聞かせください。詳しいことは

なかなかおっしゃっていただけないという形ですので、調査の状況を簡単に

説明いただけますか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 ６月３日の全員協議会でも少しご報告を申し上げましたとお

り、今回の調査については、訪問調査と証拠書類の確認作業の２本立てでご

ざいますけれども、訪問調査の方については完了しておりますが、証拠書類

の確認作業が若干遅れを見せているところでございます。 

 以上でございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 同じような返事だったんですが、次に、資料を求めました２番目

の件ですが、私の本来の狙いは現金納付をした人がどれだけいてるのかとい
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う形を聞きたかったんです。調べて、調べられんことはないかと思うんです

けど、なかなか資料が整わなかったかなとは思うんですけど、役場の窓口に

持ってこられた現金、銀行やとかそんなんを除いてもらって結構ですけど、

役場に持ってこられた、会計窓口と税務課に持ってこられた現金、これがど

れくらいあるのかというのが知りたかったんですよ。そうすることによって、

最大公約数はつかめるわけですから、その辺のところをお聞かせいただきた

かったんですが、その資料は１日、２日じゃ出ないでしょうけど、聞くとこ

ろによりますと、税務課員とか会計課員とかの印を押した書類があるようで

すから、その辺でまとめれば出るんじゃないのかと思うんですが、どうなっ

ていますでしょうか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 今、議員が申された現金については、詳しくは会計管理者の

方からだと思いますけれども、日々、会計の方に現金を持ってこられるとい

う、そうしたところの管理はされていないと思いますし、あと、納付者がう

ちの役場の会計ではなくて、銀行とかコンビニエンスストアとかそういった

ところで現金を納付されるといったようなところでの、全協で申し上げまし

たように、その納付書が町の方に来るというようなことでございますので、

特に会計の方で現金の内容を日々、管理をどのようにしているかというとこ

ろで、ずっと掘り下げていかなければなりませんので、時間がかかるんじゃ

ないかなと思います。 

 以上でございます。 

○木村議長 会計管理者。 

○寺川会計管理者 今の件ですが、会計室に持ってこられた場合は、滋賀銀行

さん窓口で昼間は受け取ってもらっていますので、会計室の職員としては現

金は扱いませんので、そのまま銀行の方に持ち帰りになるということです。 

 あと、滋賀銀行さんのお見えになっていない時間帯に預かった分について

は、滋賀銀行さんあるいは農協さんの方に納付書は残っております。ただ、

毎日について出納室で扱ったものだけを集計するというのではありませんの

で、役場控えの納付書については税務課の方で保管されていますので、それ

を見たらどこの領収印がついているかによって、どこで扱ったというのはわ

かると思います。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 私も書類の流れ的にはなかなか理解できないところがあるんです

が、どこかで大づかみしないことには、現金というのはとられているわけで

すから、その辺のところをわかるように、解明されているんだとは思うんで

すが、言いづらいから言わんのか、その辺のところがあるんですけど、やは
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り現金納付がされているわけですから、そこを教えていただきたかったとい

うことですので、後日で結構ですから、わかったら教えてください。 

 それと次の調査終了のめどはどうなっていますでしょうか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 一応、調査につきましては、当初６月１７日でその証拠書類

の確認作業を終えるといったような実施要領中でございましたけれども、先

ほど申し上げましたように、遅れを見せておりますので、現時点で見込みを

立てておりますのは、証拠書類の作成完了については７月１０日ぐらいを見

込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 今、言われたのは、この１９２件のことをおっしゃっていると思

うんですが、私の言うてるのは全体解明のめどなんですが、もう皆目わから

んということでしょうか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 先ほど議員おっしゃるとおり、今、僕が申し上げたのは、調

査完了に関してのことでございまして、その調査を経て精査期間を設けて、

なるべく早い時期に調査といいますか、内容の把握に努めて完了してまいり

たいと思っているところでございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 私の質問にお答えになっていないんですが、これが完了して、そ

れだけで告訴するということじゃないでしょ。やはり、もっとほかにも調べ

ていかないかんというところがあるかと思うんですが、そういう意味でのめ

どと言っていますので、何年にわたるのか、その辺がちょっとわかったら、

思いだけでも結構ですから。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 なるべく早くというしかないわけでございますけれども、現

在進めておりますのは、確実に告訴ができる被害額といったようなところを

調査しているところでございますので、全体の被害額についても並行して調

査をしているところでございますので、先ほど申し上げましたように、なる

べく早い時期に全体の被害額と、それから、確実に刑事告訴ができる被害額

といったようなところを進めているというところでご理解をいただきたいと

思います。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 大変だとは思うんですが、その辺言いづらいと、めどが立たない

だろうと思います。その辺は私も理解したいと思います。 
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 それから、４番目の質問なんですが、特命班を設置されて調べているとい

うところなんですが、その特命班という方はこれだけを専従でやっておられ

るのか、ほかの業務も一緒にやっておられるのか、その辺のところをお聞か

せください。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 特命班は通常の業務と並行しながら、町税横領事件に対する

特命作業を行っております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 ちょっと私は心配しているんですけど、職員の健康面とか労働負

荷を考慮せないかんのとちゃうかと私は思います。増員を必要とするなら、

今日も西澤議員もおっしゃっていましたけど、小島さんの方へ請求を回せば

いいわけですから、一日も早い解明をしていただくために、そういう体制を

つくっていかないと、日常の業務と特命班といったって、やはりやるのは限

界があるかと思いますので、やっぱりそのことを一度しっかり考え直さない

かんのと違うかと思うんですが、いかがですか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 議員ご指摘どおり、私も４月から税務課長に拝命していただ

きまして、税務課だけではないんですけれども、特に税務課は普段の状況か

ら精神健康状態というのがいつ時崩壊してもおかしくないストレスといいま

すか、プレッシャーの中にあるということは強く認識しているところでござ

います。議員ご指摘の職員の健康面、労働負荷に考慮する必要があると強く

認識しているわけでございますけれども、現状は限られた人員の中で通常業

務に加えて、最優先して行わなければならないというようなことでございま

す。 

 ただ、併せて臨時職員を総務の方も人員配置をしたりとかいうことで、作

業そのものについてなるべく遅れを来さないといったようなところでの増員

といったようなことは随時行いながら進めているところでございますので、

ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 町民は一日も早く知りたいと思っておられます。その辺がいろん

な意味合いで申し上げているつもりなんですが、町長、これは増員してでも

早くやっていくという形をとらないと、私は業務も麻痺するんじゃないかと。

今朝もあったようなミスやとか、いろんなことも起こり得ると思うんですよ

ね。やっぱりその辺はちょっと体制を一度しっかり考え直す必要があるんじ

ゃないかと思うんですが、いかがですか。 
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○木村議長 町長。 

○北川町長 職員は確かにもう疲労もピークにきていると私も思っております。

そんな中で残念なことに、４月に異動で配置をした北川耕司君が病気で長欠

ということで離脱をしたというようなことにもなりました。したがって、速

やかにそれを補充する意味で企画の方から岩瀬を異動し、６月１日に臨時職

員を１名増員をさせていただきました。そのことによって、訪問調査の資料

のコピー等は今現在、シルバーや一般の元ＯＢやらを含めて、３名がそちら

の方にも配置をして今していただいているということで、人数的には多いと

は言えませんが、足りるような形で取り組んでもらっていると思っておりま

すので、期間的にはいつまでということは私らもまだもう少しはっきり申し

上げることはできませんけども、鋭意努力をしながら、一時も早い解明に向

けて取り組んでいくというような決意であります。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 今言われたこと、町民も望んでいることですので、その辺はひと

つしっかりやっていただきたいと。 

 それと、町民への説明という形が、毎回申し上げるんですが、現状では申

し上げられないのかどうか。皆さん、いろんな情報をマスコミ等でこの間も

流れましたけど、いろんな放送が出るんですけど、町として一度こんな現状

だということをやっぱり知らさないといかんのと違うかなと思うんですが、

いかがでございますか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 ご指摘どおり、同じことばっかり言って申しわけないんです

が、町民への説明を早く行う必要があるというのは強く認識をしていますけ

れども、その説明ができるように調査を進めておりますので、よろしくご理

解いただきたいと思います。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 説明をやると、調査が遅れるとかそういうことでもないかと思う

んですけど、やっぱり町民さんあっての甲良町ですので、やっぱり税金を払

ってくれている人をいつまでもほっとくわけにはいかんだろうというように

思います。その辺は何とか一日も早く、途中経過的な要素を発表していただ

きたいと思います。 

 ６番目の質問に入らせていただきます。 

 出町、野口間の拡幅工事について質問させていただきたいと思うんですが、

今、野口の信号のところにパチンコ屋さんができて、河瀬へ行くのに私も電

車によく乗るもんですから、やっぱり３分から４分、１回半ぐらいの信号を

余分に朝はみておかないと通っていけないと、中間でも１回ぐらいはとめら
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れてしまうと思うんですけど、早く整備すればすっと行けると思うんですが、

現状は出町、野口間、県のめどはどのようになっていますでしょうか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 県道敏満寺野口線改良工事でございます。野口の側です

けれども、８号線に接している部分でございます。今年度は今のパチンコ屋

の反対側の用地買収、そして、電柱移転を行いまして、現道、今のパチンコ

屋のあるところをもうちょっとなおして、一部供用開始できるまでを予定し

ておられます。来年度以降は、今のパチンコ屋の反対側の部分を改良できれ

ば改良し、野口側の交差点改良、今、ガソリンスタンドの方側ですけども、

そちらの方も今後、用地買収をされて、右折だまりをつくっていかれるとい

うようなところでございまして、数年はかかると。正式な見通しについても、

立っていないのが現状だそうでございます。 

 また、出町の方側につきましては、電柱移転と補償物件の移設、浄化槽が

入っているそうで、それを行ってもらって、来年度以降、工事着工できるよ

うに進めておられます。野口側と同様で、完了は数年かかるのではないかと

いうことを聞いております。 

○木村議長 西川議員。 

○西川議員 まだ数年かかるということですが、去年あたりの答弁はもうちょ

っと早かったと思うんですけど、だんだん延びていくというような形があり

ますので、やっぱり県に対してもっと強い要望をまた出していただきたいと

いうことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○木村議長 ここで、暫時休憩といたします。３時１５分より再開したいと思

います。 

（午後３時００分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○木村議長 休憩前に引き続き、再開をいたします。 

 建部議員の一般質問を許します。 

 １０番 建部議員。 

○建部議員 ずいぶんと久しぶりの一般質問でございまして、戸惑いがあれば

ご容赦を願いたいと思います。私は、北川町政を信頼し、支持する立場で、

北川町政の起死回生、さらなる発展、向上をこいねがう思いで、ただいまか

ら一般質問を行います。 

 まず、町行政の土台、基礎、基本となる役場組織の構築、改善、すなわち

町役場の体質、組織改善と職員の資質の向上および職場の秩序、規律の保持、

確立について質問を申し上げます。 
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 職員１人を犠牲に出しました官製談合から始まりまして、元議員宅の水道

水の窃盗事件、商品券問題、これにつきまして私も反省をいたしているとこ

ろでございます。そして、職員の税金横領事件、北川町長の解職請求署名活

動など、またつい最近は、病気休暇中の職員のテニスコーチの話、そういっ

たことで非常に町のイメージが悪くなっている、損なわれた町の信頼を取り

戻し、回復するために、まず１番に町役場のイメージ刷新と体質改善につい

ての質問を行います。 

 まず、今の町のイメージアップについては、どう考えておられるかお聞か

せ願いたいと思います。私は、町長もしくは総務課長としていたんですが、

何かこの中では総務課長が答えることになっていますね。どちらでもいいん

ですよ。でも、今日もらった答弁者の中には総務課長と出ているので、総務

課長。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 事務方の考えということでお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 最近では、税務課の着服が一番問題になっておりますので、そのあたりは

できるだけ早く解明をいたしまして、明らかにして、住民さんにお答えをし

ながら、確実な事務を進めていくということで信頼を得ていく。それ以外に

も、細々とした、先ほど阪東議員からもいろんな間違いがたびたびあるとか

いうこと、細かいことも含めて、そのあたりはきちっと事務処理、決裁を含

めてやっていくということで、間違いのない行政事務をしていくということ

で、まずは信頼を回復していきたいと考えております。 

 イメージアップという点で言いますと、ちょっと私だけがどうこう言うの

もあれなんですけれど、地方創生の関係とかも含めて、高虎の関係の観光資

源等を進めていくとかいうことをふまえて、明るい行政を進めていくという

ことを考えておりますので、暗いイメージだけで行政が滞ってはいけないと

思っていますし、並行して事務を進めていますので、信頼回復に努めていく

ということで進めていきたいと。答えになっていないような感じですけれど、

やるべきことをきちっとまずやっていくということで、姿勢を見ていただき

たいと考えております。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 私がイメージアップ、損なわれたイメージの回復、それを取り戻

していく施策なり考え方というのか、以下、これからの質問に入ってくるわ

けです。やはり、屋台骨である甲良町行政の体質改善というのが、イメージ

を取り戻す、まず第一の、一番重要な部分じゃないかということで、例えば、

役場組織の体質改善が必要と思います。ちょっと時間が限られましたので、
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もう急ぎ足でいきます。 

 その③の役場組織の体質改善と、総務課長が時々言っていました機構改革、

来年２９年にはという話がありました。その機構改革をどういう狙いで、ま

たその今の体質改善と併せて機構改革というと、事務の合理化、そして組織

の改編なり、強化というのが機構改革でよく言われるんですが、まず役場組

織の体質改善については、どのように考えておられますか。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 体質改善ということで、何回にもなりますけれど、やるべき

ことがきちっとできていない、公務員としての仕事のやるべき姿ができてい

ないということをふまえて、そこはきちっと基本に立ち返って押さえていく

ということが必要かと考えています。 

 あと、役場には臨時職員も何人かいるわけですけれど、やっぱり正規職員

が見本を示していく中で、臨時職員の雇用ということも考えていくというこ

とも含めて、正職員が１００％あるいは１２０％の仕事をしてということが

必要かなと考えます。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 次、（２）と（３）と関連がございますので、一括で申し上げま

す。やはり、職員の資質向上、そして、最近、職員のマナーが悪いと言われ

ています。この前も町民さんから、窓口に行ったら、職員がガムを食べなが

らお客さんに応対していると。そして、奥から出てくるときにポケットに手

を突っ込んだままでお客さんに応対に来たと、そんな話を私は選挙期間中に

町民から聞きました。そういうことで、職員の資質とマナー、もう現状はど

うかというのを聞くまでもないんですが、やはり、そういう職員に対する研

修なり、訓練、指導、それと、役場の秩序というか規律、そういう中ではや

はり正しい決まりなり、また服務規程というのがあります。そういう中で、

非常に職員に対しては厳しさがないのではないかというところあたりで、ち

ょっと申し上げます。 

 平成１８年ぐらいに、実は「自己変革と対話で培う職員の育成を目指して」

というので、「甲良町やる気職員づくり指針」というのが、平成１８年にで

きて、そして、２１年ぐらいにそれの書き直しというか、更新がされていっ

ているんですが、ここに並んでおられる管理職の皆さん、そういうものは知

っていますか。総務課長、そういう指針があることはご承知ですか。知らな

い。実は、この指針は私は手元に持っているんですが、これは平成２０年ご

ろ、私はその前のときも一般質問でこの話を出したことがあるんです。要す

るに、職員の意識改革なり、資質の向上、職員の能力開発について、ここに

書かれているんです。その指針でもって周知徹底が図られていたら、今日の
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役場の体質改善云々とかいう、また、職員のマナー、そういう行儀作法なり、

態度、接遇のあり方が変わっていると思うんです。要するに、最近そういう

ことが非常に悪いということが聞かれている。じゃ、その間の職員の研修な

り、そういった周知徹底はどうしているのかということで、このことを知っ

ているかと聞いたんですが、今の管理職の皆さん、知らない。実はこれはで

きているんです、立派なものが。ぜひともそれをもう一度戻して、その資料

を一遍、探していただきたいと。もし何でしたら、私がこれをあげますから。

また、これが更新されていますから、そういうことでやはり職員に対する厳

しさ、特に町民に対する接遇、そういったものについては、やはり心して厳

しく皆さん方に周知徹底を図っていただきたいと思いますが、総務課長、ど

うでしょうか。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 大変お恥ずかしいお話で済みません。そういった研修、町役

場ではできておりません。これが事実でございます。少なくとも年度がわり

も含めて、接遇、それから管理職の事務処理も含めて、職務規則の徹底、財

政の考え方等も含めて、そこら辺の基本的な研修が甲良町では毎年、定期的

にできていないというのが現状で、申しわけございません。そこは、しっか

りとやるべきやと思っておりますので、間違いなく職員研修ということで、

それは取り組んでいきたいと思います。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 再質問は行いません。十分わかっていただいているというので、

そういったことでの期待を申し上げておきます。 

 次に、職員の定期異動についてですが、これは先ほど阪東議員からの質問

でもありました。私は現金、入札に携わる職員が所属するところについては、

３年。５年は長すぎます。そして、通常の一般事務においても、私は本当は

３年から５年といきたいところですが、これは３年から６年という幅を持た

せました。通常の一般事務といいますと、もちろん一般事務職員というのは、

どの課へ行っても、その事務処理ができる能力をもっていないといかん。専

門職とかそういう特定の職務じゃないので、異動があれば、やはり一からそ

の仕事を１年間で覚えて、２年、３年で実績を上げていくというサイクルで

ないとだめだと思うんです。だから、この一般事務行政職については、やは

り３年から６年で周期的に変えていく。そうでないと、組織の浄化、刷新、

そういったものを活性化を図ることはできません。職員が長いと、その仕事

に対する意欲が損なわれます。そして、仕事に対する緊張感、仕事のミスが

あると。そういったことから適時なときに３年ないし６年ぐらいでは、やは

り通常の一般事務は異動すべきだと。保育士については、もう決められてい



－85－ 

ますから、西保育センター、東保育センターと。これは、やはり５、６年を

めどに、長く、１０年、１５年にわたって同じ箇所というのはよくない。や

はり、５、６年ぐらいの周期で西と東にかわる。また、子育て支援センター

にかわるというサイクルはやはり必要だと。特に専門職につきましては、保

健師とか、その処遇については随時というか、職場によっては異動がないと

いうところもありますが、これらついては技能労務職の運転手もそうですが、

適時やられる方がいいと、私はこの定期異動については提案を申し上げたい

んですが、どうでしょう。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 議員の提案もふまえて、定期異動、やっぱりそれは必要やと

思いますので、そういった目安をつくっていきたいとは考えています。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 次に、５番、職員組織の少数精鋭化志向。これは、過去、山本日

出男町長のときに非常に財政的に困窮してきた時期がありまして、定年退職

をする職員に、後の補充を数年間行ってこなかった。そして、そこに職員間

の断層ができるというので、退職された方の３分の１もしくは２分の１の補

充で済ませてきた時期があります。そういうことで、これから後で出ます地

方創生の話でも出るんですが、甲良町の人口は間違いなく減っていきます。

町の一応、５，０００人というような目安を持っているんですが、人口も減

ってくる、その中でやはり町の職員の今現在の陣容を、私の思いでは３０％

の減員というのも提案申し上げたいんですが、これは必ずなし遂げていただ

きたい課題であります。 

 確かに行政のサービスの事情は複雑多岐にわたって仕事の量は増えてきま

す。増えてくるに応じて、職員の数も必要になってくるんですが、そこは実

は括弧書きで４０から６０、６０から８０、８０から１００というパーセン

トを書いているのには理由があります。 

 まず、職員のタイプからしたら、仕事ができる人、仕事のできない人、こ

れは能力です。それから、仕事をする人、仕事をしない人、これは仕事に対

する、要するにサボタージュ、仕事が本当に１００出し切ってやっているか、

いや親方日の丸、のほほんと１日過ごしたらいいというだけの仕事しかしな

いのかと。私も現職時代、やゆされたことがあります。お前らいいなと、親

方日の丸でのほほんと１日過ごしたら給料が当たる。お前ら月給泥棒やと言

われた時期も実はございました。そういうふうにして、職員のタイプも仕事

のできる人、できない人、仕事をやる人、やらない人、そういうことになり

ますから、やはり一番いいのは仕事ができて、能力があって、精いっぱい仕

事をするというのは一番いいんですが、中にはやはり仕事ができない、仕事
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をやらない、要するに、しないという職員がいてる。少なくとも仕事のでき

ない職員は、やはり教育なり訓練でもって仕事ができるようにする。そして、

仕事をしない職員については、やはり服務規程の基準、そういったものを徹

底的にその職員に与えていくということをしないと、実は４０ぐらいしか仕

事をしていない人はせめて６０％に上げてほしい。これは仕事率と言ってい

ますけど、仕事力でもあるんです。だから、８０％の方はやっぱり１００に

近づけてほしいと。そういうことを考えていきますと、この３０％の減員、

そして、仕事に対する職員の気構え、資質、また服務規程等の周知徹底によ

って必ずやなし遂げられる、これは目標でありますので、ぜひとも少数精鋭

化に向けた町の待遇なりを考えていただきたいと思いますが、どうでしょう。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 先ほどもちょっと言いましたけれど、やはり持てる力を最大

限発揮してもらう、させるということが大事やと思いますので、研修もふま

えて。あとは、管理職の能力もふまえてやっぱり部下にはきちっと仕事をさ

せるということも必要になってくると思いますので、管理職の研修もふまえ

てやっていきたいと、やらなければいけないなとは思います。 

 職員の数につきましても、人口減少に伴いましてやっぱり必要数が減って

くるであろうという認識はしておりますので、その辺もふまえて考えていき

たいと思います。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 次に、６番目に行きます。そういう厳しいことを言ったんですが、

やはり職員の待遇改善も考えていかなければならないと思いますが、私の現

職時代の給与水準というと、犬上郡内でいったら豊郷町、多賀町、そして甲

良だったと思います。今、町の段階でも日野町というのは非常に高い給与水

準であったと、当時からそうでした。今現在、仮に国のラスパイレス指数、

１００からすれば、甲良町はどの水準にありますか。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 ちょっとラスパイレスを持ってくるのを忘れたんですが、下

から数えて一番目、二番目ぐらいの給与水準です。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 私は少数精鋭主義、それと同時に職員の待遇改善を考えてほしい

という思いで今、質問をしているんですが、滋賀県下の尻から１番か２番と。

それだったらやっぱり職員の仕事に対する意欲もある一定、損なわれる。そ

ういう意味では、これは何とかして、上位に云々じゃないけれども、少なく

とも国が示す１００％のラスパイレス指数、私は現職時代は９７％ぐらいの

時期がありました。今現在、多分、甲良町は９５％前後ぐらいじゃないかと
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思うんですが、これは少なくとも多賀、豊郷、郡内平均以上の給料の改善を

何とかやるべきではないかと思います。 

 ２つ目に、同一労働、同一賃金。最近、これは国が言い出しました、この

表現。私は現職時代、職員労働組合に２０代の時期ですが、そのときの書記

長なり、委員長をやって、そのときに労働者としての立場で、この同一労働、

同一賃金というのを運動の中でよく言っていたことがあるんですが、最近、

これを国が言いました。同じ仕事をしたら、同じ賃金、給料がええじゃない

かと。とりわけ、保育士に対する待遇改善が言われています。もちろん正職

もですが、嘱託、臨時の保育士さんの労働条件なり、例えば正職の方と比べ

ると８０％確保されているのかどうかわかりませんが、その保育士の給与の

実態はいかがですか、今の臨時の。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 正職員でも幅がありますので、新卒で入った人と、一概には

比較できないんですが、金額だけ言いますと、保育士、嘱託で月額１６万５，

６００円です。今、保育園の保育士は全員嘱託です、臨時職員はおりません。

子育て支援センターの保育士は１６万３，６００円ということで、２，００

０円低くしております。これは、業務内容が若干違いますし、担任を持つ、

持たない、いろいろありますので、そこら辺のかげんで若干下げさせていた

だいているというのが現状です。一時金が出ておりまして、年間２．４カ月、

これは嘱託も臨時も一緒です。これは多分、他町に比べると、計算したんで

すけど、それも含めて年間の嘱託職員等の給与所得を見ますと、他町に比べ

ると甲良町は高いという数字が出ております。有給休暇は嘱託も臨時も年間

１０日という条件で来ていただいているというのが、保育士の現状です。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 今の総務課長の話では、甲良町は比較的水準が高いというところ

でございますが、嘱託、臨時であろうと、やはりその保育士の経歴、経験に

よって給料も変わってくるんですが、少なくとも同じ経験を有している方な

ら、最低８０％の確保は現在では通常というか、同じ仕事をしていて、そし

て、そのキャリアも同じキャリアがあるとしたら、少なくとも８０％までぐ

らいの給与の確保は今後必要ではないかと思われます。もちろん、臨時、パ

ート職員の処遇改善についても、これはぜひとも考えていただきたいという

ところで、大きい１番の質問はこれぐらいにしておきます。 

 次に、２つ目、しあわせの里・こうらの創生。これは私が甲良町が幸せの

里であればいいなという願いも込めて、しあわせの里と言っているんですが、

甲良の創生についてということで質問を申し上げます。 

 実はこれは簡単に企画監理課長に１人で答えていただこうと思ったら、何
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か今日のこれを見たら、いろんな人が答えていただくようになっているので、

一つ一つ申し上げると時間がないので、一括で一つ一つを申し上げたいと思

います。 

 まず、（１）の人口減少対策としてのまち・ひと・しごと創生とは何かと

いうので、もちろん滋賀県では甲良町、多賀町、竜王町、いわば崩壊という

か、なくなるんじゃないかというところまで人口減少が非常に心配されてい

るというところでございますが、その人口減少対策を私は大きく４つ上げて

いるんですが、やっぱり甲良町で生まれてくる子どもを多くしたいというか、

出生率を上げるということ。それから、やはり甲良町からよそへ出て仕事を

するんじゃなくて、甲良町から通勤範囲内で就労に就いていただきたいとい

うこと。そして、健康で長生きをしていただくということと、少しでも長く

甲良に住んでいただきたいという、その４つを上げました。 

 もう一つ、実はあるんですが、甲良町に来ていただく、甲良町に移住して

いただく。要するに、甲良町に転入していただくという、よそから甲良町へ

ということも実は１つあるんですが、これはよくよく考えると、仮に甲良町

へ来ていただいたはいいんですが、来ていただいたその先の方では、その分、

人口が減る。ということは、日本的に見たら甲良町が仮に増えても、その元

のところでは減るということになってくると、これはもう結果的には一緒だ

と。だから、あまり移住というのには私は重きは考えない。甲良で増える分、

よそで減るということは、結局は一緒だというので、日本的に考えればそう

いうことだというので、特にこの４点を上げたんです。一人一人の方が出て

いますので、まず出生率を上げることについては、保健福祉課長、どうです

か。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 保健福祉課の方では、まず出生率を上げるためのことと、

それについては出生を安心して生み育てる環境整備が必要であると考えます

ので、現在、妊娠、出生の支援としては、妊娠を望む夫婦の不妊治療費の一

部を助成しております。県の助成がない人工授精の費用も、甲良町では対象

としております。制度が始まって９年間で９組が出生につながっております。 

 以上です。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 通勤可能範囲内の就労。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 就労支援につきましては、アンケート中にも出ておりました

ので、今後、まち・しごと部会で検討をしていきたいと考えております。 

○木村議長 建部議員。 
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○建部議員 お年寄りが健康で長生きしていただくことについては、保健福祉

課長、どうでしょうか。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 生活習慣病の重症化を防ぐために、健診内容の充実を図

り、生活習慣を改善するための個別指導を年間を通じて実施しております。

また、今年度からがん検診の自己負担を無料化し、全て同日に受けられる総

合健診を実施することで、受診者を増やし、早期がん患者を発見し、がん死

亡を減らす取り組みを行っています。また、さらに高齢期になっても介護予

防事業を推進することで、健康長寿の寿命を延ばす取り組みを行っておりま

す。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 一応、４つのことについてお答えをいただきました。とりあえず、

人口減少対策としては、この４つの柱が中心だと思います。 

 そこで、（２）のその戦略はいろいろあります。私は次の３つについて提

言をしたいというか、考えを聞きたいと思います。先ほども申し上げました、

やはり沢山の子どもを産んでいただきたいという意味で、それを奨励すると

いうことで、そのお祝いとして子育て支援をするために出産お祝い年金を創

設したらどうか。もう具体的に言えば、第１子３０万円、第２子５０万円、

第３子１００万円、そして、第４子については５０万円と下がって、第５子

については３０万円。非常に金額が高うございます。でも、私はこの金額に

は固守しません。第１子３０万が２０万でもいいんです。第３子１００万が

５０万でもいいんです。ただ、こういういわば金額が多ければ多いほど、私

はいいと思うんですが、ただ第１子が生まれてから、一時に３０万というこ

とじゃない。３年間かけて１０万円ずつ支給をすると。ただし、甲良でその

子どもを産んでいただかなければいけませんので、父母ともに甲良町に住ん

でいていただくというのが当然の条件になってくるわけですが、それでもっ

て３年間で第１子の場合１０万円ずつ。これには、保育園の保育料も含めて、

その子育てを支援するわけですから、年１０万ずつの年金という考え方。そ

れが第３子でいうたら１００万、これは１０年間かけて１０万円ずつ支給す

るわけです。その１０年間、子育てのために使っていただくというような制

度を創設したらどうかという提案なんです。 

 ２つ目には、特別自治区設置、これは団地ですよね。要するに、１００戸

程度の分譲、そういった集合住宅の団地をつくって、アンケートの中にもあ

りましたね。つまり、旧村というか、自治会、現在ある村の古い、しきたり

とか因習、そして土日の勤労奉仕、出役、そういったものがあって、非常に

そういったことに対する抵抗を感じておられる方がございます。そういうこ
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とで、土日の出役や勤労奉仕のない、また自治会事業や活動は自主参加とし

て自由、快適な住環境、生活空間を創出するという、どこかにそういう団地

をつくって、そういうところで住まいをしていただくという。もちろん、各

字内には空き家がどんどん増えてくるわけですが、その空き家対策として本

当はその在所に住んでいただきたいということもあるんですが、特に今言っ

た、そういうおつき合いの苦手な方々がそういう住環境でもって生活をする

という団地をつくってもいいのではないかということ。 

 そして、３つ目には甲良の宝、もちろん子どもでございますが、それが家

族愛なり、郷土愛を育み、賢い。この賢いという表現、まずかったかもわか

りませんが、やはりどうしても賢いという言葉にとらわれたんですが、学力、

知力、ここであえて体力を入れていないんです。体力は、私は甲良の子は体

力があるかなと思っていますからあれですが、一応、学力。もちろん、何回

も話題になりますが、滋賀県は日本全国的に言えば、下から２番目、３番目

ぐらいの学力の水準であると。そしてまだ、甲良町はその滋賀県の中でも下

から数えて、いや一番下かもわからないし、数えて何番目かというところの

学力の水準であります。私は、日本一とは言いません。せめて、滋賀県一を

めざした学力、そういう賢い子どもを何とか地域をあげて、もちろん学校も

含めてですが、そういう子どもに育てられないか。日本一じゃないです、滋

賀県一をめざして、そういう子どもが家族愛、そして郷土愛、要するに甲良

町から離れずに甲良町で生活がしたいと思える、そういう子どもに育ててい

っていただきたいなと思うし、また地域の皆さんが、私らも含めてそういう

子どもたちに育てていくという夢に近い話なんですが、そういうこの３つの

ことが私は一番に頭に浮かんできたことなんですが、これに対してそれぞれ

ございますので、ちょっとお伺いします。 

 まず１番の問題で、保健福祉課長。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 今回、子育て応援金支給条例を上程させていただいてい

ますけれども、年金タイプではなく、今回は出産祝い金として継続可能な支

援の実施を考えておりますので、出産祝い金は１人２万円と考えております。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 それで、今、２万円考えている、それはそれでいいんですが、こ

れは検討の余地があると思いますか。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 子育て支援策で出生を上げるためには、出産祝い以外に、

その他の支援もあると思いますので、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

本部会議の方で、またさらに支援策を検討していきたいと思います。 
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○木村議長 建部議員。 

○建部議員 ２番目のことにつきましては、どうですか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 住宅用地確保事業化の調査業務というのを今年度着手す

る予定でございます。これは、事業化ができるかどうかというところで、宅

地ができるかという調査でございます。自治の内容につきましては、事業化

が進んでからの課題と考えております。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 次、３番目、学校教育課長となっていますが。 

○木村議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 甲良に長く住んでいただくために、議員の提案はとても

大切だと認識しております。このことは甲良町の教育方針にも盛り込まれて

いるものでございます。郷土愛を育むために学校教育では総合的な学習の時

間や生活科の授業の中で地域に実際に出かけて、地域の人と触れ合う中で、

地域のよさや人々の生きざまに触れて、郷土に愛着と誇りが持てる子どもの

育成を今、めざしているところでございます。甲良三大偉人や人権獲得に尽

力した人々についても学んでおります。また、５年生、６年生を対象としま

した「せせらぎ探検隊」でも、三大偉人にかかわることを計画しています。 

 学力につきましては、昨年度から中学校に佛教大学の原教授や講師の方々

を招聘して、教職員の指導力の向上を図っているところです。また、学力・

学習状況調査につきましても、それぞれの学校で分析をし、子どもたちが主

体的に学べるよう、授業の改革の方をめざして取り組んでいるところでござ

います。 

 以上です。 

○木村議長 建部議員。 

○建部議員 私の予定は３０分でございましたが、今、３５分です。あと１分。 

 最後の３番目のしあわせの里・こうらの創生は、総合行政と町民生涯福祉

の極み、知恵と力を出し合い、みんなで成そうというのは、これは質問では

ないんです。私の思いなんです。この地方創生という政策は、総合行政、ト

ータルに考えていかなければならない施策だと、私は総合行政だと思ってい

ます。また、小さいお子さんというか、生まれてくる子どもから天寿を全う

して亡くなる老人の皆さんの生涯を含めた生涯福祉という立場で考えていか

なければならない。これには大変なお金がかかります。そのお金には皆さん、

議員も行政も知恵と力を出し合って、何としてもこの地方創生をなしていこ

うということで私の一般質問を終わります。 

○木村議長 建部議員の一般質問が終わりました。 
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 次に、４番 山田裕康議員の一般質問を許します。 

 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ４番 山田です。議長の許可をいただきましたので、一般質

問を行います。 

 ６月に入り、麦の収穫時期となりました。今年は麦の被害もあって大変心

配をしておりましたが、何とか収穫時期を迎え、少し安心しておりますが、

被害状況をお聞きしたいと思いますし、また、ことわざで喉元過ぎれば熱さ

を忘れると、人の噂も七十五日など、時間がたてば忘れられるということわ

ざがあり、町民の方も少し忘れがちになっておりますが、甲良町においては

絶対に起こしてはいけない、忘れてはならないことが起きていますので、そ

の不祥事について再度質問したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、質問に入らせていただきます。全国を騒がせましたプレミアム

商品券の問題を問うということで、確認なんですけど、①でプレミアム商品

券は幾ら分を発行して、使われたのが幾ら分なのか。そして、何パーセント

使われたのかお聞きします。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 商品券ですけれども、５万２，０００枚発行されまして、使

用枚数は５万１，７８４枚でございます。使用率は９９．６％でございます。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 沢山使われたということで、まだ使われていない方もいてた

ということなんですが、これについて換金において加盟店とのトラブルなど

はなかったんでしょうか、お聞きします。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 聞いておりません。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 それだったらいいんですけど、次の質問なんですけど、国か

らの交付金が幾らになったのかお聞きします。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 交付決定額が１，５０３万４，０００円ありまして、実

際に使ったお金が１，２７４万９，０００円です。不用額ということでお返

しした額が２２８万５，０００円で、２２８万５，０００円の内訳としまし

ては、プレミアム商品券は買われたんですけど、使われていなかった分が２

０万９，０００円です。あと残りの２０７万６，０００円につきましては、

消耗品とか印刷製本費、手数料とか、当初、臨時職員さんを雇うつもりでし

たので、そういうお金が使われていなかった分として返しております。 



－93－ 

 以上でございます。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 予定よりちょっと下回ったという原因まで言っていただいて、

大変ありがとうございました。 

 次の質問なんですけど、この前も言わせてもらったと思うんですけど、常

陸太田市の議員の方では、プレミアム分を返還して辞職されておりますよう

に、きちんとけじめをつけているのが現状であります。それで③の質問なん

ですが、プレミアム商品券の購入に際して２冊を超えて購入した北川町長と

建部議員は、その超過した購入分に対して返還されたのかどうか確認します

ので、よろしくお願いします。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 返還されていません。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 返還はされていないということなんですけど、ちょっとこれ

は町民が納得するかというと、またこれも問題になってくるかと思うような

ことなんですけど、新聞、テレビ等の報道では深く反省しているとか、そう

いうことをずっと言っておられました。それなのにこれをしていないという

と、ちょっとこのことを言っていたのはうそなのかということを町民の方に

聞かれたら、思われると思いますので、ちょっとそれ以上追及するのは今日

はやめておきたいと思うんですけど、ちょっとそこら辺のことを考えていた

だきたいと思います。 

 それで、④の質問なんですが、プレミアム商品券でとても町のイメージが

悪くなっております。今後、このプレミアム商品券の取り扱いなどを行うの

は、どのように行っていくのかというのがあれば教えてください。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 現在のところ、プレミアム商品券の計画はございません。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 私もその方がいいなと思っておりましたので、もうこれはち

ょっとまた悪いうわさも立ってはいけませんので、ちょっとこれはこれでい

いと思います。このことにおいて、やっぱりプレミアム商品券で全国で有名

になって、悪いイメージが甲良町につきました。こんなことが今後、絶対に

起こってはなりません。また、テレビ報道では行政のずさんさも指摘されて

おります。これからは何を行うにしても、しっかりと計画を立て、もう二度

とイメージを悪くするようなことがないようにお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問事項の南部工業用地造成事業計画を問うということに

入らせてもらいます。 



－94－ 

 ①の計画に反対されています西明寺とはどのような話し合いになっている

か聞こうと思ったんですけど、先ほど西川議員の質問から、まだ何も交渉の

方はやっていないということだったんですけど、それでよろしかったでしょ

うか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 先ほど、西川議員にお答えしたとおりであります。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 今後、折衝していくという予定とかは全然ないということで

よろしかったですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 いいえ、当然、協力依頼はお願いに行こうかなと思って

いますが、先ほども言いましたとおり、ごみ処理施設の関係でも反対されて

おりますので、その応募期間が７月末でありますので、それを終えてから、

企業誘致担当課としては協力依頼をしていきたいなというように考えており

ます。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 わかりました。次の②の質問なんですけど、西明寺が反対と

いうことなんですけど、この計画を反対しても１００％反対でも進めること

ができるのか、それとも１００％反対であれば進めることができないのかお

聞きします。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 協力をお願いして進めるのが本意でありますが、制度的

にだけ申しますと、開発行為の申請、許可につきましては、技術的な手続と

いうことになっておりますので、その行為自体はできます。なるべく協力を

お願いしながら、一緒に取り組んでいきたいなとは考えております。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ちょっと質問があれなんですけど、１００％無視してやって

いっていいものなのか、やっぱり無視してはいけないので、１００％これが

反対であったら、していってはいけないのかというのをちょっとお聞きした

いんです。どちらかというのをちょっと聞きたいんですけどね。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 無視してやるとか、やらんということではなしに、同意

がなくても制度的には進めていけると。先般、県の方にも確認には行きまし

たが、１０年ほど前までは同意行政ということで、何でも同意をもらうとい

うことでしたが、国交省の方がもう同意は不要やと。技術的な申請をチェッ

クしてということですので、同意自体は要らないということでした。 
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○木村議長 町長。 

○北川町長 企画監理課長がそのように申し上げましたが、やはり、我々とし

ては共存共栄ということを大前提にしていますので、できることなら西明寺

さんの１００％のご理解をいただいて、同意をいただくという中で事業に取

り組んでいきたいと。 

 そのためには、まず話し合いすることが大事なんですけども、ただ今の段

階では西明寺さんの方も弁護士さんを通じて折衝をするというような形で向

こうが言われておりますので、だけども我々としては、弁護士さんを通じる

のも当然必要なことかもしれませんが、弁護士対弁護士でそういう話し合い

をするというのもいかがなものかというのが１つと、それと、やはり企画監

理課長が言いましたように、ごみ焼却場、これは期限が７月末ですので、そ

れで甲良町としてはごみ焼却場には手を上げませんということを意思表示を

はっきり表明をさせていただいて、そのことを理解してもらってから、でき

るだけ西明寺さんの気持ちに合うように取り組んでいきたい。 

 西明寺さんも全てがノーじゃないと思うんですよ。一番最初は、私どもが

説明させていただいたときは、工業団地、企業進出については賛成すると。

取り付け道路についても協力すると。売ることはできないけど、貸すことは

できると。そういう話し合いの中からスタートしているんです。それが途中

から、ごみ焼却場の問題が発生したことによって、ちょっと考え方が変わっ

てきたというようなことでもありましたので、西明寺の住職さんには、そう

いう意味では誠意をもってお話をさせていただいて、企業誘致についても共

存共栄でき、また逆に半面、西明寺さんにとっても、その方が観光というん

ですか、西明寺さんの客が増える、そういう観光面でもプラスになる、そう

いうような形の企業を選定してお話をさせていただくというようなことで、

円満解決という方向で。何も法律がこうだから、それで強引に進めるという

ようなことじゃなくて、円満に話を持っていきたいと思います。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ありがとうございます。それを聞かせていただいて、ちょっ

と安心しました。やっぱり、西明寺さんの意見もきっちりお聞きして、共存

共栄というのを言われたように、しっかりしていただきたいと思いますし、

早めに西明寺さんの意見をしっかりと得ていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それで、次の３番目のごみ焼却場についてということで、今いろいろ答え

ていただきましたが、ちょっと最初の方にお聞きしたいのがありますので、

少しだけ質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。現在の進行状況をお聞かせください。 
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○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 現在、彦根愛知犬上広域行政組合において、平成２６年１２

月に第三者機関として、彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地選定委員

会が設置されております。２８年３月までに９回開催されています。また、

住民説明会は３回開催されております。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 次なんですけど、候補地は今どのようになっているのか、あ

ればお聞かせください。 

○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 平成２７年１０月１５日から平成２８年７月２９日までの期

間で、建設候補地の公募をしております。選定委員会からは、現在、応募さ

れているのは１カ所と聞いております。まだ公募中ですので、応募された地

域名は公表されておりません。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ありがとうございます。次に、候補地を聞こうと思いました

が、それはまだ公表されていないということなので、よろしいです。 

 次の③の質問なんですけど、ごみ焼却場に池寺地区が候補地になるとかい

う話もあったんですけど、候補しないという形を、先ほど甲良町からはない

ということだったんですけど、これでよろしかったでしょうか。 

○木村議長 町長。 

○北川町長 甲良町は候補地として名乗りを上げることはありません。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 わかりました。ありがとうございました。 

 それで、次の質問に入らせていただきたいと思います。４番目の、新聞等

で言われておりました住民課での私文書偽造、再発防止に向けてどのように

行っているのかちょっとお聞かせください。 

○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 当時使われておりました印鑑につきましては、総務課が回収

して処分をしております。福祉医療対象者全員から福祉医療券交付時に付加

給付等を受給した場合の報告、保険者への連絡等について、文書にて同意書

の提出をお願いしております。また、福祉医療高額療養費請求事務について

は、連合会からの情報をもとに、誰がいつどのような状態かというのを全て

一覧表にしまして、管理職が業務を把握しております。全ての申請について

は、本人の署名、押印ということを基本にしております。 

 以上です。 

○木村議長 山田裕康議員。 
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○山田裕康議員 それでは、今、書いたもので全部チェックしているというこ

とでよろしかったでしょうか。それで、次の質問なんですけど、やはり課長

が変わっているということなので、これに対しては引き継ぎ等、きっちりと

どのようにやったのかというのをお聞かせください。 

○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 現状といたしまして、経過報告と改善内容について事務引継

書を作成し、口頭での引き継ぎを前課長から引き継いでおります。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 前住民課長の山田でございます。平成２８年３月２９日に、

米田後任課長に事務引継書によりまして、口頭と書面で管理職の管理不足に

起因いたします福祉医療高額療養費請求の確認について、平成２７年度にお

いて管理職が把握するため、担当に誰がいつどのような状態かをエクセルで

管理するよう指示しているので、適時、管理職が確認をすることとしている

ので、遺漏なきよう確認されたいというように引き継ぎを行っております。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 事件のときの担当課長でございまして、管理職が現状把握を

できていなかったのが原因でありますので、現状把握はできる体制にして、

管理職が随時確認することを引き継いでおります。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ありがとうございました。今のですと、やっぱり文書に書い

てずっと行っているということなので、しっかりとできているというお答え、

ありがとうございました。 

 続きまして、文書に書いてずっとチェックをされているということなんで

すが、一番肝心なこと、次の③の質問なんですけど、この前、机等の中に印

鑑等を隠し持っていたり、そういうようなことがやっぱりあって、こういう

ようなことが、自分以外の印鑑を持っていたりとか、そういうようなことが

あって、こういうことが起こったと思うんですけど、それ以後、やはり机の

中のチェック、ロッカーのチェック等はどのように行っているのかお聞かせ

ください。 

○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 個人情報等が記載された書類は、鍵つきの公用ロッカーの中

に保管しております。ロッカーの鍵については、管理職が管理をしておりま

す。あと、個人の机、ロッカーについては個人の管理となっております。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 個人の管理と言われましたが、机の中とかは開けて、やっぱ

り管理職が点検をするというところをお聞きしたんですけど。 
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○木村議長 住民課長。 

○米田住民課長 個人の机の中というのは、本人の許可があって、何かを見た

いときとかには本人に声をかけて開けることはあるかと思いますが、特別に

はしていません。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 そしたら、もう全然チェックしていないということですね。

机の方は。ちょっとお聞きしたいんですけど、机というものは役場のものな

のか、個人のものなのか、どちらなんですか。 

○木村議長 総務課長。 

○中川総務課長 そのあたりについても、おっしゃるように徹底ができていま

せん。私は個人的には役場が管理をするべきやと思っていますので、私的な

ものをそこに置いておくというのは、必要最小限であってもあかんかなと。

ただ、例えばロッカーとかが十分完備できていない部分も、うちの役場はあ

りますので、弁当を持ってきました、それをどこに置いておくんですかと、

細かい話が出てきそうなんですね。それは認めましょう、どうのこうのと。

その辺も含めて、机、ロッカーの管理についての決まりが今ございません、

役場では。それも含めて今後の防止策ということを考えて取り組んでいく必

要は認識しておりますので、早急にやっていきたいと考えています。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 今、総務課長が言われたことが、私は一番だと思っています。

やはり、私らのところも監査を受けています。県の監査、中央会の監査を受

けていますけど、やっぱり県の監査が来ましたら、１人ずつの机の中身を全

部チェックされます、監査委員の方は。それと、やっぱり年に２回ぐらい、

先ほど阪東議員の質問で言われたんですけど、内部出向制度があります。こ

れで内部出向で１週間、部署同士の交代をされるときは、新しく来た人が全

部、机の中をチェックします。交代された人が机の中を全部して、重要書類

を隠していないかとか、そういうのをチェックします。そのときに管理職も

またチェックします。また、もう１回ぐらい決まった期間において、それも

も管理職が全員の机の中身をチェックします。やはり、重要書類というのは

沢山ありますので、役場に関してもあると思います、お客さんからの申請書

もあると思いますし、いろんなそういう申請書などを隠していたりしたら、

これはまた新たな不祥事につながると思いますので、そういうようなところ

を徹底していただきたいというのが私の願いで、この質問をさせてもらいま

した。 

 次の質問に関しても、総務課長に聞こうと思ったんですけど、今のお答え

にありました。そのようにこれからやっていくということを聞かせていただ
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きましたので、もう次の質問は省かせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 次は、これからの質問なんですけど、確認の質問ということで、手短にい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次なんですけど、この前、質問させていただきました、凍霜害によって影

響が心配されているんですが、麦の収穫時期を迎えてどのようになっている

のかちょっと把握されていればお願いいたします。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 この件につきましては、県の方に確認させてもらいまして、

凍霜害の麦の穂が出ない、あるいは枯死するという状況はあまり見られてい

ないということでございました。また、寒波の影響で茎数が抑制され、穂数

が減少する、また遅れ穂の発生が多くなり、収穫時期の麦の生育がちょっと

ばらついているということを聞いております。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 今ちょっと、圃場を見ていますと、やはり色づいているのと、

ちょっとまだ青いのがちょっとばらついていますが、やっぱりその青いのを

待っていると収穫ができないということなんですけど、収穫量の方はどのよ

うになるかというのはまだちょっと把握はできていなければよろしいんです

けど、わかっていればよろしくお願いします。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 数量まではちょっとわかりませんけれども、穂数が減少した

ことにより、収穫は昨年と比較すると低くなると、県の方は推測している状

況でございます。また、成熟期のばらつきが小麦の品質に影響しないかと心

配しているということでございました。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 やはり、ちょっと青いところとかがあれば、品質も下がると

いうことで、また麦の値段も変わってくるということで、ちょっとそこら辺

のことをちょっともっと把握していただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、次の質問なんですけど、減反の補助金のことなんですけど、２

０１８年に廃止ということになっているんですけど、このことについて今は

まだ早いんですけど、ちょっと考えていることがあればお聞かせ願いたいん

ですけど、まだでしたらそれでよろしいですけど。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 ２０１８年度から麦の減反廃止ということになっております

けれども、米の生産配分数量の目標を２０１８年度から配分しないというこ
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とでございまして、生産調整の補助金は、単価は変わるかもしれませんけれ

ども、継続されるということは聞いております。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ありがとうございました。これからも続くということなんで

すけど、これからやはり農家離れが多くなって、深刻な問題になっておりま

すので、②と③の質問なんですけど、こちらのはまだ全然という形でよろし

かったでしょうか。 

○木村議長 産業課長。 

○川嶋産業課長 ②につきましても、①と同様な考え方でございます。③につ

きましては、今後、きめ細かな情報提供を行うと国の方が言っておりますけ

れど、現状では何も聞いていない状況でございます。県の方につきましては、

再生協議会段階でも会議は予定されるということは聞いております。 

○木村議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 ありがとうございました。本当に農家離れが深刻な問題にな

っております。このことによって、米価の下落などが起こり、ますます農家

離れが加速しないように、しっかりと指導を行っていけるようにしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 これで、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○木村議長 山田裕康議員の一般質問が終わりました。 

 次に、１１番 西澤議員の一般質問を許します。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 それでは、ラストバッターです。疲れも皆さん、出ておられると

思いますが、質問に的確に、また丁寧に答えていただくことを申し添えて質

問に入らせていただきます。 

 以前も述べたことであります。南部工業団地計画についてであります。私

たちは工業団地造成、工場誘致全般を否定するものではありません。工業団

地に関しては需要を無視して呼び込み方式などは税金の無駄遣いとなること

を指摘し、工場誘致にあたっては公害企業でないこと、地元雇用に貢献でき、

他産業育成にも波及効果があるもの、誘致のための特別優遇策を行わないこ

となどの条件を提起してまいりました。 

 今回の南部工業団地計画に関しては、大変問題が大きく、疑問が浮かんで

くるのです。ある意味では、危ういものを感じます。計画の中身については、

通告書に従ってお尋ねをいたしますが、計画の進め方についても問題点があ

ると考えています。 

 大林組から寄付を受けた後、さまざまなアプローチ、プロセスがあったこ

とは事実ですが、中間デベロッパーに委託をして南部工業団地として開発す
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ると公表されたのは昨年の１２月議会が初めてです。そして、いきなり業者

選定、支援業務委託費４９万７，０００円を計上した補正予算を提出されま

した。質問して初めてわかったのは、この４９万円を認めれば、工業団地計

画全体に進むのだと説明されましたが、行政と議会が状況を共有し、町民と

ともに人口減少問題に正面から取り組もうという誠実な姿勢が感じられませ

ん。それで、１２月議会はこの議案は否決されています。そこで、具体的に

質問をしてまいります。 

 予算の概要の中にも触れられていますが、建設の必要性について、人口減

少対策を掲げておられます。具体的根拠として理由を示すべきではないかと

いうように思うんです。後でも触れますが、過去の企業誘致、旧北海製缶、

それから、北落の工業団地などが、その効果につながらなかった教訓もふま

えているのかどうかも説明をよろしくお願いいたします。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 まず、根拠の関係ですが、平成２６年度に町在住の２０

歳から４０歳の若者を対象に実施した、甲良町若者定住移住支援に係る町民

意識調査の項目の中で、「甲良町に働く場所があればよいと思いますか」の

設問に、「思う」と回答された方が６割以上おられまして、甲良町に働く場

所を求められております。 

 昨年の甲良町のまち・ひと・しごと総合戦略推進委員会の議論の中でも、

地域で働く機会を支援するという個別施策に対して、雇用の生まれるような

企業誘致、多様な業種確保のための企業誘致と地元企業の支援など、企業誘

致も有効であるとの委員さんの意見もいただいておりますので、本部の方で

議論させてもらいまして、まち・ひと・しごと総合戦略の中で掲げさせても

らったものであります。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 進出する工場は、大部分、全てではありませんけども、本社ない

しは旧来のところの従業員を連れて移転をしてくるというのが実態です。多

賀の工業団地ができました。しかし、大阪や近隣ないしは関東から来た企業

についても、本社ないしはその関連企業の従業員を連れて、ないしはそうい

うところの雇用をするという点で、地元の雇用が増えたということは聞いて

いません。多賀町も非常に人口減少、激減をして深刻な状況となっているこ

とから見ても、それが見えるようだと思います。 

 そこで、池寺の説明会がありました。そこで、過去の実績として増えてい

ないではないかと質問をされて、十分な説明がなかったと聞いていますが、

どうなんでしょうか。 

○木村議長 企画監理課長。 



－102－ 

○中川企画監理課長 まず、北落工業団地の関係ですが、北落工業団地３社で

現在７２名の方が働かれておられまして、北海製缶は１５名、ユニバーサル

が１０３名の方というような実績になっております。当然、議員が言われた

ような質問も出まして、当初うちの方もプレゼンに行ったときに、エリアを

全部、企業団地としてやった場合に１，０００人規模の立地企業をめざすこ

とが可能かどうかというようなことを診断してもらいまして、やり方によっ

ては可能やということでしたので、町としては１，０００人規模の企業立地

を目指しているところであります。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 人口減少問題のところで改めて質問しますが、総合施策なんです

よね。つまり、例えば子育て支援を強化する、建部議員から提案があり、総

論としてはいい提案だなと思いますが、それを進める上では、そしたら、予

算の使い方、重点配分はどうするのかというのが問われます。そういうとこ

ろから見れば、工業団地はデベロッパーに委託をして、町の持ち出しは最小

限。最小限といえども、道路、それから上下水道の設置で８，０００万と出

ています。計画では１億を超えるだろうというように私も見ていますが、そ

の前後になるわけですよね。それの出費をして、人口の増加ないしは定着に、

子育て施策やその他の住み続けられる、ないしは甲良町に住んでみようかと

いう施策の実行は何年かの実績が要るわけですよね。そういう実績をふまえ

た上での工場団地の計画、それから雇用の創出を総合的に進めるという視点

が必要だと思うんですが、いかがですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 当然、議員が言われるように、総合的に進めるべきやと

思いますし、総合戦略自体が総合施策を掲げていると思っております。将来

人口５，０００人という目標も立てましたので、５，０００人を維持すると。

それを維持するための向こう５年間の計画やと。１年が終わっていますので、

今年を含めて４年間の計画です。予算のところでも何回か説明はさせてもら

っていますが、分譲地の可能性調査もしておりますし、企業誘致の方もこう

いうふうに説明させてもらっています。ただ、議員が言われるように、ハー

ドありきではありませんので、今回の補正予算でも子育て応援給付金をした

り、なるべく加速化交付金が示されたら、それに便乗して町の単費を使わず

交付金１００％でやるとか、今回も新型交付金が示されたので、それを使っ

て子育て施策なり、特産品施策も併せてやるつもりはしておりますので、３

８事業プラス１事業、３９事業をやることによって、こういう人口問題はク

リアできるのではないかとは考えております。 

○木村議長 西澤議員。 
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○西澤議員 私は、南部工業団地の計画をする上で、予算概要のところに人口

減少対策というのが書かれていましたので、改めてそれが本当に功を奏する

のかという点が疑問に思うわけです。甲良町における人口減少問題の背景、

町が実施したアンケートにも示されていますように、政策以前の課題があり

ます。そのアンケートによれば、字、集落の行事が多すぎること、それから、

大小の不正がありました。官製談合に始まって、また盗水事件もありました。

こういう整理を、また克服をしていかねばなりません。甲良町では、また最

重点施策、最重要の課題として進めた同和対策事業、これの公正な解決も必

要になってまいります。 

 こういう点から見ますと、先進的な例で、全国的な例で見ても、町民の願

いから見ても、経済的な負担の軽減、子育てや教育に係る、これを直接、家

計を温めるというのが望まれているので、そういう方向にかじを切り、そし

て、そのことが定着して人口の減少に歯どめがかかるという状況を見ながら、

ないしは、そういうことを確認した上で雇用の創出、工業団地の計画も前へ

進める必要があるかと思いますが、そのときはまた時期が来ると思います。 

 そこで、２つ目に、今回計画されている場所のことなんですが、自然との

調和、甲良町の将来、農業振興の重要な課題にマッチしているのかと、こう

いうように疑問に思います。町は説明の中で、造成の土砂は外部に搬出しな

いとしていますが、大規模な開発で生態系が激しく破壊されることは明らか

であります。また、歴代の町政はさまざまな問題点があっても、自然豊かな

町、農業の町をベースに施策を組み立ててきたと考えています。地元の池寺

区も二次計画を読ませていただきますと、自然があちこちに出てきます。環

境保全も出てまいります。自然と調和したまちづくりの展望を示しておられ

ます。これは、２４年から３３年にかけての二次計画であります。この点で、

今回の計画が、その自然保護や農業振興、農業の町にふさわしいものかとい

う点で、どういう考えを持っておられるのか説明をお願いします。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 自然との調和、甲良町の将来像ということです。平成２

２年に第３次甲良町新総合計画を立てています。その中で、町の主要課題に

も掲げていますが、甲良町の地域経済を元気にするというような項目があり

まして、その中で町への人の定住、定着を促すために、産業誘致による雇用

の拡大は重要な町の課題だと、この時点で示されておりますので、今回、総

合戦略で位置づけて、企業誘致を進めるのは、総合計画自体にもマッチして

いるとは考えています。また、進出企業によりましては、農業振興につなが

る企業も可能性はあるのではないとは思っております。 

○木村議長 西澤議員。 
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○西澤議員 人口減少問題については、以前から私は言っていますが、町民の

意識、町民がやっぱり結束をし、そして、一緒に協力をするということがと

ても大事ですし、そのことの情報を共有するということが前提になってくる

というように思うんです。ですから、手法のところでも最初に言いましたよ

うに、去年の１２月に提起されて、こういうことが進む。そして、しかも負

担は少ないというものの、従来あった自然環境が変化をする、あるいは壊さ

れてくるということになってくるわけですから、いろんな知恵が町民に結集

してもらうという論議が必要だというように思います。 

 そこで、次のところに、私も現地に入りました。ため池の歴史、自然をほ

んの少しでありますが、かじったつもりであります。そこで、聞きますと、

希少動物、絶滅危惧種などの多くが生息する地域だと聞きました。豊かな自

然環境が残されている状況を認識されているかどうかお尋ねします。ちなみ

に、今日持ってまいりましたのは、池寺区が発行している、これは二次計画

です。よく池寺の区民の皆さんはこういう文書、それから、論議を重ねて、

作成をされて、池寺を住みやすいようにとされているわけですね。池寺の農

業、ここにもマッチした、いろんな歴史、文化が記されています。その点で

も住民合意、そして、地元池寺だけではありません。町民が知恵を出し合う、

そういう合意づくりが必要だと思いますが、いかがですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 豊かな自然環境を認識しているのかということで、当然、

豊かな自然環境ということは認識しております。まず、滋賀県自体が環境に

熱心な県でもあります。それで、滋賀県の条例で恵まれた自然環境を保護し、

より豊かな自然環境を創造するための自然環境の保全を図ることを目的にし

た、滋賀県の自然環境保全条例というのが制定されておりまして、当然、企

業誘致を進めていく上で、この自然環境調査を滋賀県の場合はやらなあかん

ということで、期間も１年以上かけてやると。その結果をふまえて、滋賀県

の方と自然環境保全協定を締結して、どのように自然環境の保全に努めるか

というような協定も結びますので、その辺はクリアできるものかとは考えて

おります。 

 あと、住民合意の件ですが、４月のまちづくり協議会なり、４月の区長・

農業組合長会でも説明させていただきまして、ぜひやってほしいというご意

見もいただいております。また、今後の住民合意につきましては、６月に開

催予定の総合戦略の推進委員会でもちょっと企業誘致の詳しい説明をして、

ご意見をいただこうかなとも思っておりますし、この総合戦略自体について

のシンポジウムも今年度考えておりますので、その中で住民のご意見を聞き

ながら、ご理解をいただきながら進めていきたいとは考えております。 
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○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、いろんなプランが出てまいります。ある方とお話

をさせてもらいましたら、農業公園、それからブルーメの丘、これも大変成

功した農業公園になって、観光客等も来られています。そういうところ、ま

た職人の技を教えて伝承し、来客も楽しめる工夫なども、いろんな知恵を集

めるというのが大事です。ただ、自然環境は一度壊してしまうと取り戻すこ

とができません。 

 そこで、平成１３年、中日新聞さんに記事を書いていただきました。非常

に珍しい貝が出たことです。そして、その当時、木村議長もこの珍しい貝を

発見した報告を全協でされていました。そして、それを活かす地域活性化を

ぜひ考えたいし、町行政ともタイアップしたいというように提起をされたこ

とを覚えています。学芸員の方がいろいろ論文を書かれています。その論文

を見ますと、やはり、甲良町の池寺にあるため池が大変価値あるものとして、

３年に１回、現地調査をされたりして、地元の方と一緒に自然観察をされて

いるようです。そういう点でも、この自然環境を守るというのは、いろんな

造成工事になりますと、どういう工場が出てくるかわからないということか

ら見ても、工場排水や造成工事そのものでため池、そのため池自体は埋めな

いにしても、循環しているんですよね。貝がいてるということは、ヘドロで

はないと言っておられました。つまり、ため池の底から湧いてくる、つまり、

周辺の山から湧いてくるんだというように説明をされていました。そういう

点でも、ぜひそっとしておいてほしいというのが学芸員さんの話だったよう

ですが、この点について再度、見解を求めます。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 何回も申し上げますが、造成するのに開発行為の申請を

して、技術的にチェックなり審査をするような制度でありますので、その辺

はクリアできないと許可は出ないかなとも思って おりますし、先ほども言い

ました、県独自で環境熱心県なので、別の視点の指導も入るとは考えており

ます。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 そこで、具体的に３月議会までの間にいろいろ出た問題の、個別

のことを聞いてまいります。この工業団地計画が住民福利の向上と農業の町、

自然に調和した事業として完結に責任を持って導くこと自体が本当にできる

のかという点で幾つか質問をします。 

 まずはじめに、町の説明資料、全協で示されました。その中に、丸投げす

るのではなく、協議に入っていくと、わざわざ表現をしています。丸投げし

ないための担保、具体的施策、それから法的根拠を示すべきだと思いますが、
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いかがですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 町としましては、立地企業が開業するまでにかかわる中

間デベロッパーと協定書を結んで対応していこうかなと思っていますので、

協定書でしばりはかかるものかなとは考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 道の駅の協定書を見ましても、なかなか強制力が明記されている

ところはありませんでした。それで、町がまともな計画を示したもとで、委

託先の業者が守るべき法的根拠、あるいは何らかの強制的な担保となるもの

は何かというのを示してもらいたいと思うんです。丸投げとならないように、

協議の上で町の意見を実行させるということが大事ですし、その担保、根拠

を示すことが必要だと思いますが、いかがですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 協定書の方でしばっていこうかなとは思っています。今、

議員が言われたことも懸念されたので、県の方に開発自体の確認をさせても

らいましたら、当初は中間デベロッパーに所有権移転をしてからやってもら

うと、今の計画はそうなっていますが、これも制度的な話ですが、開発行為

は町名義の土地のまま、中間デベロッパーが申請して、工事をするというこ

とも可能ですし、中間デベロッパーは立地企業と協定を結んでからしか、自

分とこのお金も出さないということでもありますので、全てが完了してから

町名義でするという方法も可能やということもちょっと確認できましたので、

今、議員の言われた、懸念されることも再度、協議をして煮詰めていきたい

なと思っております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 これは④のところですが、⑤に移っていますが、中間デベロッパ

ーに譲渡した後、譲渡しないで町の委託をしていくということもあり得るん

ですが、そうすると、全協で示してもらった計画書自体が譲渡というのを抜

くのですか。それとも、どちらかをまだ選択できない状況なのか説明をお願

いします。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 譲渡して進めること自体は変わりはありません。ただ、

その譲渡する時期をもう少し検討しようかなとは思っております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、④の項目とも関連するわけですけども、計画では

譲渡となっているんですね。譲渡とは、当たり前のことですが、所有権が甲

良町から離れることを意味します。しかも、その譲渡は計画によれば、業者
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選定や企業選定や行政の前段階で行われます。甲良町の権限から離れた物件

に対し、何を根拠に法的枠組みで町の言い分、主張を実行させるのか、これ

が不確かになるから、今の回答、方向だったと思いますが、それの理解でよ

ろしいですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 基本的には協定書でしばりをかけていきたいなとは思っ

ておりますが、ただ、制度的には所有権移転はどの段階でもできるというこ

との情報を得たということなので、それも視野に入れながら、協定書案を確

定させていきたいなということです。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 再確認しますが、協定書を結ぶ段階で、いわゆる譲渡する、つま

り、それで所有権が移る。所有権が移った後の発効が協定書ということです

から、町と中間デベロッパーとの間にはもう既にデベロッパーは所有権を持

っている。そこを町が指図するわけですから、その点は法的な根拠は大変危

うくなってくると思うんですが、どうですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 その協定書の内容で立地企業が開業するまでのことをう

たいたいなと思っております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 いずれにしても、当初、譲渡というように私たち説明を受けまし

た。やはり、そういう点では協定書自体の作成も、それから相手側は営利の

企業です。こういうところに太刀打ちをしていかなければならないわけで、

この点の覚悟は要ると思います。 

 そこで、次に、２８年度に予算に計上された部分路線の測量設計の合理的

説明が私はつかないというように思っていますので、回答をお願いしたいと

思うんです。それは、測量設計の目的が承認されていないままであります。

それから、取得費は現在取り下げられています。そして、測量をしても、取

り付け道路も全体計画も、住民合意の見通しが今、立っていません。町長の

答弁にもあるように、西明寺さんに法的には協力がなくても、反対を続けて

おられても執行できるというものの、隣人といい関係を築いていこうと思う

と、それはできないというように思うんです。そこから見ると、この部分設

計はどういう扱いになるのか、矛盾ではないのか説明をお願いします。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 今現在、池寺区の所有地であります船溜と新右衛門溜の

間の道路を通過することになっておりますが、それを買収するということで、

国道３０７号線から町有地までの道路がつながって、池寺区の所有地を通ら
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ずに町有地に入れるというところでございます。今後、広大な土地を有効利

用するためにも、道路を取り付ける必要があると考えます。そのためにも、

池寺区が説明を求めておられます道路の形、そういうなのを示すためにも、

今回の測量は必要と考えております。取り付け道路は、町有地であらゆる用

途に対応できるためにも必要と、また、住民合意を得るためにも必要じゃな

いかと考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 工業団地の計画については、既に委託業務の中で報告書が作成さ

れて、こういう方向で工業団地をつくっていくという、私たちがいただいた

のは抜粋ですけども、これで十分示されるわけですよね。そこで、３月議会

で示された当初予算の取り下げ、これは全国的にも珍しいことだと思うんで

すが、この工業団地計画に関する２５０万以外の分は取り下げられてしまっ

たわけです。これこそが町民合意のなさを示すものだったというように考え

ています。 

 つまり、どの事業もそうでありますが、とりわけこの財政貧弱な甲良町に

あって、億を投入する事業については必要性、全体計画がどうか、十分なる

検討と合意が必要だと思います。総論がよくても、各論で詰まることもあり

ます。各論がよくても、全体像がゴーとならなければ進みません。この立場

から見ると、部分路線の測量、設計委託費２５０万円の見通しがないと考え

るんですが、矛盾すると考えるんですが、再度お願いします。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 地元の池寺区への説明会の折にも説明を求められ、今の

どれぐらいの土地が必要なのかということでございます。それをお示しする

ためにも、測量が必要ではないかというようなことで、部分の路線の設計を

出させていただいたと理解しております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 池寺区の臨時総会が５月１５日に開かれたと聞いています。そこ

で、池寺区の合意で関係土地を売却しようということで承認ないしは合意が

成立したのかどうか掌握されていますか。 

○木村議長 建設水道課長。 

○北坂建設水道課長 伺っておりません。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 進めようとしている立場から見ても、不思議でならないんですね。

５月１５日、南部工業団地をどうするかというテーマで論議だけがされたわ

けではありませんけれども、それも１つのテーマです。西明寺さんもそこに

参加をされて、論陣を張られました。自然破壊になるので十分考えてくれと
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いうことで発言をしたということで聞いています。結論は売るということに

はならなんだと聞いていますので、事実の掌握をしてください。よろしくお

願いします。 

 ７つ目のところに入ります。以上、総論と各論を私なりに述べてまいりま

したが、どこから見ても南部工業団地の計画、早く、急ぐ必要もなければ、

整合性も私はなかなか整わないというように思うんですが、いかがでしょう

か。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 人口減少問題は緊急の課題でもありますので、そのため

には雇用創出を実現する施策として、今まで何回か述べさせてもらいました

が、企業誘致を求める声や企業誘致が有効であるという意見があるように、

現時点では進めていきたいなとは考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 全体として、公金の横領事件という町政の信頼を根底から揺るが

している内部の事件１つが解決しない、途中ということで、先ほど同僚議員

の質問の中でも明快な解決の見通しは示されませんでした。そういう中で、

幹部職員の管理、監督もままならない中、町を上げての取り組みが必要なと

きに、ましてや１２億４，０００万を投資して、中間デベロッパーは入りま

す。その利益を目的とする営利企業を、町民の利益本意に枠組みをつくる、

導いていくということはなかなか現在の幹部職員の中では大変な作業、難し

い状況になるだろうと私は見通しを持っていますが、その点どうなんでしょ

うか。 

 つまり、足元が揺らいでいる中で大事業をやろうというわけです。そのこ

とが解決しなければ次に進んではだめだよという意味ではなくて、この南部

工業団地の出てきた背景で見ても、十分なる検討、それから論議をまだ積み

重ねていくというのが大事なことではないかと思うんですが、いかがですか。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 企業誘致については、何回も言いますが、人口問題に位

置づけておりますし、安定した雇用をめざして、１，０００人規模というこ

とで雇用者を増やして、１人当たりの家計の所得を上げていただいて、家計

の所得が上がると、教育水準が上がるというデータも若林先生の方から出て

いるということなので、そういう効果を期待してこの事業は進めていくべき

ではないかなとは考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 あくまで進めるという立場を言われたわけですけれども、そうい

う立場であるならなおさら、池寺区がめざしている二次計画を尊重したもの
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を踏襲し、町政のさまざまな課題、弱点などを克服するという具体的展望を

町長みずから示して、北川町長の立場からしても、ぜひ成功させていただき

たいということですから、関係者、それから地元の方々、西明寺も含めて説

得できる道筋、準備をする必要がありまして、西川議員も言われましたが、

山田裕康議員も言われましたが、直接話をする用意があるかどうか、最後お

尋ねをしておきたいと思います。 

○木村議長 企画監理課長。 

○中川企画監理課長 当然、話し合いの方につきましては、話し合いをして進

めていきたいなとは当初から考えているところであります。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 次に、税金の横領事件について質問をしていきます。 

 犯行容疑そのものの刑事責任を厳しく問うことと同時に、あらわれてきて

いる行政上の弱点、問題点に全面的なメスを入れることが重要だと考えるも

のであります。そこで、とりわけ税をはじめとする公金の窓口現金納付、こ

れを課長を含めた複数で日々確認するという原則中の原則を長年怠っていた

という最大の弱点の裏をかかれた職員犯罪である構図が感じられてまいりま

す。この点でも解明が必要だと思います。 

 そこで、１つ目のＫ氏が着任してからの不納欠損の年度別、種類別の納税

者別の全一覧を公開していただきたい。それは、不納欠損の中に横領額を忍

び込ませた疑いが強い。以前の説明でも、その中に忍び込ませた疑いが強い

という点では、そのこともあり得るというように前課長が答弁をしています

ので、よろしくお願いいたします。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 現在、全容解明の調査段階でございまして、公開の是非も含

めまして今、お答えする時期ではないと考えさせていただいているところで

ございます。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 勘違いしてもらったら困るんです。決算概要で、２６年の決算で

は２１、２２、２３、２４、２５、２６年度の不納欠損額が一覧表で出てい

ます。この一覧表の中に滑り込ませた可能性がある。ですから、５つの指標

が、中身があると言っていました。つまり、時効がきたもの、それから、３

年が過ぎたもの、それから、夜逃げ、倒産、行方不明、そういう種類を分け

て、この不納欠損をしていたんですよね。それで、見てみますと、２１年か

ら２５年の合計が２，２４８万４，４５８円。私は、国民健康保険税も入れ

ました。ところが、２６年度はこれよりも多いんです。４００万多いですね。

金額が２，６３２万３，５４１円。これは単年度で不納欠損、つまりもうも
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らえませんということで、町が処理をした金額ですよね。２６年度で国保税

を入れて２，６３２万３，５４１円になります。ここに急に増えたというの

は、３月議会のときでも西川議員が指摘をされていたと思いますが、こうい

うところも非常に疑問を感じるわけで、そういうところも精査をしているの

かどうか、改めて聞きます。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 先ほど申し上げましたように、現在そういったことも含めて

調査をしているところでございまして。ただ、調査をして今お答えする時期

ではないということを前提にしつつ思いますことは、その不納欠損額の中に

それを隠蔽するかのように、潜り込ませたといったようなことは、着服のプ

ロセスといいますか、着服の手口といいますか、そういったような部分でご

ざいまして、着服額そのものを解明をして、その手口として不納欠損の中に

どれだけ潜り込ませたのかといったところの検証してまいらなければならな

いと、今、僕はそういうふうに考えているところでございまして。 

 したがいまして、着服そのものを表現するときに、この一覧表を記号にし

たところで、その内容を公開するというところについての是非について、今

後の調査の中で検討していかなければならないのかなというようなことでお

答えをさせていただいてところでございます。 

 以上でございます。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 あくまで勘違いされていますね。決算額で出ている内訳を公表し

てください、説明資料を提出してくださいという意味ですよね。不納欠損に

なった理由別、２６年度、２５年度、それぞれ非常に大きい金額になってい

ます。それは、倒産がこんだけ、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんですというように

縦と横の集計をしてくださいと。それを着服金額に合ったかどうかは別とし

て、このことが明らかにならないと、そういう着服事件に忍び込ませたのか

どうかという点もわからない。つまり、不納欠損、単純にそのことが合って

いたのかどうかについても検証する必要があるわけですから、着服事件とリ

ンクさせないでも、決算のこの内訳、これを示してもらいたいということで

す。改めて検討をしてください。 

 ２つ目に、現在、訪問調査が実施されていますが、個々の納税者の確認作

業をしなければ、横領額が明確にならなかったのはなぜかという疑問が湧い

てきます。庁舎内の記録と職員の記憶、証言だけでは証明できないのかなと

思うんですが、そこで、日々の処理が窓口納付、両センターの集金も含むと、

台帳、伝票、現金の突合作業、確認作業をしていなかったのかと考えられる

んですが、いかがですか。 
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○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 それでは、窓口納付の関係についてお答えをしたいと思いま

す。事件発覚前と事件発覚後といったようなことでご説明をしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 まず、役場での窓口納付につきましては、事件発覚前につきましては、役

場の税務課職員が納付金を受け取り、会計に渡して、会計の領収印押印の領

収書を渡すか、税務課領収印で税務課で一時預かり、後で会計収納すると。

事件発覚後につきましては、税務課職員は現金は扱わないということで、納

付者を会計に誘導しまして、直接、会計で納付をしていただくといったよう

なことでございます。 

 両センターも現金納付がございますので、両センターにつきましては、事

件発覚前につきましては、納付者がセンターにお越しになられましたら、お

金を預かりまして、日時、金額、税目を台帳で管理、確認をし、税担当者が

税金につきましては、呉竹センターへとりに行き、会計へ収納するといった

ようなことでした。事件発覚後につきましては、納付者がセンターにお越し

になられましたら、納付書を持参しているものに限りお金を預かり、日時、

金額、税目を台帳で管理、確認し、東びわこ農協さんが外交でお越しになら

れますので、その外交さんに収納していただくといったような内容でござい

ます。 

 先ほど、議員が管理職はどういう管理をしているのかということでござい

ますが、窓口納付の方につきましては、現在も現金納付が来たということで、

役場の方では管理台帳とかそういうなのはございません。事件発覚前も事件

発覚後もございませんけれども、管理職、管理者としては、常に注意を払っ

て現金を納付されているとなったら、窓口の方になるべく出ていって、一緒

に確認して会計の方に誘導するといったようなことを心がけているところで

ございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 ３番のところで、答えていただいたみたいですが、課長は、事件

発覚前、現金納付されたやつは確認をして、処理チェックをして、金庫に入

れる、会計室に持っていくという作業ではないということなんですか。それ

は、課長はそのことはかかわっていなかったということでよろしいですか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 もう少し丁寧にお答えをさせていただきたいと思います。ま

ず、税務の方に現金で来るというのが、納税の税金の納付書と、それから諸

証明、所得証明であるとか、納税証明とか。それも１回３００円という現金
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を扱うことになるわけでございます。先ほど申し上げましたように、税金に

つきましては、現在、会計の方に直接、本人さんがお支払いいただくように

会計の方に誘導をさせてもらっています。 

○西澤議員 以前のこと。 

○山田税務課長 ３００円の諸証明につきましては、以前は諸証明を受けた人

間がお金を預かって手持ちの金庫に入れて、そういう処理をしていたんです

けれども、４月からはそのお金を預かりましたら、２人で確認して、それを

課長のところに持ってきて、その申請内容が合っているか、あるいは金額が

合っているか、おつりが合っているかといったようなことを確認して、サイ

ンをして渡すというようなことを４月からはやっているということでござい

ます。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 事件発覚前、それは課長はそういう確認作業はしていなかったの

かどうかと聞いているんですが、していなかったんですね。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 それは、課員に聞いたら、そういうことはやっていなかった

とは聞いております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 そのことを聞いているんです。４つ目に行きまして、現在、進め

ている１９２件の作業、納税者が領収書を保管していない場合は、どういう

扱いをされているんですか、するつもりなんですか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 訪問調査では、領収書の有無のほかに、そのときの窓口対応

職員が誰だったのかとか、あるいはＫ氏との対話の中でどういった話があっ

たのかとかいったような聞き取りを調査報告書としてまとめさせていただい

ているところでございます。そういったような内容等を整理して、その領収

書がない分であったとしても、Ｋ氏がかかわったことに間違いがないといっ

たようなところでの作業を進めてまいりたいと考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 出てきた１９２件は、全部ではないということは報告がありまし

たが、だったらなおさら被害額の一部、少なくとも１９２個分の総合計、被

害額がどんだけなのかということについては、議会に報告をしてしかるべき

だと思いますが、改めて見解を求めます。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 まことに申しわけありません。全協のときにも申し上げまし

たように、金額についてはちょっと今、この時点でお答えすることはできな
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いというところでご理解いただきたいと思います。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 公表することについては、捜査情報とは直接関係のない町民の被

害のところでありますし、全体像の中の一部分です。しかも、１９２個とい

うように限定されたものですから、公表されてしかるべきだというように指

摘をしておきたいと思います。 

 最後に、一日も早く司直の手に委ねること、全容解明の一歩になると思い

ますが、説明をお願いします。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 それはもうご指摘のとおりでございますので、それに向けて

いち早く取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 彦根署が最初からかかわっていますが、滋賀県警です。告訴を受

け付ける見通しについては、状況を見ながら弁護士とも相談し、検察に直接

告訴するということも検討する必要があると思いますが、その視野はどうで

しょうか。 

○木村議長 税務課長。 

○山田税務課長 現在、彦根署の捜査２課といろいろとやりとりをしながらや

っておりますので、その中で進めていきたいなとは考えているところでござ

います。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 ぜひ、これは町の信頼が、この問題をきちっと解決することこそ

行政の土台、それから財政上の土台でもありますので、毅然とした対応をし

てもらいたいと思います。 

 次に、人口減少対策と地方再生の視点の総論しか述べられませんが、この

課題では、以前から強調しています、乗り切る、克服するエネルギー源は住

民の皆さんの主権者意識にかかわってきます。そして、誇りです。それを引

き出す町行政の温かい人間味ある施策だというように思っています。一つ一

つは大変地味で小さく見えるようですが、そこに光を当てて育てていく視点

が必要だと考えていますので、１番目のところで①、②が提起されています。

時間の関係ではしょりますが、町内で取り組みされている点は、新聞でも報

道されます。いいことをやっているなというのは評価も聞きます。私自身も

思うことです。同時に、いろんな否定面があります。そこを調整していくこ

とが必要だと思いますが、①、②のところでお答え願います。 

○木村議長 企画監理課長。 
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○中川企画監理課長 交流の関係ですが、今、国の加速化交付金を活用しまし

て、在士集落の空き家を活用した（仮称）高虎ハウスを今年度整備しますし、

あさってが運営検討委員会を立ち上げましたので、そこからスタートはさせ

てもらいます。 

 交付金の目的が稼ぐ力を発揮するとか、自立をめざすものであるというよ

うなことで、第一段階として在士を拠点に取り組みます。第二段が、今回の

補正予算で上げさせてもらった下之郷で保育サービスの拠点、第三段が長寺

西で獣害対策によるゆず生産拡大等の農業振興拠点として順次進める計画を

しております。 

 今後につきましては、ほかの集落でも空き家、空き施設を活用して、拠点

整備をして、新たな事業推進、事業主体が自立できるものをめざす形で進め

ていきたいというこどて、交流はそういうふうにやっていきたいなとは思っ

ております。 

 ②の否定面を克服する展望ということで、否定面も幾つかありますが、今

年度はまちづくり協議会のあり方自体をちょっと考えようかなということで、

先般のまちづくり委員会で検討する小委員会を設置していただきましたので、

そこと協議しながら、今後のまちづくり協議会を検討して甲良町の否定面を

そこで議論してもらって、町の方に提言してもらおうかなというような組織

づくりをしていこうかなとは考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 ですから、だったら余計にこの税金の使い方、開発中心や、それ

から防災センターなどの建設、必要な場合もありますが、ソフト面、子育て

支援、老後の安心など、出産祝い金が２万円ですが、それの充実に向けても

予算配分が必要ですし、提起をしています保育料の軽減なども制度化が必要

です。そういうところで予算配分の重点を思い切って切りかえるということ

が必要だと思いますが、最後に見解を求めます。 

○木村議長 保健福祉課長。 

○小林保健福祉課長 外出支援等の充実におきましては、基本的には通院とい

うものに対する事業ですので、今後は総合戦略の中での公共交通の快適化と

して位置づけていきたいことと、あと保険料等、住民の負担に関しましては、

再三申し上げていましたように、予防に重点を置いて健康づくりと介護予防

の充実を図って、健康寿命を延ばすことでの介護保険料の抑制の方を図って

いきたいと思います。 

○木村議長 教育総務課参事。 

○福原教育総務課参事 保育料の軽減につきましては、今年４月から法の一部

改正によって、第何子かを決定する子どもの年齢制限等が撤廃されました。



－116－ 

そのことに伴い、県でも要綱が制定されております。甲良町におきましても、

県補助の範囲で軽減を行いたいと考えておりますが、現時点では従来どおり

徴収を行っております。今後、保護者宛に通知書を送付して、申し出により

随時、決定と還付を行うと同時に、教育委員会としても対象世帯を抽出して、

漏れのないように事務処理を行っていきたいと考えております。 

○木村議長 西澤議員。 

○西澤議員 ぜひ予算の重点配分の方向を切りかえると、従来にかかわらずと

いうようにしていただきたいと思います。 

 甲良町政の課題は、何といっても人口減少問題にどう向き合うかだと思い

ます。その際、日本政府の歴代内閣が進めてきた政策路線、それから、税金

の集め方や使い方、そして、国民の働き方がどうだったか、どのように転換

をしていくのかが問われてまいります。同時に、甲良町特有の課題、固有の

課題と言ってもいいと思いますが、これは何かについて、タブーは設けずに

町民的論議を重ね、合意形成に進むことが非常に大事だというように思いま

す。私たちにとっては、町が最重要課題で取り組んできた同和対策事業の公

正、公平な後始末、各種の不正や利権を町政から根絶すること、農業、子育

て、罹病率を軽減させる健康な暮らし、老後の暮らしなどについて、明るい

展望を育む施策の展開などを一つ一つ進めていくことを改めて提案し、私た

ちも努力をしてまいる所存を申し上げて、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○木村議長 西澤議員の一般質問が終わりました。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（午後５時２１分 散会） 
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